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「リベラル／サヨク」に関するオンライン・コミュニケー

ションのパターン―右派YouTubeコメント欄の分析
The Patterns of Online Communication on Liberal/Sayoku: An analysis 

of the comment sections of right-wing YouTube channels
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�

要　約

　本稿では，ネット右派がその主要な仮想敵である「リベラル／サヨク」に関してどのようなコミュニ

ケーションをしているのかを明らかにするために，右派YouTubeチャンネルのコメント1,200件を解釈

しながら分析・分類した。先行研究では，インターネット上における「リベラル／サヨク」批判の源流

を探るために，日本におけるアンチ「リベラル／サヨク」的な思想の成り立ちについて研究されてきた。

その一方で，現在のネット右派現象は思想や理念に駆動されているというよりも，他者と接続すること

に動機づけられており，既存のアプローチだけでは不十分であるということも示唆されている。そこで

本稿は，「リベラル／サヨク」批判の現場で生じているコミュニケーションのあり方に焦点を当て，そ

のパターンを帰納的に明らかにすることを試みた。

　分析の結果，「リベラル／サヨク」への言及が多い右派YouTubコメント欄では，敵手や自分たちに

付与されるカテゴリについて議論する［カテゴリの調整］，敵手と自分たちの間の勢力争いについて論

じる［闘争の生成］，右派への批判に対して主に反論を展開する［批判の転覆］という，大きく３つの

方向性のコミュニケーションが生じていた。また，これらのコミュニケーションでは拡散的な意見交換

と収束的な意見交換が発生しており，こうしたタイプの異なるやりとりが生起することでネット右派の

原稿受付：2025年２月10日
掲載決定：2025年６月19日
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持続的な集団形成が可能になっているという示唆が得られた。

Abstract

　This paper interpretively analyzes 1,200 comments on right-wing YouTube channels to 

understand how the internet right （Net-Uha） interacts with each other in relation to their primary 

enemy, Liberal/Sayoku. Previous studies have examined the formation of the anti-Liberal/Sayoku 

ideology in Japan in order to uncover the origins of online criticisms directed at Liberal/Sayoku. 

However, some scholars suggest that further research using alternative approaches is necessary, 

as the main motivation behind current right-wing activities online is not ideological but rather the 

desire for social connections. This research, therefore, focuses on the communication processes 

within Liberal/Sayoku criticisms, aiming to inductively identify its communication patterns.

　The analysis reveals three main communication patterns in the YouTube comment sections 

where commenters frequently refer to Liberal/Sayoku: [adjusting categories], in which right-wing 

individuals discuss the categories assigned to themselves or their enemies; [developing conflicts], 

in which right-wing individuals raise issues regarding power dynamics between the right and the 

left; and [reversing claims], in which right-wing individuals predominantly counter criticisms 

directed at right-wing actors or values. Based on this analysis, it is also indicated that the 

communication processes involve two types of opinion exchange: one is scattered, and the other 

is convergent. The occurrence of both types enables the internet right to maintain their cohesion.
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１　はじめに

　2000年代以降，日本のインターネット上では，

在日コリアンに対するヘイトスピーチやリベラル

な言論人を嘲笑するコメントが数多く投稿されて

いる。このように「ネット上で保守的・右翼的な

言動を繰り広げる人々」（伊藤，2019：18）は

「ネット右翼」「ネトウヨ」「ネット右派」（以下，

本稿では「ネット右派」で統一）などと呼ばれ，

今では社会的に広く知られた存在となっている。

　こうしたネット右派の主要な仮想敵の一つが，

「リベラル」「サヨク（左翼）」である。近年の

SNSやニュースサイトのコメント欄には，一部の

メディアや野党議員，活動家，知識人などを「リ

ベラル」「サヨク」などと呼び，憎悪や敵意をぶ

つける書き込みが数多く存在する。中には批判対

象の政治的スタンスを厳密に検討することなく，

ただ自分たちの気に食わない，「リベラル」「サヨ

ク」のように見える個人や集団をそう呼んでいる

ケースも多い。このようにネット右派の投稿には，

学術的な概念としてのリベラリズムや左翼思想と

いうよりも，漠然とした仮想敵としての「リベラ

ル／サヨク」への言及が頻繁に登場する。

　これまでの右派研究では，「在日コリアン」を

仮想敵とする活動がしばしば研究対象とされてき

たが（例えば樋口，2014；高，2015；2017；安

田，2012など），「リベラル／サヨク」もまた，

近年の右派にとって重要な仮想敵の一つと考えら

れる。例えば現在のネット右派言説は，リベラル

市民主義から疎外されてきた人々を代表しようと

する活動や相互交流の中から生まれてきたという

経緯がある（伊藤，2019）。また近年の右派活動

家の中には，確固とした右翼的・保守的な思想を

持つことなく，「リベラル／サヨク」への反発か

ら右派に接近している人が一定数存在している

（小熊・上野，2003；鈴木，2019）。つまり近

年の右派は，「リベラル／サヨク」との関係の中

で活動を展開してきた側面が大いにある。

　本稿では，このようにネット右派にとって重要

な仮想敵の一つである「リベラル／サヨク」に焦

点を当て，YouTubeコメント欄で生じている「リ

ベラル／サヨク」に関するコミュニケーションの

のあり方を分析する。以下，第２章で先行研究の

レビューを行い，研究対象となる「リベラル／サ

ヨク」批判の特徴と，コミュニケーションそのも

のに着目するという本稿のアプローチについて説

明する。第３章でデータの収集と分析方法につい

て確認した上で，第４章では「リベラル／サヨク」

に関するコミュニケーションのパターンを記述

し，第５章ではそれが集団としてのまとまりを生

み出すメカニズムについて考察する。

２　先行研究

2.1　反「リベラル／サヨク」的な思想の成立

　これまでの研究は，右派の論壇や運動における

「リベラル／サヨク」に関する語りを読み解くこ

とで，現在の「リベラル／サヨク」批判の背後に

ある思想を明らかにし，そうした語りがどのよう

な歴史社会的背景のもとで人々に受容されてきた

のかを明らかにしてきた。

　まず，「リベラル／サヨク」批判の根底には，

リベラリズムや左翼思想の一部に見られる原理主

義や啓蒙主義，現実と乖離した空疎なユートピア

論に対する嫌悪感がある（伊藤，2019；小熊・

上野，2003）。インターネットが普及する以前か

ら，右派の論壇や運動の現場では，「進歩的知識人」

が現実を見ずに上から目線の理想論を語っている

という批判が行われていた（伊藤，2019）。こう

した右派の言説では，批判対象である「リベラル

／サヨク」を「エリート」，自分たちを「庶民」

の位置に置き，庶民によるエリート批判という構

図で言論が展開されてきた（伊藤，2019；小熊・

上野，2003）。

　このような反「リベラル／サヨク」言説は

1990年前後から顕在化するようになったが，そ
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の背景には日本の政治構造の変動と，それによる

リベラリズムや左翼思想の社会的な位置づけの変

化がある。もともと，戦後の冷戦構造において反

権力側の受け皿になっていた左派の思想は，冷戦

体制の終結に伴う政治秩序の再編と，欧米に端を

発するリベラル市民主義的な運動の盛り上がりを

受け，一部の人々の間ではむしろ権威の側に位置

する思想として認識されるようになる。特に，当

時のリベラル市民主義ブームで置き去りにされた

人々の間では，リベラル市民主義の権威性や欺瞞

に対する不満が広がっていた。そうした政治や社

会の流れの中で，右派の論壇や活動家を中心に，

反「リベラル／サヨク」と反権威主義が結びつき，

疎外された人々の視点に立った「リベラル／サヨ

ク」批判が浸透していった（伊藤，2019；百木，

2021；小熊・上野，2003）。こうして成立した

反「リベラル／サヨク」的な思想が，現在インター

ネット上で生じている「リベラル／サヨク」批判

の源流にあると考えられる（1）。

2.2　ネット右派の結合原理・行動原理

　「リベラル／サヨク」批判の根底にはそうした

思想を読み取れる一方で，現在のネット右派現象

の特徴に目を向けると，思想に焦点を当てたアプ

ローチには限界もあるように思える。たしかに，

従来の論壇や運動といった「語り」の領域（伊藤，

2019）では，ある程度体系的な思想を共有した

共同体の中で，一定の理念のもと活動が展開され

てきた。しかし，現在のネット右派には，思想を

核とした結びつきや，行動の指針となる共通の理

念を見出すことができない（伊藤，2019；北田，

2005；鈴木，2005）。つまり，現在インターネッ

トの領域で生じている現象には，「語り」の領域

とは別の結合原理・行動原理があるということが

指摘されてきたのである。

　まずネット右派の結びつきは，思想を共有する

ことで成立しているというよりも，「接続」し続

けることで維持されていると考えられる（北田，

2005；鈴木，2005）。ここでいう「接続」とは，

他者とつながること，その場の空気を乱さずに他

者とのやりとりを達成・継続することを指してい

る。つまり，ネット右派の間では，他者とつなが

ること自体を目的とした自己目的的な関係形成が

前景化していると考えられる。そこでは，左派の

思想において疎外されてきた人々を救済するため

に「リベラル／サヨク」を批判するというよりも，

画面の向こうにいる他者とのやりとりを首尾よく

繋いでいくための素材（ネタ）の一つとして「リ

ベラル／サヨク」が批判される傾向にある（2）。

　またそれと関連して，ネット右派の行動の基盤

にあるのは，実現すべき理念というよりも，その

場の「ノリ」や「空気」であると考えられる（北

田，2005）。ネット右派は，共通の理念を内面化

し，それに基づいて行動しているわけではない。

やりとりを円滑に接続していくために，やりとり

をする中で生まれるその場のコンテクスト（早川・

井出，2009）が重視される傾向にある。「リベラ

ル／サヨク」批判では，特定の理念の実現に向け

てやりとりが方向づけられているというよりも，

その状況に固有のコンテクストによってやりとり

の方向性が規定されている側面が大きいのである。

　このような，思想を志向する集合体から接続す

ること自体を志向する集合体へ，実現すべき理念

を基盤とした活動からその場のミクロなコンテク

ストを基盤とした活動へという，右派の集合現象

の性質の変化は，次のことを示唆している。第一

に，ネット右派の活動を説明するには，その背後

にある思想や理念（語り）を理解するだけでは不

十分である。第二に，集団統合の核となる思想や

理念を見出せず，明確なメンバーシップもない

ネット右派において，持続的な集団形成は自明な

前提ではなく，それ自体が問いの対象となる。

2.3　語りの分析からコミュニケーションの分析へ

　そこで本稿は，「リベラル／サヨク」批判の背

後にある思想や理念（語り）ではなく，その現場
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で生じているやりとりそれ自体のあり様に焦点を

当て，インターネット上で生じているコミュニ

ケーションのパターンを帰納的に明らかにするこ

とを試みる。既述のように，現在のインターネッ

ト上の「リベラル／サヨク」批判の動機となって

いるのは，共通の思想や理念というよりも他者と

接続（やりとり）することである。したがって，

まずは「リベラル／サヨク」に関するコミュニケー

ションのパターンを明らかにすることで，人々を

結びつけているやりとりの全体像を明らかにする

ことが重要だと思われる（第４章）。

　また，「リベラル／サヨク」に関するコミュニ

ケーションのあり方を分析するというアプローチ

は，ネット右派の持続的な集団形成がいかにして

可能かという問いを解明する上でも，有効なアプ

ローチであると考えられる。

　既述のように，ネット右派は接続することで結

びついているものの，それだけではまとまりのあ

る集団は形成されない。そうした中で，ネット右

派に集団としてのまとまりを生み出している要素

の一つが，「リベラル／サヨク」に代表される「共

通の敵」の存在である（倉橋，2018；小熊・上野，

2003）。つまり，内部に集団統合の核がないネッ

ト右派にとって，「リベラル／サヨク」という外

部との対立が，集団としてまとまる契機になって

いるということである。

　ただし，既存の研究では，対立に基づく集団形

成についての示唆はあるものの，共通の敵に関す

るどのようなコミュニケーション過程が持続的な

集団形成を可能にするのかについては具体的に検

討されていない。それに対して本稿では，「リベ

ラル／サヨク」に関するコミュニケーションのあ

り方を明らかにすることで，「リベラル／サヨク」

というシンボリックな仮想敵はどのようなやりと

りを通じて人々の意識に上っているのか，そして

そうしたコミュニケーションが持続的な集団形成

に対してどう作用しているのかについて考えたい

（第５章）。

３　方法

3.1　調査対象と収集したデータ

　本 稿 で 調 査 対 象 と し た の は，YouTubeの

KAZUYA Channel（以下，KAZUYA Ch.）とデ

イリーWiLL（以下，WiLL）である。

　YouTubeを調査フィールドとした理由は二つ

ある。第一に，YouTubeやニコニコ動画のよう

な動画共有サイトは，右派運動団体なども積極的

に利用しており，右派の重要な情報流通経路の一

つと考えられるからである（Hall 2021；樋口，

2014；鈴木，2019）。第二に，１本の動画（話題）

に対してスレッド形式でコメントが連なっている

YouTubeのアーキテクチャが，本稿の分析に適

していると考えられるからである。一口に「リベ

ラル／サヨク」に関するコミュニケーションと

いっても，やりとりの焦点となる具体的な話題は

多岐に渡る。そして話題の種類が変われば，それ

に関するやりとりのあり様も変化しうる。した

がって，インターネット上の書き込みを帰納的に

分類するには，その焦点となっている話題ごとに

やりとりを切り分けて分析する必要がある。その

点，あらかじめ話題ごとにやりとりが区切られて

いるYouTubeコメント欄は，Xなどと比べてデー

タの収集・分析をしやすいプラットフォームとい

える。

　調査対象としたチャンネルについても簡単に説

明しておこう。KAZUYA Ch.は，ネット右派の

オピニオン・リーダーの一人であるKAZUYAが

2012年から運営しているチャンネルであり，本

稿執筆時点での登録者数は65万以上に上る。一

方WiLLは，保守系の政治オピニオン誌である『月

刊WiLL』が2019年に開設したチャンネルであり，

登録者数は54万を超えている。

　KAZUYA Ch.とWiLLを調査対象とした理由は

二つある。一つは，登録者の多さから両チャンネ

ルがネット右派の間で一定の影響力を持っている

と考えられるからである。もう一つは，両チャン
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ネルともその時々の時事問題の解説動画をメイン

に投稿しており，様々な話題に関するやりとりを

収集できるからである。やりとりのパターンを帰

納的に明らかにする上で，多様な話題のデータを

収集・分析できることは大きな利点といえる。

　両チャンネルに関して収集したデータは，調査

時点で取得可能だった全動画の動画データとコメ

ントデータである。動画データとは，動画ID，

タイトル，投稿日時，再生数，コメント数，like

数を，コメントデータとは，動画についているコ

メントのコメントID，コメントタイプ（親／

子）（3），本文，投稿日時，like数，返信数，コメ

ント投稿者IDのことを指す。2023年１月に，

2022年末までに投稿された全動画・全コメント

（データ収集時点で削除・非公開になっている動

画は除く）のデータをYouTube APIで収集した

結果，KAZUYA Ch.では合計で1,378本の動画，

1,055,222件のコメントのデータが，WiLLでは

1,099本の動画，424,473件のコメントのデータ

が集まった。

3.2　分析の手順

　上記で収集した動画・コメントには，「リベラ

ル／サヨク」に関係ない話題のものも多く含まれ

ている。そこで本稿で分析対象となるやりとりを

抽出するために，まずは両チャンネルの全動画の

中から，コメント欄で「リベラル／サヨク」関連

語の使用が活性化している動画を選定した。そし

て選定した動画に投稿されているコメントのう

ち，多くのlikeがついているコメントを分析対象

として抽出した。以下，順に説明する。

　まず，「リベラル／サヨク」関連語の使用が活

性化している動画を特定するために，収集した全

コメントのうち，「リベラル／サヨク」関連語を

一つ以上含むコメントには１のラベルを，「リベ

ラル／サヨク」関連語を全く含まないコメントに

は０のラベルを機械的に付与していった。なお，

ここでいう「リベラル／サヨク」関連語とは，ネッ

ト右派が「リベラル／サヨク」を指し示すときに

使用する単語群のことであり，本稿では「リベラ

ル」，「左翼」，「左派」，「左」，「パヨク」，「左巻き」

を「リベラル／サヨク」関連語とした。その後，

動画ごとに「リベラル／サヨク」関連のコメント

の割合を算出し，各チャンネルで「リベラル／サ

ヨク」関連のコメントの出現率が高い動画上位

20本を選定した（表１）。

　そして，こうして選定した各動画のコメントの

うち，多くのlikeが付与されているコメント上位

30件（「リベラル／サヨク」関連語を一つ以上含

むコメントのうちlike数上位15件，並びに，「リ

ベラル／サヨク」関連語を全く含まないコメント

のうちlike数上位15件）を分析対象として抽出し

た。つまり，全40本の動画で計1,200件のコメン

トが分析対象となっている。

　最後に，このように抽出したコメントをオープ

ンコーディング（4）することで，抽象的な分析カテ

ゴリ（やりとりのパターン）へと帰納的にまとめ

ていった。オープンコーディングの手順としては，

まずは動画の内容を確認し，コメント欄における

やりとりがどのような話題を焦点として生じてい

るのかを確認した（5）。次に，動画ごとに分析対象

となるコメント一つひとつを解釈し，各コメント

を一言でまとめたラベルを作成する。そして作成

したラベルをコメント間・動画間・チャンネル間

で比較することで，より抽象的な分析カテゴリに

まとめていった。以上，データの収集から分析に

至るまで，全ての工程を筆者１人で実施した。

　なお，以下の分析結果のパートでは，読みやす

さを考えて，最終的に導出した最上位のカテゴリ

からサブカテゴリへと具体化していく形で分析カ

テゴリの説明を行う。その際，分析によって作成

した分析カテゴリ名は［　］で括って表示する。

また，具体的なデータ（コメント）を引用する場

合には引用文を〈　〉で括り，引用文が投稿され

ていた動画の番号を（　）内に記載する。コメン

ト原文の改行箇所には／記号を付与する。
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表１　コメント欄で「リベラル／サヨク」関連語の出現頻度が高い動画上位20本

# KAZUYA Ch. # WiLL

K1 SNSで保守派に完敗するリベラル派★【サンデイブレイ
ク２３５】 W1 【茂木誠×朝香豊】リベラルの正体を暴く！【WiLL増

刊号】

K2 YouTubeを制覇した保守派と既存メディアにあぐらを
かいて衰退する左派 W2 【卑劣！】リベラル団体が書店に圧力＝言論封殺

【WiLL増刊号】

K3 ネトウヨとパヨク W3 【竹内久美子・特別編】リベラルは浮気症！？ 遺伝子
との関係を深堀り【WiLL増刊号＃251】

K4 石原慎太郎さんの訃報に対する左派の反応に絶句… W4 【立憲民主】菅直人「リベラルなめんなよ」【WiLL増刊
号】

K5 いわゆる「ネトウヨ」とは一体何なのか？【ゲスト：倉
山満氏】 W5 【阿比留瑠比】安倍・トランプはバカ発見器【WiLL増

刊号＃394】

K6 イーロン・マスクのTwitter改革で駆逐される左派メデ
ィア W6 【大澤昇平】「中国人は採用しない」の何が悪い！東大

教授・学生の本音は「左翼嫌い」？【WiLL増刊号】

K7 衆院選への課題はネトウヨに勝つ仕組み？ちょっと何
言ってるのかわからないですね W7 【門田隆将】世界を席巻する左翼“変異株”の正体【WiLL

増刊号＃496】

K8 なぜ「保守は団結」出来ないのか？【参政党，新党くに
もり，幸福実現党，日本第一党…】 W8 【偏見御免！】左翼教授あるある言います【WiLL増刊

号＃293】

K9 竹田恒泰氏，妨害により講演会中止に…そして常軌を逸
したTwitter民と法廷闘争へ W9 【小川榮太郎】なぜいま保守主義が必要なのか【WiLL

増刊号＃472】

K10 ネトウヨ認定・ニコニコ動画の没落等，深田萌絵さんと
の対談 W10 【安倍ロス】サヨクの断末魔【WiLL増刊号＃267】

K11 沖縄タイムス記者「政府そのものがネトウヨ」←は？ W11 【岩田温】暴露！保守が迫害されるアカデミズム
【WiLL増刊号】

K12 「元ネトウヨでした」って流行らせようとしている？
【サンデイブレイク１０７】 W12 【岩田温】百田尚樹『日本国紀』批判で露呈した学者の

傲慢【WiLL増刊号】

K13 左派から目の敵にされる杉田水脈総務政務官が過去の
発言を謝罪 しかし国会でやる必要あるのか？ W13 【左翼の論理】プーチン＝安倍，ロシア＝日本だそうで

す【WiLL増刊号】

K14 百田尚樹著「日本国紀」のサイン本を告知した書店の不
買運動を行うも宣伝になってしまう弁護士 W14 【門田隆将】「上級国民を血祭りに」でいいか？【WiLL

増刊号＃497】

K15
謎のメディア「Choose Life Project」，立憲民主党から資
金が流れていたとして津田大介氏，望月衣塑子氏ら出演
者５名が抗議文を発表www

W15 【お花畑】防衛費GDP2％で「軍国化」という左翼妄想
【WiLL増刊号】

K16 マスコミは高市早苗氏を「右翼の女」にしたい W16 【極左映画】朝日新聞「捏造記者」を擁護する同業者
【WiLL増刊号】

K17 日の丸が並ぶ光景は気持ち悪いですか？ W17 【岩田温】秋篠宮に近づく極左の影【WiLL増刊号】

K18 【ひろゆきvs基地反対派】場外乱闘で暴れるフェミニス
トを正論で一刀両断する室井佑月氏 W18 【日本学術会議】左翼教授を任命拒否して何が悪い！

【WiLL増刊号＃289】

K19 安倍元総理を銃撃した山上容疑者に乗せられまくりな
左派とマスコミ W19 【山田晃 元DHCテレビ社長】大炎上！「ニュース女子」

裁判の顛末【デイリーWiLL】

K20 杉田水脈氏寄稿文で炎上の新潮４５が最新号で再炎上
【LGBT】 W20 【茂木誠＆朝香豊】安倍「後」の自民リベラル化を止め

れるか【WiLL増刊号】
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４　分析結果

　分析対象の動画コメント欄では，［カテゴリの

調整］，［闘争の生成］，［批判の転覆］という，大

きく３タイプのやりとりが頻出していた（6）。以下，

順に説明する。

4.1　カテゴリの調整

　［カテゴリの調整］とは，敵手もしくは自分た

ちに付与されるカテゴリの定義を確認したり，新

たにカテゴリを適用し直したりする一連のやりと

りのことを指す。［カテゴリの調整］に該当する

コ メ ン ト は， 動 画K3，K5，K7，K10，K11，

K16，W1，W3，W4，W5，W8，W16，W19で

多く投稿されていた。この［カテゴリの調整］は，

［カテゴリの定義］と［再カテゴリ化］という，

大きく二つのサブカテゴリを含んでいる。

4.1.1　カテゴリの定義

　［カテゴリの定義］は，敵手もしくは自分たち

に付与されるカテゴリをとりあげ，そのカテゴリ

に含まれる人々の特徴について言及し合うような

やりとりを指す。こうしたやりとりは，特に「リ

ベラル」や「パヨク」といった敵手のカテゴリに

関して生じていた。例えば，〈リベラルはヒッピー

だ。理想郷を夢見て出来もしない話をして理想論

ばかりを主張して現実では何も成し遂げられな

い。〉（W5）や〈パヨクさんはまず相手の人格否

定から入るよね〉（K3）といったコメントが例と

して挙げられる。

　上記のように直接的にカテゴリの特徴を記述す

るのに加え，過去の出来事や自身の経験を追加す

ることで，記述内容の妥当性を高めるようなやり

とりも生じていた。例えば「リベラルは浮気性」

という話題を扱った動画では，〈パヨって市民の

会とかでも不倫の巣窟らしいよ。それ目当てで参

加する人たちもいるって聞く。これは実際にパヨ

市民の会に参加していた人の手記が元ネタ。〉

（W3）のように，「リベラル／サヨク」は性に

だらしないという定義を正当化するようなやりと

りが生じていた。

　なお，［カテゴリの定義］では，「リベラル／サ

ヨク」の特徴として政治的主張に関するものから

人格的なものまで様々な意見が行き交っており，

お互いにやりとりをすることで何か統一的なイ

メージを構築しようといった試みはほとんど生じ

ていなかった。そこでは「リベラル」「左翼」「パ

ヨク」といったカテゴリに関して，各々が考える

イメージを思いのままに投げかけるようなコミュ

ニケーションが生じていた。

4.1.2　再カテゴリ化

　［再カテゴリ化］は，敵手や自分たちに適用さ

れるカテゴリの妥当性を疑問視し，自分たちなり

にカテゴリを適用し直すようなコミュニケーショ

ンのことを指す。特に，敵手に対する「リベラル」

というカテゴリの適用，自分たちに対する「右翼」

「ネトウヨ」というカテゴリの適用に関して，［再

カテゴリ化］が生じる傾向にあった。［再カテゴ

リ化］はさらに，［カテゴリ適用の問題化］，［新

たなカテゴリの適用］，［既存のカテゴリの再適用］

というサブカテゴリを含んでいる。

　［カテゴリ適用の問題化］とは，敵手や自分た

ちに付与されたカテゴリに妥当性や正当性がない

ことを確認し合うようなやりとりのことを指す。

例えばWiLLの動画出演者が敵手をリベラルと呼

んだ際には，コメント欄で〈リベラルって呼び方

が間違ってると思う。単なる独善主義です〉（W５）

といったやりとりが生じていた。また「ネトウヨ」

という呼び名を議題にした動画では，〈憲法改正

した方が良いと意見するだけでネトウヨって言わ

れるもんな。〉（K5）のように，自分たちに「ネ

トウヨ」というカテゴリが適用されることを問題

視するようなやりとりが生じていた。

　さらに［カテゴリ適用の問題化］では，そうし

たカテゴリを適用するのは敵手であり，敵手に都
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合のいいようにカテゴリが操作されていると指摘

するようなやりとりも頻繁に生じていた。例えば，

〈パヨクにとっては反対意見は全員ネトウヨにな

ります〉（K5），〈「ネトウヨ」って言葉はパヨク

が議論から逃げる時の常套句。ただそれだけ。〉

（K5）のように，敵手が恣意的に「ネトウヨ」

というカテゴリを適用しているだけだという意見

が交換されていた。

　次に［新たなカテゴリの適用］とは，問題のあ

る既存のカテゴリとは別に，新たなカテゴリを自

分たちなりに適用し直すようなやりとりのことを

指す。そこで新たに適用されるカテゴリには，政

治的なものと非政治的なものがある。

　政治的カテゴリを適用し直す場合には，既存の

政治的イデオロギーの軸に敵手や自分たちを「正

しく」位置づけ直すということが行われる。例え

ば，〈日本でいう保守は海外では中道か，ちょっ

と左なんですよね〉（K2）や〈日本ではリベラル

＝極左のあたおか〉（K1）といったコメントはそ

の典型例である。このように，自分たちを「中道」

や「真のリベラル」，敵手を「極左」などと位置

づけ直すことで，新しい政治的カテゴリを適用す

るようなやりとりが生じていた。

　一方，非政治的カテゴリを適用する場合には，

右左という既存の政治イデオロギーの枠組みとは

異なる新たなカテゴリのペアが作り出される。例

えば，「愛国者」対「反日（外国人）」や「普通の

人」対「活動家」といったカテゴリのペアを持ち

出し，それを自分たちや敵手に適用するというこ

とが行われる。〈右過ぎるのもでも左過ぎるのも

よくないだろうな。／一番大切なのは愛国心だと

思うわ。／日本の事をどれだけ大切に考えれるか

が大切かと〉（K3）や，〈愛国心あるパヨクを見

たことがないんだよなぁ〉（K3）といったやりと

りが例として挙げられる。この例では，「愛国心」

という指標を，右や左といった政治的イデオロ

ギーとは異なる分類軸として持ち出し，それをも

とに自分たちや敵手を位置づけるということが行

われていた。

　最後に［既存のカテゴリの再適用］とは，自分

たちが「右翼」や「ネトウヨ」と呼ばれることに

違和感を覚えつつも，それに積極的な意味を付与

することで，そのカテゴリをあえて受け入れるよ

うなコミュニケーションのことを指す。これは言

い換えると，既存のカテゴリの適用権を敵手から

奪い返し，自分たちで改めて適用し直すようなや

りとりと言えるだろう。例えば，〈私はよく言わ

れます，『右』と。あんな連中に嫌われるから私

は右なんだと実感する。あんな連中と同じになら

ないなら私は右でいい。〉（K10）や，〈日本が好

きでネトウヨと言われるのなら俺らはそれを誇り

として考えよう〉（K10）といったやりとりが例

として挙げられる。

4.2　闘争の生成

　［闘争の生成］とは，敵手と自分たちの間で勢

力争いが生じているという認識を共有し，そうし

た勢力争いへの向き合い方を確認し合うような一

連のやりとりのことを指す。［闘争の生成］に該

当するコメントは，K1，K2，K6，K8，K12，

W6，W7，W9，W14，W17，W20で 多 く 投 稿

されていた。この［闘争の生成］は，［パワーバ

ランスの把握］，［パワーバランスの解釈］，［重要

アクターの設定］という三つのサブカテゴリを含

んでいる。

4.2.1　パワーバランスの把握

　［パワーバランスの把握］とは，（特定の領域に

おいて）敵手と自分たちのどちらがより大きな影

響力を保持しているかを確認し合うようなやりと

りのことを指す。そこでは特に，大学などの領域

における「リベラル／サヨク」の優位性を見出し，

敵手が社会に対してより大きな影響力を及ぼして

いると確認し合うようなやりとりが頻繁に生じて

いた。例えば，〈リベラルにあらずんば学者にあ

らず，というのが学者の世界では一般的だそうで
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すね…現実見て生きてる人が異端扱いされるのは

ひどい話です。〉（W8），〈「保守を公言した学生

たち」が左翼学生と教授，講師の組織によって潰

されることもあります。〉（W8）といったコメン

トが例として挙げられる。

　一方，時には自分たちの方が勢力争いで優位に

立っていると確認し合うようなやりとりも生じて

いた。特に〈SNSは保守派が強いですよねー。も

ちろん，リベラル派がSNS上で目立ってないとい

うワケではないですけど。〉（K1）のように，ネッ

トメディアの領域では右派が優勢であるという見

方が共有される傾向にあった。

4.2.2　パワーバランスの解釈

　次に［パワーバランスの解釈］とは，前述のよ

うに敵手との間に不均衡な力関係が存在するとい

う認識に立った上で，そうした状態の原因や望ま

しさを解釈し合うようなコミュニケーションのこ

とを指す。［パワーバランスの解釈］はさらに［脅

威イメージの付与］と［正当性の付与］というサ

ブカテゴリを含んでおり，敵手が優位な状態に対

しては［脅威イメージの付与］が，逆に自分たち

が優位な状態に対しては［正当性の付与］が生じる。

　まず，敵手の方が優位だという認識がある場合

には，そうした敵手優位の状況を社会にとっての

脅威とみなす［脅威イメージの付与］が生じる。

例えば，〈左派は…（中略）…議論すらもタブー

視する風潮を作り法律を作って更に規制を強化し

ようとするからなぁ。とにかく規制に規制を重ね

国をどんどんダメにしていくそれが彼らの目的。〉

（W7）や〈聴けば聴くほどアカデミズムの世界

というのは戦後日本の宿痾の一つですね。日本学

術会議の件で登場した先生を見ていると，あの連

中が毀損しているだろう日本の国益の大きさに目

眩がします。〉（W11）といったコメントが例と

して挙げられる。このように，敵手の活動によっ

て社会が崩壊しかねないという主張を繰り広げる

ことで，相互に危機感を煽るようなコミュニケー

ションが行われていた。

　一方，自分たちが優位だという認識がある場合

には，そうした自分たち優位の社会状況を正常で

望ましいとみなす［正当性の付与］が生じていた。

例えば，ネット上ではリベラルよりも保守の方が

優位であるという話題に関して，〈テレビが強かっ

た時代は左派の発言力が強かった印象だけどネッ

トの情報が早く流れる現代になって……左派の発

言が間違ってるって認識された結果だと思いま

す〉（K2）や〈リベラル系が訴求力が弱いのは言っ

てることがおかしいからに過ぎない。納得できな

いこと言ってたら訴求力がないのは当たり前のこ

と。〉（K1）といったコメントが投稿されていた。

このように，敵手を貶すことで自分たちが優位で

あることに正当性を付与するようなやりとりが行

われていた。

4.2.3　重要アクターの設定

　最後に［重要アクターの設定］とは，敵手との

闘争の鍵を握る重要なアクターを特定し，そのア

クターへの批判／支持を表明するようなやりとり

のことを指す。例えば，皇室において敵手の影響

力が増しつつあるという動画に関して，〈宮内庁

は何やっているのか存在意義無し？改めるべき〉

（W17）や〈宮内庁にはほんましっかりしてほ

しいですわ！皇室の方々の周りにそんな左翼のク

ズを近づけんといてほしいです！〉（W17）といっ

たコメントが投稿されていたが，これらは宮内庁

を重要アクターとした上で，そこに苦言を呈する

やりとりと言える。逆に，自民党がリベラル化し

つつあるという動画の〈自民党がリベラルになっ

てしまったら，どこに投票したら良いのだろう

か？高市さんや小野田さんに頑張って頂きたいで

す。〉（W20）というコメントは，特定の政治家

を重要アクターとした上で，そこへの支持を表明

するコメントの一例である。こうしたコメントを

相互に表明し合うことで，敵手との闘争における

重要アクターを特定し，その評価を共有している
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と考えられる。

4.3　批判の転覆

　［批判の転覆］とは，主に右派の人物・価値観

に対する批判が社会（の一部）で発生した際に，

その批判内容を検討し，基本的には批判に対する

反論を展開する一連のやりとりのことを指す。［批

判の転覆］に該当するコメントは，K4，K9，

K13，K14，K15，K17，K18，K19，K20，

W2，W10，W12，W13，W15，W18で 多 く 投

稿されていた。［批判の転覆］は，［批判内容の評

価］，［批判行為の読み替え］，［結晶化］，［紛争化］

という四つのサブカテゴリを含んでいる。

4.3.1　批判内容の評価

　まず［批判内容の評価］とは，主に右派の人物

や価値観に対する批判を取り上げて，その批判の

内容が妥当かどうかを評価するようなコミュニ

ケーションのことを指す。こうしたやりとりにお

いて，批判に同調するコメントは少なく，ほとん

どのケースでは批判に対する反論が噴出してい

た。例えば百田尚樹の『日本国紀』の歴史記述が

批判された際には，〈色々な歴史観がある事は否

定しないが，少なくとも国で教える歴史は，生ま

れた国に対する誇りや忠誠心が持てる歴史観であ

るべきと思います。当たり前の話ですよ！〉

（W12）のように，『日本国紀』に問題はないと

いう反論が投稿されていた。また，〈左派が反応

してる本は良い本w〉（W2），〈左翼が騒ぐってこ

とは正解〉（W18）のように，批判者を「リベラ

ル／サヨク」だと推測し，その逆張りが正しいと

いう論法で批判対象を擁護するようなやりとりも

生じていた。

　なお，唯一の例外として，動画K19では右派へ

の批判に賛同するコメントが多くのlikeを集めて

いた。この動画は，安倍元首相が射殺された後の

「リベラル／サヨク」（マスメディア）による旧

統一教会問題批判を取り上げ，それに動画投稿主

であるKAZUYAが苦言を呈す内容になっている。

KAZUYAは動画内で，安倍元首相や自民党が旧

統一教会と関係を持っていたことは問題だが，「リ

ベラル／サヨク」が殺人犯の思惑通りに安倍元首

相を批判しているのも問題があるとして，「リベ

ラル／サヨク」による自民・安倍批判に反論して

いた。しかしそれに対してコメント欄では，〈正直，

左派やマスコミの肩は持ちたくないが，旧統一教

会については今のうちに関係を断ち切ってもらう

ためにもっと追求してもらいたい〉（K19），〈こ

の件に関しちゃ，左派とかマスゴミ関係なくない

ですか？韓国が大嫌いだから自民党に投票してた

人間もいるわけで…。国民一丸になって旧統一教

会との関係を断ち切るように追求するべきだと思

います。〉（K19）のように，批判に賛同するべき

だというやりとりが生じていた。

4.3.2　批判行為の読み替え

　上述の［批判内容の評価］では（例外のK19を

除いて）右派への批判に対する反論が盛り上がっ

ていたが，そうした反論と密接にかかわっている

のが［批判行為の読み替え］である。この［批判

行為の読み替え］とは，そもそも右派への批判が

本当の意味の「批判」とは言えないとして，行為

の意味を解釈し直すようなやりとりのことを指す。

　典型的なのが，批判の背後には別の動機があり，

批判は単なる「パフォーマンス」であると読み替

えるようなコミュニケーションである。例えば，

杉田水脈の「生産性」発言が多くの批判を浴びた

際には，〈慰安婦問題に切り込んでいた杉田水脈

氏，あちら方面の人たちから目の敵にされていま

すが応援してます〉（K13）というコメントのよ

うに，「批判は敵手にとって都合の悪い人物を排

除するためのパフォーマンスである」という読み

替えが行われていた。

　また他にも，右派への批判を正当な批判の範疇

を超えた「問題行動」として読み替えるようなや

りとりも頻出していた。例えば，百田尚樹や櫻井
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よしこなど保守系の本を並べる書店に対して市民

団体が公開質問状を送ったという話題に関して

は，〈書店に圧力をかけるとか，こいつらのやり

方って違法行為じゃないんですか？〉（W2）の

ように，もはや異議申し立てではなく社会的に許

されない言論封殺行為であるという読み替えが行

われていた。

　なお，［批判内容の評価］で批判への同調が多

く投稿されていた動画K19の分析データでは，［批

判行為の読み替え］は観察できなかった。

4.3.3　結晶化

　動画K19を除き，［批判内容の評価］と［批判

行為の読み替え］が首尾よく達成されたケースで

は，さらに［結晶化］もしくは［紛争化］という

二つの異なる方向性のやりとりが生じていた。

　まず［結晶化］とは，右派への批判は敵手であ

る「リベラル／サヨク」によって主導されている

とした上で，その敵手のイメージを再確認するよ

うなやりとりのことを指す。これは言い換えると，

右派への批判という出来事をもとに，「リベラル

／サヨク」のイメージを結晶化させるやりとりと

も言える。例えば『日本国紀』が批判された際に

は，〈左界隈は多様性を認めろという割に，多様

性を認めないっていうwだからなかなか支持され

ないんだよw〉（K14）のように，『日本国記』へ

の批判＝多様な意見の封じ込めであるとして，「リ

ベラル／サヨク」は「ダブルスタンダード」であ

るというイメージが強化されていた。また，〈あ

の国の反日も病的だけど，日本に存在しているお

サヨクさんもそう。似ているのはなぜ？〉（K14）

のように，『日本国記』への批判＝日本への嫌悪

感の表明であるとして，「リベラル／サヨク」は「反

日」であるというイメージも共有されていた。

　このような［結晶化］と前述の［カテゴリの定

義］は，敵手のイメージを記述するという点では

似通っているが，その内容の統一性という点では

大きく異なる。［結晶化］で敵手に付与されるイ

メージはより統一的であり，記述内容に共通のパ

ターンのようなものが観察できた。特に頻繁に共

有されていたイメージとしては，都合よく態度が

変化するという「ダブルスタンダード」イメージ，

日本が嫌いもしくは外国勢力とつながっていると

いう「反日・外国勢力」イメージ，自分たちには

理解できない考え方や倫理観を持っているという

「他者」イメージである。このように敵手のイメー

ジにある程度の統一性があるという点が，バラバ

ラな意見が飛び交う［カテゴリの定義］とは大き

く異なっている。

4.3.4　紛争化

　もう一つの［紛争化］とは，右派への批判に対

する社会全体の反応に目を向け，批判者（敵手）

の意見と反論者（自分たち）の意見のどちらがよ

り社会の承認を得ているかを確認し合うようなコ

ミュニケーションのことを指す。これは言い換え

ると，右派への批判という出来事を火種として，

敵手との間で社会的承認を巡る紛争状態に入って

いると言うことができるだろう。［紛争化］はさ

らに［社会的な反応の評価］と［批判対象の応援］

という二つのサブカテゴリに分けることができる。

　まず［社会的な反応の評価］とは，右派への批

判に対して社会がどういった反応を示しているの

か，そしてそれが妥当な反応なのかを確認し合う

ようなやりとりのことを指す。例えば，学術会議

問題で政府批判が生じた際には，〈大半の日本国

民は現政権を，支持しているのは現実です。反日

反米パヨパヨの言う国民？の意見とか笑止千万，

厚かましいわ。〉（W8）のように，自分たちの意

見が社会的支持を得ていると確認し合うようなや

りとりが生じていた。逆に，森元首相の女性発言

が大きな問題となった際には，〈女性は話が長い

…と聞いてクスッと笑ってた私。まさかこんな

わーわーなるとは思わなかった…異様ですよね。〉

（W7）のように，批判者への賛同が多いという

状況を問題視するようなやりとりが生じていた。
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　次に［批判対象の応援］とは，批判されている

アクターを応援する姿勢を相互に見せ合うこと

で，批判対象を擁護する社会的気運を生み出そう

とするやりとりのことを指す。例えば，杉田水脈

が批判されたことに対する〈杉田さん小さくまと

まらないで今まで通り頑張って欲しい〉（K13）

というコメントや，『日本国紀』を告知した書店

が批判されたことに対する〈紀伊國屋さん，心配

要らないよ，本を買う右翼チームがついてるぜ‼〉

（K14），〈よし，紀伊國屋書店に行こう〉（K14）

といったコメントがその例として挙げられる。

５　考察

　本章では，第４章の「リベラル／サヨク」に関

するオンライン・コミュニケーションの分析をも

とに，ネット右派の持続的な集団形成がいかにし

て可能になっているのかについて考察する。結論

を先取りすると，「リベラル／サヨク」に関する

オンライン・コミュニケーションには２つの局面

があり，それぞれが集団としてのまとまり創出に

異なる形で寄与していると考えられる。

　まず第４章の分析から，「リベラル／サヨク」

に関するやりとりでは，［カテゴリの調整］，［闘

争の生成］，［批判の転覆］という，三つの全く異

なる方向性のコミュニケーションが展開されてい

ることがわかった。加えて，そこでの意見交換の

あり方に注目すると，拡散的な意見交換と収束的

な意見交換という，二つの異なるタイプの意見交

換が生じていたと言える。

　前者は多様な意見や考えに開かれたやりとりで

あり，参与者の各々が自分の思いや考えを自分勝

手に投げかけるような意見交換のあり方である。

それゆえ時には，相容れない意見が問題なく並存

する状況も生じる。こうした意見交換のわかりや

すい例として，［カテゴリの調整］におけるやり

とりが挙げられる。例えば［カテゴリの調整］の

［カテゴリの定義］では，「リベラル／サヨク」

の特徴に関するやりとりが生じるが，そこでは

個々の参与者が抱く多様なイメージが行き交うの

みであり，何か一貫したイメージが共有されてい

たわけではなかった。つまり，こうしたやりとり

では，集団として一つの考え方や意味に収束する

というよりも，多様な意見が反響し合うような形

でコミュニケーションが生じていたと言える。

　一方後者は，参与者の意見が同じような考え方

や認識枠組みに収斂していくようなやりとりであ

り，参与者間で認識の相違がある場合には，集団

として同じ考えに到達するための議論やすり合わ

せが生じるような意見交換のあり方である。こう

した意見交換のわかりやすい例として，［批判の

転覆］におけるやりとりが挙げられる。例えば［批

判の転覆］の［結晶化］では，既述のように「リ

ベラル／サヨク」に関して同じようなイメージが

繰り返し交換される傾向にあり，集団として一貫

した認識枠組みが共有されていたと言える。また

動画K19のように，集団としての見解から逸脱し

た意見が出てきた場合は，それに多くの批判が寄

せられ，やりとりの参与者全体で意見を統一しよ

うという動きが生じていた。つまり［批判の転覆］

では，各々の多様な意見が行き交うというよりも，

集団として統一的な意味に収斂していくようなコ

ミュニケーションが生じていたと言える。

　このように，「リベラル／サヨク」に関するオ

ンライン・コミュニケーションには，拡散的な意

見交換が生じる局面と，収束的な意見交換が生じ

る局面があり，それらは参与者の集団形成に対し

て異なる形で作用していると考えられる。

　まず拡散的な意見交換は，多様な意見や考えに

開かれているため，集団内での対立や葛藤が見過

ごされやすい局面であり，それゆえ様々な立場を

内包しながらつながりを維持する（コミュニケー

ションを継続させる）機能を果たしていると考えら

れる。既述のように，ネット右派は思想や理念の

一致によって結合しているわけではなく，「接続」

し続けることで結びついたゆるやかな集合体であ
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る（北田，2005；鈴木，2005）。そのため，その

内部には様々な価値観や立場の人を含みこんでい

る（伊藤，2019）。そうした異種混交的な集団のつ

ながりを安定的に維持していく上で，多様な意見

や考えに開かれた拡散的な意見交換は重要な役割

を果たしていると言えるだろう。このようなコミュ

ニケーションは「統合的なメカニズムであるという

よりも，むしろ寄せ集めのための装置」（Cohen, 

1985＝2005: 17）として機能していると考えられる。

　もう一方の収束的な意見交換は，参与者間で同

じ信念を共有していることを再確認するような局

面であり，集団としての凝集力を高める機能を果

たしていると考えられる。前述のように，多様な

人々からなるネット右派は拡散的な意見交換を通

じてつながりを維持しているが，その局面ではそ

の開放性ゆえに，集団の一体感は生じにくい。そ

うした中で［批判の転覆］における収束的な意見

交換は，一時的に集合的信念を活性化させること

で，集団の形を再確認する契機（Durkheim, 1912

＝2014；伊藤，2011）となっていると考えられる。

ただし，そこでは集団内の同質性が重視されるた

め，裏を返せば動画K19のように価値観や意見の

違いが表面化する危険性もはらんでいる。したがっ

て収束的な意見交換は，集団内の葛藤をあらわに

するリスクも含みつつ，集団としてのまとまりを

強化する機能を果たしていると考えられる。

　このような「リベラル／サヨク」関連のコミュ

ニケーションにおける２つの局面は，ネット右派

のまとまりを創出する上で相補的な役割を果たし

ていると言える。拡散的な意見交換だけだと，つ

ながりを安定的に維持できる一方で，集団の一体

感は生じにくい。逆に収束的な意見交換だけだと，

集団の一体感は生じる一方で，葛藤が表面化する

契機にもなるため，つながりを安定的に維持する

ことが難しくなる。多様な意味に開かれたやりと

りと統一的な意味に閉じたやりとりがともに生起

することで（阪口，2022），ネット右派という，

様々な立場を内包しつつ集団としての一体感を

持った集合体が維持されていると考えられる。

　もちろん，本稿の分析対象はYouTubeに限定

されており，他のSNSでも同様のメカニズムが生

じているとは限らない。各プラットフォーム特有

の構造が，そこでのやりとりの形式に影響を与え

ている可能性があるからだ。YouTubeはスレッ

ド形式でコメントが並ぶ，すなわち利用者が「電

子的な場」を共有しているという点で，共同性が

形成されやすい情報環境と言える（北村・佐々木・

河井，2016）。言い換えると，集団の統合を志向

する収束的な意見交換が生じやすい構造を有して

いる。それに対して，例えばXは，利用者ごとに

全く異なる情報の流れを目にしているという点

で，個人化された情報環境と言える。このように

共同性が形成されにくいと考えられるプラット

フォームでも，収束的な意見交換は生じているの

か，もし生じるとしたら，それはいかにしてか。

こうした情報環境とやりとりの形式との関係につ

いては，今後解明すべき課題といえる。

６　おわりに

　本稿では，ネット右派の主要な仮想敵の一つで

ある「リベラル／サヨク」に着目し，現在の「リ

ベラル／サヨク」批判が思想や理念よりも他者と

のやりとりに動機づけられているという整理のも

と，そのコミュニケーションの様相を明らかにす

ることを試みた。また，その分析結果をもとに，

ネット右派の持続的な集団形成のメカニズムにつ

いて考察を加えた。

　分析の結果，「リベラル／サヨク」に関しては，

［カテゴリの調整］，［闘争の生成］，［批判の転覆］

という三つの異なる方向性のコミュニケーション

が発生していることがわかった。また，そこで生

じる意見交換には，拡散的なものと収束的なもの

があり，双方がともに生起することで，ネット右

派の持続的な集団形成が可能になっていることが

示唆された。本稿は，ネット右派という集合体の
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性質を改めて問い直し，そのミクロな成立機制の

一端を解明したという点で，意義のある研究と言

える。また，ネット右派のコミュニケーションそ

れ自体のあり様に着目した研究の第一歩として位

置づけることができ，今後の研究の土台としても

一定の貢献を果たしうるだろう。

　最後に本稿の限界と今後の展望について述べる。

　第一に，考察でも述べたように，本稿の分析は

YouTubeを対象におこなったものであり，本稿

の知見がネット右派全体に適用できるわけではな

い。これから同様の研究アプローチを他のプラッ

トフォームにも応用することで，知見を蓄積して

いく必要があるだろう。

　第二に，本稿では「リベラル／サヨク」に関す

るコミュニケーションを分析対象としたが，他に

も在日コリアンなど，右派にとっての仮想敵はい

くつか存在する。今後は，様々な仮想敵との比較

を通じて，ネット右派全体に共通するやりとりの

形式と，アジェンダに固有の形式を明らかにして

いくことが求められる。

　第三に，本稿では比較的ミクロな次元にのみ着

目してコミュニケーションの分析を行ってきた

が，そうしたミクロなコミュニケーションとマク

ロな政治・社会状況との関係についても検討する

必要があるだろう。「リベラル／サヨク」に関す

るコミュニケーションは真空で生じているわけで

はなく，より大きな社会的文脈の制約のもとで生

じているため，政治・社会状況が変われば人々の

コミュニケーションのあり方も変化する可能性が

ある。今後は，現実の政治・社会状況も視野に入

れてオンラインのやりとりを見ていく必要がある。

注
（１）既述の政治領域における構造変動だけでな

く，メディア環境の変容や政治領域とサブ

カルチャー領域の相互作用なども，反「リ

ベラル／サヨク」的な言説の成立に深く関

わっている（伊藤，2019）。

（２）このように，思想を志向するのではなく，

接続すること自体を志向する「リベラル／

サヨク」批判が広がった背景としては，

1990年代末以降，特に若年層の間で特定

の思想にコミットすること自体を拒絶する

ような態度が広がっていたこと（北田，

2005；小熊・上野，2003）や，インターネッ

ト上で社会関係の形成それ自体を楽しむ自

己充足的な関係のあり方が広がっていたこ

と（浅野，1999；2008；北田，2005）な

どが関係していると考えられる。

（３）親コメントとはコメント欄に書き込まれて

いるコメントのことを，子コメントとは親

コメントに対して付けられたリプライのこ

とを指す。

（４）本稿では佐藤（2008）のオープンコーディ

ング手法を参考にしている。高田（2016）

も参照。

（５）基本的には１本の動画のコメント欄で一つ

の話題を焦点としたやりとりが生じていた

が，中には１本の動画のコメント欄でいく

つかの話題に関するやりとりが並行して生

じているケースもあった。例えば，ゲスト

として登場する研究者が「大学の左傾化」

を厳しく批判する動画W11では，１）「リ

ベラル／サヨク」にカテゴライズされる

人々にはどういう特徴があるか，２）「リ

ベラル／サヨク」による大学支配の実態は

どうなっているかという，二つの話題を焦

点としたやりとりが同時に生じていた。し

たがって分析の際には，１本の動画のコメ

ント欄に投稿されているコメントを自動的

にひとまとまりのやりとりとみなすのでは

なく，一つひとつのコメントの焦点が何な

のかを解釈・分類しながら分析を行った。

（６）分析対象として抽出したコメントの中には，

〈門田さんを信頼しています。ファンであ

ります。WILLさん，ありがとうございま
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す。〉（W7）や，〈岩田温先生の解説，率

直で分かりやすくて，好きです。岩田先生

の 時 は い つ も 動 画 見 て し ま い ま す。〉

（W17）のように，動画投稿者に向けて

挨拶をしたり感想を伝えようとしたりする

コメントが一定数出現していた。このよう

に動画投稿者に向けられたコメントは，「リ

ベラル／サヨク」に関するやりとりとは性

質が異なる書き込みであると判断し，オー

プンコーディングの対象から除外している。
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ポスト3.11の福島におけるつながり言説のイデオロ

ギー性に関する考察
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�

要　約

　本研究の目的は，福島の“3.11からの復興”の文脈で多用されてきたつながり
4 4 4 4

の言説，すなわち誰

がどのようにそれを語り，その価値をどのように捉えているのかを明らかにし，そのイデオロギー性に

ついて考察することである。Faircloughの「批判的言説分析」から「前提のタイプの分析」を用い，福

島県紙『福島民報』の10年間の3.11に関する記事を「①市民」「②国・行政関係者」「③メディア」の

語り手ごとに分析した。

　その結果，①にとってつながりは地域社会での命とQOLを保障し，多様な人や物との新たな価値を

創造する力であること，②にとっては避難者の避難元地域への“ふるさと”意識を維持し，復興や風評

原稿受付：2024年11月11日
掲載決定：2025年７月２日
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払拭に寄与する人々との結びつきであること，③にとっては復興や風評払拭に貢献する信頼関係に基づ

く人々との関係性構築であり，自らもその一員でありたいという福島のメディア特有の指向も明らかと

なった。

　分析結果から，“3.11からの復興”におけるつながり言説のイデオロギー性は３点指摘される。第一に，

市民は現実的課題に向き合い多様なつながりを求めるが，国・行政は共助や郷土愛を美化し地域コミュ

ニティ内部の連帯を強調する。第二に，復興政策はつながりの目的を限定的にし，その理想像がメディ

アによって表象される。第三に，メディア自身が地域復興を目的とした県民との連帯的なつながりを重

視することで，メディアの独立性・批判性が損なわれ，国・行政が推進する復興政策に同意・共感する

人々と周縁化する人々という二項対立的構図が生み出される可能性が示唆された。

Abstract

　The purpose of this study is to clarify the discourse of “connections” commonly used in the 

context of Fukushima’s post-3.11 recovery, examining who speaks, how they articulate it, and how 

they perceive its value, as well as exploring its ideological implications. Utilizing Fairclough’s 

critical discourse analysis, specifically the analysis of presuppositions, articles from the Fukushima 

Minpo over a ten-year period concerning 3.11 were analyzed according to three categories: ① 

citizens, ② government and administrative officials, and ③ media.

　The analysis revealed that for citizens, connections serve to guarantee life and quality of life 

（QOL） within the community and create new values through diverse interactions. For officials, 

these connections help maintain a sense of “hometown” for evacuees and contribute to recovery 

and the dispelling of negative perceptions. The media focus on building trust-based relationships 

that contribute to recovery while also wanting to be part of the community.

　The results of the analysis point out three ideological aspects of the “recovery from 3.11” 

discourse of connectedness. First, while citizens seek various types of connections to face realistic 

challenges, the national and local governments glorify mutual aid and love for one’s hometown, 

and emphasize solidarity within the local community. Second, reconstruction policies limit the 

purpose of connections, and the ideal image is represented by the media. Third, the media 

themselves emphasize solidarity with local residents for the purpose of local reconstruction, which 

undermines the independence and criticality of the media, suggesting the possibility of a 

dichotomous composition of those who agree and sympathize with the reconstruction policies 

promoted by the national and local governments and those who are marginalized.
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1　はじめに

　人と人／モノとの関係性を表すつながり
4 4 4 4

は，ま

とまりや広がりを作り出し団結や連帯，ネット

ワーク等へと派生する。しかし一方でそれは隔た

り―分断や対立，排除―をも作り出す。東日本大

震災・東京電力福島第一原子力発電所事故（以降

「3.11」と呼称）からの14年，福島はつながり
4 4 4 4

とそれによって作り出される隔たりの狭間で翻弄

され続けている。ここであえてつながり
4 4 4 4

と強調す

るのは，この言葉が多義的であるがゆえに復興と

いう大義の下に形骸化しているのではないかとい

うこの言葉の使われ方に対する違和感の表明であ

り，本稿の議論に通底するテーマとして示すため

である（以降は要所でのみ使用する）。

　3.11は人々につながりの大切さを実感・再認

識させた。それまでの個人・自由主義的価値観を

反省するかのように，発災直後から全国的に“つ

ながろうニッポン”や“絆”が叫ばれた。しかし

こうした言葉はたちまち政治に取り込まれ，今や

社会の分断をあおる火種にさえなっている。3.11

以降急速に普及したSNS等のツールによって，誰

もが誰かの思想信条に触れられるようになり，そ

れと同時に同調と分断・排除が繰り返されるよう

になった。そして3.11に起因した福島の諸問題

もまた，この政治的・社会的対立軸の１つと化し

ている。特に原発事故に関しては，避難者／避難

経験地域の帰還や地域再生，賠償・生活再建，福

島第一原発の廃炉・中間貯蔵・処理水問題等，長

期的且つ国民的議論が必要な問題が山積してい

る。しかしこれらの問題も“福島の問題”と矮小

化され個別複雑化した問題については自己責任だ

とまでされている。他方で避難経験者の帰還も頭

打ち状態の中，それでも国・行政は“ふるさとと

のつながり”という言葉を前面に押し出した政策

を打ち続ける。そしてメディアでもまた避難者／

避難経験地域の表象につながりが多用され，郷土

愛や望郷の念と結びつけて語られ続けている。こ

のように3.11後の福島ではつながりが多用され

る一方，なぜ・どのようなつながりが必要とされ，

それによって何がもたらされるかといった本質的

議論には及ばない状態となっている。そしてこの

上滑りしたつながりが国・行政の復興政策に呼応

する形で被災地表象に用いられることで，つなが

りの言説がイデオロギー性をはらみ，分断・対立

を再生産し続ける要因にすらなっているのではな

いか。

　本研究の目的は，“3.11からの復興”のストー

リーの中で語られてきたつながり
4 4 4 4

とは何であった

か，つまりこの言葉が主に市民，国・行政，メディ

アによってどのように語られ，それぞれがつなが

りにどのような価値を置いているのか―どのよう

な価値を生み，何をもたらすと捉えているのか―

といったつながりの言説の一端を明らかにするこ

とである。その上で三者それぞれのつながりの価

値の捉え方の差異やその変化から，その言説のイ

デオロギー性について考察する。本来つながりは

多義的な概念であり，加えて絆やネットワーク等，

この言葉に内包され他方でその質や語り手によっ

て込められた思いが異なる言葉が複数存在する。

したがって本研究の意義は，“3.11からの復興”

の文脈の中で語られ続けてきた人々のつながりに

対する価値観を県内メディアから捉えることで，

この言葉と共に3.11後の福島において人々の間

で「共有」され「合意」「再生産」されたつなが

りの「支配的価値観」（山腰，2007）つまりイデ

オロギー性を浮かび上がらせることにある。

２　先行研究

2.1　人間社会にとってのつながりとその価値

　Arendt（1958＝1994）は人間存在の条件の１

つに「活動」を挙げている。「活動」は「直接人

と人との間で行われる唯一」の行為であり，人間

が相互関係の中で新たなものを生み出す（pp.19

－21）。そしてそれによって作られる「ある特別
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の目的をもって人びとが結ぶ同盟」が「社会」で

ある（pp.44－45）。つまり「活動」は，新たなモ

ノや価値を生み出し社会を形成するという目的に

向かって人と人とが関係を結ぶ行為であり，つな

がりを作る行為だと言える。ただし達成される目

的は必ずしも善いものとは限らない。人々は「他

人を支配したり，犯罪を犯したりするために団結

する」（p.45）。つまり人間のつながりという行

為は，それによって達せられる目的が善か否かに

関わらず，新しいモノや価値を生み出す力なので

ある。

　ではつながりの力とはどのようなものであり，

それによって人々はどのような価値を生み出して

きたのか。古くから人々は「贈与」という行為に

よって部族や民族間の枠を越えてつながりを作り

継続的な「交際」関係を生み出し，「人びとは互

いに利益を生み出し，共に満足し，武器に頼らな

くてもそれらを守ることができるよう」になった 

（Marcel2007＝2009，p.290）。つまり「交際」

関係というつながりがアイデンティティやコミュ

ニティの枠を越えて協調・協働する力となり，互

いの領域の継続的繁栄と外へのネットワーク拡大

という価値を生み出したと言える。他方で，コミュ

ニティは「価値，規範，道徳的規約からなるシス

テム」と捉えられ，その内部の成員が外部との接

触により自身らの矛盾に気づかされたりその存続

の危機に陥った時に自らのアイデンティティを自

覚する（Cohen, 1985＝2005, p.v）。そしてそれ

が成員の連帯感や団結力となってコミュニティの

継続的繁栄と強化という価値を生み出すのであ

る。外にネットワークを広げ協調する力としての

つながりと，反対にコミュニティ内部の連帯意識

を強める力としてのつながり。その質やつながる

先のベクトルは異なるが，どちらもコミュニティ

の空間と時間の保持，あるいは拡大・強化という

価値を生み出す力だと言える。これは3.11によっ

て避難を余儀なくされた地域の人々や，国・行政，

メディアそれぞれがこの言葉に置く価値を捉える

上で重要な示唆である。

2.2　善良なつながりとイデオロギー性

　上述の通り，人間がつながりを持つ目的は善に

も悪にも振れる。しかし現代社会では多くの場合，

つながりは善いもの・あるべきものとして研究が

進められている。特に3.11以降多発する災害等へ

の対策として，地域参画や防災・減災への当事者

意識の醸成とそれによる共助を目的に，地域づく

りにおけるソーシャル・キャピタル研究や，防災

分野等におけるリスク・コミュニケーション研究

では，地域住民や関係者間のつながりづくりに強

い関心が集まっている。こうしたつながりは，当

事者だけでは解決できない問題に共に向き合う人

を増やす，つまりつながりによって非当事者であ

る他者を当事者に近い状態に変容させる可能性を

持つ。Schütz（1983＝1985）によれば，他者は

当事者と「空間・時間」を共有することによって

当事者性を獲得してゆく。つまりそれは当事者と

共にそこに在り，共感し共に考えることができる

存在に変化するということである（pp.28－29）。

　しかし，善良なものであることが前提とされて

いるつながりも，多義的で抽象的な言葉だからこ

そ，その表象の仕方や語り手の権力性によって

人々に共有される価値観は大きく変わる。“3.11か

らの復興”の文脈で語られるつながり言説がはら

むイデオロギー性という本研究の問題意識はまさ

にこの点にある。Arendt（1962＝2017）はナチス・

ドイツ体制下で形成された全体主義社会における

イデオロギーを「単一の前提から演繹してありと

あらゆる事柄を説明し尽くしてその信奉者を満足

させることのできるさまざまなイズム」であり「科

学的なアプローチを哲学的な結論と結びつけ，科

学的哲学たることを自負」する「理念・観念（イ

デー）」（pp.336－337）だとした。また，本研究で

分析理論として用いるFairclough（2003＝2012）

はイデオロギーを「世界の諸相の表象」であり「社

会的に機能する」際に「行為化され（enacted）」「社
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会的作用者（social agent）のアイデンティティ」

において「教化（inculcated）」されうるものだと

した（p.11）。つまり，抽象的な理念や観念は「科

学的」という説得性と自明性を持って語られ表象

されることで，人々の間で共感され行為として再

生産され，それが人々の行動の前提となり社会全

体で機能することでイデオロギー性をはらむもの

と言える。

　“福島の3.11からの復興”は，特に原発事故か

らの再生の重要性が国・行政によって明確に打ち

出されている。中でも避難指示が出された地域の

コミュニティ再生は最重要課題の１つとされ，

様々な支援制度や取り組みが実施されてきた（1）。

吉原（2021）は，こうした政策が国・行政によ

る「元あるコミュニティの維持」「従前のコミュ

ニティの確保」（p.39）を目的に実施されながら，

それらの多くは「実態から乖離したコミュニティ

幻想にもとづいたもの」（p.291）であったと指

摘する。さらにその「幻想」と実態の乖離が議論

されないまま，被災者のつながり再生・構築の姿

がメディアによって表象される。吉原はこのメ

ディアの姿勢を，復興政策の「重要な旗振り役」

（p.56）だと批判する。こうしたことから，“3.11

からの復興”の中で国・行政，メディアが一体と

なりつながりの「支配的価値観」を形成してきた

可能性は否定できない。3.11以降，ブームとなっ

た「絆」に関する研究や上述のような地域づくり・

防災等を目的としたつながりに関する研究はこれ

まで多く存在する。しかし，つながりを3.11後

の福島の状況と照らしながらその質や語り手が持

つ価値観に迫るものは未だない。つながりは人間

が社会で生きる上で必要なことが自明であるから

こそ，この言葉が含む課題だけでなく，その実態

と，今後真に求められるつながりを福島の現状か

ら捉え直すことも本研究における意義の１つと考

える。

３　研究対象と方法

3.1　分析対象

　本研究の対象は2011年から2021年の『福島民

報』である。新聞を対象とした理由は，他メディ

アと比べ通時的な資料収集が容易な点にある。加

えて新聞はこれまでにも，日本の社会問題，とり

わけ公害問題などにおいて，地域社会の発展と「被

害者として関わらざるをえなかった人々に対する

排除と差別」をめぐる諸問題が明確に表現され集

約されてきたメディアであるという点もある（大

石，2004，p.401）。福島県には『福島民報』，『福

島民友』と２つの県紙があるが，『民報』を対象

とした理由は本紙の方が販売部数が多いため（2），

またCD縮刷版を発行しておりデータベースを活

用した記事検索が可能であるためである。分析記

事の抽出については対象を各年３月とし，3.11

関連の記事に絞るため，縮刷版を使用して「つな

がり」「震災」「原発事故」でand検索を行った。

対象を３月とした理由は年間を通じて３月が最も

つながりの出現数が多かったためである。その後，

語彙の使用が見出しのみのものや，本文中でも「電

話がつながり」等，動詞として使用されているも

の，本研究の文脈とは無関係と判断された記事を

目視で除外し，対象記事数を115件に絞った。な

お，つながりは漢字表記もあるが新聞では平仮名

表記が常用のためつながり
4 4 4 4

のみを対象とする（3）。

3.2　分析方法

　分析方法はFairclough（2003＝2012）の「批

判的言説分析（CDA）」を用いる。ディスコース

分析にはさまざまな種類があるが，Faircloughの

CDAでは言語そのものだけでなく，その言語が

社会においてどのような影響を与えているかを理

解することが重視されている。そのため，分析す

る「テクスト」についても単なる文字情報として

ではなく，「視覚イメージや音響効果」なども含

んだ広義として捉えなければならない。「テクス
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ト」は社会的実践との間で相互に関係し合ってお

り，「人びとが話したり書いたりするときに何が

起こっているか」等，その時の社会的変化や背景

に焦点を当てて「テクスト」との因果関係を捉え

ることで，現代社会の資本主義における変化とそ

れが「社会生活のさまざまな分野に及ぼす影響」

に焦点をあてることが特徴である（pp.2－5）。

　FaircloughのCDA には「方法の枠組み」が複

数あるが，本稿では「前提のタイプの分析」の理

論を援用する（pp.92－96）。この理論における「前

提」とは，社会の「あらゆる形態の団体，共同体

や団結」において「共有され，所与のもの」と見

なされる「共通の基盤」であり，それが「テクス

ト」に暗示性を持たせる。そしてそれが「社会的

コミュニケーションや社会的相互行為を想像」す

ることを可能にする。「共通の基盤」の性質や内

容は「社会的権力」や「支配およびヘゲモニー」

を行使する力を持つ者によって構築されやすい

（p.92）。また，Faircloughはこうして暗示性を持っ

た「テクスト」を「イデオロギーを教化したり，

維持あるいは変容させたりする」ものとして社会

的背景と因果関係を持つ（p.11）としている。「前

提のタイプ」は３つに分けられるが，その中から

本研究では「（３）価値の前提：優良なもの，あ

るいは好ましいものに関する前提」を基にし，福

島の“3.11からの復興”においてつながりは「優

良／好ましいもの」であるという「前提」に立つ。

その上で，語り手にとってこの言葉がどのように

優良なものとしての価値を持つ／もたらすものと

捉えられてきたかを分析する。本稿は，つながり
4 4 4 4

が使用される社会的背景，使用する者の立場，そ

してどのような「テクスト」として使用されてい

るかを明らかにし，そこにイデオロギー性が含ま

れているかの考察を試みるものである。そのため

に，“つながり”を「優良／好ましいもの」とす

る立ち位置から分析を進めることにより，その質

の違いや前提との相違点などが見えてくるものと

考える。

　分析にあたっては，まず対象記事をその文脈か

ら「（１）避難／帰還」，「（２）コミュニティ再生

／構築」，「（３）復興支援・風評払拭」の３つに

カテゴリー分けした。これらは「福島復興再生特

別措置法」第一章総則の「目的」等に明記された（4）

“3.11からの復興”における福島の主要課題で

ある。次に各記事における語り手を「①市民（被

災者含む）」，「②国・行政関係者」，「③メディア（福

島民報）」に分類した。①・②は記事内でカギカッ

コ書きされたものを主に選定したが，一部談話形

式（カギカッコなし）のものも含む。③は社説・

論説を中心に選定した。語り手別に分析するにあ

たっては①～③それぞれの持つ権力性の違いと格

差に注意を払わなければならない。Faircloughは

「テクスト」と社会的出来事の複雑な関係性を媒

介するものをメディア（マスメディア含む）とし

ている。本稿においては，①～③すべてが“3.11

からの復興”における「共通の基盤」をつくり出

す構成員と捉えてはいるが，①は3.11（社会的

出来事）の（被害）当事者という立場，②は復興

を推進する立場，そして③は「他者の行為に影響

を与え，他者の行為を形成する能力」（pp.41－

43）を持ち，①・②を内包し社会的出来事を表象・

媒介する立場であると捉える。そのため，この三

者を同等に扱うことには限界がある。しかし今回

は，そうした不均衡性を踏まえた上で，誰によっ

てどのようにつながりが使用され，「優良／好ま

しいもの」とされてきたのかを明らかにすること

を試みる。

　なお，①～③以外に世論・県民調査，専門家に

表１：各カテゴリーにおける語り手別記事数

カテゴリー/ 

語り手

①市民 ②国・行政 ③メディア

（1） 13 5 13

（2） 17 4 6

（3） 16 10 9

(合計：93件)
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よるそれらの解説記事もあるが，今回それらは資

料として使用し分析対象からは除外した。結果，

対象記事の総数は93件となったとなった（表１）。

　対象記事には通し番号を振り，掲載年月日と頁，

見出し，そしてつながりが使用されている一文を

抜粋した一覧表を作成した（5）。以下に分析の一例

を提示する。まず，一文から語り手が誰／何との

つながりをどう捉えているのかに着目する。

　（例）記事２

　掲載年月日・頁：2012年３月５日11面

　見出し：「東日本大震災 私のこの一年」

　語り手：郡山市在住30代女性

　つながりが使用される一文：

　　�「人とのつながりがいかにありがたく，大切
であるかを実感した一年でした。」

続いて，この一文で対象者が言う「人」が具体的

に誰を指すのか，なぜ「ありがたく，大切」なも

のと実感したのかを文章全体から読み解く。例え

ば対象者は上記のように実感したエピソードを次

のように語っている。

　　�「震災直後に一通の安否確認のメールが届き
ました。普段はあまり連絡を取っていない友
人からでした。メールはこの一件だけ。後で
気づいたのですが，震災や原発事故で慌ただ
しいだろう―との配慮で代表して送ってくれ
たようです。友人は安全を確認した旨をヨコ
のネットワークで伝えてくれたのです。」

この語りから「人」は具体的に対象者の友人らが

想起されていることがわかる。そして対象者は友

人らのつながりによって自身の安否が共有された

ことやその気遣いに対し感謝の念を抱いている。

さらに対象者は「ヨコのネットワーク」を自身の

仕事面からも捉え次のように語っている。

　　�「復旧復興で（自分たちの）の力を必要とし
ている人たちが大勢いる。」「必要とされてい
るという思いをひしひしと感じる毎日です。」

これらから，対象者は身の回りのネットワーク的

つながりと，それが相互扶助の力としての価値を

持つと考えていると捉えることができる。

　以上のような方法で，対象記事それぞれから語

り手が捉えるつながりの価値の分析を行った。

４　分析と考察

　ここでは，カテゴリーごとに「①市民（被災者

含む）」，「②国・行政関係者」，「③メディア」が

つながりに対しどのような価値を置いていると捉

えられるか，分析から明らかになった特徴とその

事例記事を提示し考察を加える。

4.1　カテゴリー（１）避難／帰還

　3.11による避難者は最大で約16万人を超え， 

2024年５月時点でも約２万5,000人に及ぶ（6）。復

興・帰還政策においては，避難者同士，あるいは

避難元地域やそのコミュニティ内のつながりを回

復させることが最重要課題の１つとされてきた。

しかし避難の長期化やそれによる生活形態の多様

化によりそれも変化していると考えられる。この

節では，避難や帰還問題で語られるつながりにど

のような価値が置かれているかを明らかにする。

4.1.1　①市民

　ここでの対象記事は13件，語り手はすべて避

難経験者である。そしてここでは対象記事のすべ

てで，3.11以前のつながりは失われたことが前

提となっていた。分析から，この節における避難

者にとってのつながりの価値は３つが考えられ

る。１つは，日常生活のあらゆる営みに関係した

つながりであり，地域社会で生きる証しとしての

価値である。避難者はこれを3.11によって一度

喪失しており，仮設住宅や公営住宅への転居，ま

た帰還も含め，再度の移動によりそれを喪失する

ことを恐れていると捉えられる。例えば記事30

では「三年間で私たちは掛け替えのない大切なも
のを失いました。それは地域社会のつながりで
す」，記事46では「原発事故さえなかったら（中略）
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親族とのつながりも近所づきあいも昔のままで，
平穏な日々が過ごせていた」と避難当事者の言葉

で直接的に語られている。そして地域住民から避

難者へと立ち位置の変化を強いられた人々は，記

事13の「仮設（住宅）で築いたつながりを維持
して公営（住宅）に移りたい」のように，避難先

で築いた避難者同士の関係性の維持を求めた。こ

れからから，避難者は学校や職場，近所付き合い，

家族・親族，友人関係など3.11以前のあらゆる

日常生活の営みという価値を持つつながりを喪失

したと捉えられ，避難先でさらに移動を強いられ

ることによりそれを再び喪失することへの不安や

恐れが読み取れる。

　２つ目は，多様な背景を持つ人同士に対話を促

す場としての価値である。これは場の存在だけで

なく，そうした場づくりの活動や避難先での出会

いなどを通じた“新たなつながり”の獲得という

行為や経験そのものも価値と捉えられていると考

えられる。例えば記事25は，北海道への避難者

らが立ち上げた自主組織「みちのく会」について

である。代表は会の趣旨について「互いの立場を
否定しない緩やかなつながりを大切にしたい」と

語る。強制避難，自主避難等の多様な避難の形態

がある中で，帰還や賠償等の当事者間で語りにく

い問題も多くある。その中で「緩やかなつながり」
を掲げるこの組織は，避難者同士の対話を可能に

する“居場所”として，また避難者同士だけでな

く避難先地域の住民らとの「新しいつながり」を

作る場としての機能を持つものと捉えられる。

　３つ目は，避難元地域の住民としての地域コ

ミュニティやアイデンティティの維持・継承，そ

してこれらの地元復興への貢献という価値であ

る。例えば記事73では全町避難中の双葉町婦人

会が避難先で活動を再開したことが報じられ，会

長が「会員のつながりを強くして，女性の力で復
興に寄与したい」と語った。記事98は3.11以前

に浪江町で陶芸工房を営んでいた男性が取り上げ

られている。男性は避難先にも同様の焼き物文化

があることを知り，その制作によって「（避難先）
地域とのつながりを深めるきっかけにできない
か」と考えたという。両記事共に，避難者として

ではなく，避難元自治体の住民としての地元のコ

ミュニティや文化の継承に対する思いが見える。

さらに記事98の男性の場合，地元と避難先の文

化的共通点を接点として，自らが両者の紐帯にな

ろうとしていると捉えられる。こうした活動を行

う中で，避難元自治体住民であり避難者であると

いう２つの立ち位置を意識した人々は，自身が地

元と避難先や，地元コミュニティ・アイデンティ

ティを次世代につなぐ紐帯的存在であるというこ

とを認識したと捉えられる。

4.1.2　②国・行政関係者

　ここでの対象記事は５件，その中から避難対象

自治体の首長らの記事を取り上げる。この節にお

ける避難経験自治体にとってのつながりの価値は

避難者（住民）と避難元の自治体が相互に“つな

がっている”と感じられることであると考えられ

る。それは避難者ではなく自治体住民としてのア

イデンティティが維持されている状態であり，自

治体にとってそれを感じられることが復興へのモ

チベーションとなる。例えば記事66は元浪江町

長馬場有氏，記事102は元飯舘村長菅野典雄氏へ

のインタビューである。両自治体は3.11により

全町村内に避難指示が出され，両名とも発災当時

に陣頭指揮とっていた人物である。記事66では，

2017年３月末の一部地域を除く避難指示解除を

前に，馬場氏が住民に行った帰還意向調査の結果

に触れ，「浪江とのつながりを持ちたいという思
いを知り復興に向けた決意を新たにした」と語っ

ている。「浪江とのつながりを持ちたいという思
い」という言葉には，避難指示解除後すぐ町に戻

る町民ばかりではなく，帰還するか否かの判断と

は別に，町との多様なつながり方を模索する町民

の存在やその葛藤が読み取れる。しかしそれでも

避難中の町民から町と関わりを持ち続けたいとい

24

ポスト3.11の福島におけるつながり言説のイデオロギー性に関する考察

―福島民報（2011－2021）の批判的言説分析より―� 久保田彩乃



う思いが感じられることは，首長（自治体）にとっ

て町再生への意欲につながる価値になると捉えら

れる。他方，記事102の菅野氏は避難指示が出さ

れた当時「多くの地域に分散すれば人と人のつな
がりがなくなる」との思いで村民の集団避難を決

断したと回顧しており，首長として避難と村民同

士のコミュニティ維持の両立を図ることに苦慮し

ていたことがうかがえる。両記事からは，強制避

難を経験した自治体の首長にとって，3.11以前

の地域コミュニティの状態を維持，回復させるこ

とが重要であるとの考えが読み取れる。

　記事90では，2020年３月開始の一部地域の帰

還に向け町内で業務を再開した双葉町役場の職員

が「町民に町とのつながりを感じてもらえるよう
業務に励む」と語っている。「つながりを感じて」
もらうための施策は具体的に語られていない。し

かし避難経験自治体にとって，町が町民と“つな

がっている”と意識できることは，自らの経験を

もって重要なものと認識されたと捉えられる。

　他方で，避難者側にとって自治体とつながりが

上記同様であるかを捉えることはできなかった。

この点から，帰還政策が推進される一方で帰還率

が伸び悩む現状において，避難経験自治体と避難

者が持つ「町とのつながり」の価値やそのイメー

ジに差異があるようにも考えられる。

4.1.3　③メディア

　ここでの対象記事は13件である。その中から

論説を中心に取り上げる。この節におけるメディ

アにとってのつながりの価値は２つが考えられ

る。１つは日常生活における地域内の共助として

の価値であり，人命にも関わる重大なものと捉え

られている。例えば記事12は，2012年２月末に

南相馬市内で見つかった母子の孤立死事件につい

ての論説である。避難により街から人がいなく

なった中，市内に残り生活していた母子が凍死し，

死後２～３週間後に発見されたというこの出来事

は衝撃と共に報じられた。これまで避難先の仮設

住宅等での孤立死問題についてはメディアも多く

報じてきたが，避難せずに地域に留まったことで

発生した孤立死は，避難が持つ問題の複雑さを感

じさせた。記事では「地域や日常のつながりが断
ち切られた状況が孤立に拍車をかけたと言える」
と述べられている。一連の報道からは，日常的な

住民同士の相互関係性，中でも地域内での共助の

重要性が読み取れる。

　２つ目は，避難者の“ふるさととのつながり”

の価値である。これは帰還・復興政策の中で大き

な価値とされる一方，長期避難による避難者のつ

ながりの多様化も無視できない状況となっていた

中で，メディア自身もこの２つの両立に矛盾と葛

藤を抱えていたと考えられる。例えば記事69の

論説では，全町避難が続く双葉町民に対する住民

意向調査を取り上げ「避難指示解除後の帰還意向
は『戻りたい』が13.4％」だった一方，「双葉町
とのつながりを保ちたいかとの質問には56.3％
が『そう思う』と回答した」という結果を受けて

「古里を離れて暮らす選択を迫られたが，捨てる
ことはできないという苦悩が伝わってくる」と述

べられている。記事が掲載された2017年時点で

はまだ避難指示解除に向けた動きが進行中の自治

体が多く，避難者の多くは帰還の判断をできずに

いた。帰還が実質的に不可能な人々だけでなくさ

まざまな事情から戻らない，戻れないと考える

人々がいるなど避難者の課題が個別複雑化する

中，そうした人々の避難先での“新たなつながり”

を喜ぶ一方，いかにして“ふるさととのつながり”

を維持させるかの葛藤も読み取れた。その他の記

事でも避難者が取り上げられる際，彼らが避難先

で獲得したつながりに言及する一方で避難元地域

つまり“ふるさと”とのつながり維持についても

必ず言及されてた。

4.2　カテゴリー（２）コミュニティ再生／構築

　コミュニティ再生／構築は復興庁が2013年か

ら「コミュニティ復活交付金」を設け，「長期避
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難者の生活拠点の形成」に向けた取り組みを

2024年度現在まで継続している。しかし3.11以

降，少子高齢化・過疎化などの課題に加え人々の

生き方も多様化している。この節では，福島の

3.11以降の多様化したコミュニティとそこでつ

ながりがどのようなものとして語られたかを明ら

かにする。

4.2.1　①市民

　ここでの対象記事は17件であり，4.1.1と類似

したつながりが２つ見られた。１つは“地域との

つながり”である。複数の記事で災害時などに高

齢者や子ども，障害者などを助けることを目的と

した地域における共助の重要性が語られていた。

しかし同時に，地域社会全体でそれが機能してい

ない実態も読み取れた。２つ目は複数の記事で見

られた“紐帯”としての存在である。しかし上述

した避難者のそれとは少し異なり，その目的が既

存の地域コミュニティの現状や課題を打破するこ

とに置かれていた。

　そしてこの節における市民にとってのつながり

の価値は２つが考えられる。１つは地域内でのつ

ながりの，特に弱者やマイノリティを支える共助

としての価値である。例えば記事２・７・８など

複数で，「人と人とのつながりが大切」というフ

レーズが共通して語られていた。３つの記事で語

り手はそれぞれに「人と人とのつながり」がいざ

という時に「助け合う」ことにつながると，3.11

当時の経験と共に語っている。しかし一方で，実

際にはこうした共助が機能していない実態も記事

の中で語られており，その価値が揺らいでいる状

態も明らかになった。

　２つ目は，地域の枠を越え個々人が持つつなが

りに対する価値である。上述のような実態がある

中で，個人の物理的距離や時間を越えたつながり

の重要性が3.11を経験した人々の間で再認識さ

れた。例えば上述の記事７・８などでは，つなが

りを持つ相手は古くからの，あるいは学生生活で

苦楽を共にした友人・知人が対象となっていた。

記事内で語られたそれぞれの友人・知人は必ずし

も日々連絡を取り合っていたり，頻繁に会ったり

しているわけではない。しかしいざという時には

助け合えるという，距離や時間を越えた付き合い

のある人との精神的なつながりが重視されている

と捉えられる。そうした精神的なつながりは，そ

れを認識した人々が今度はその価値を地域に取り

込もうとする紐帯的存在となり，それ自体が“新

しいつながり”を生む可能性を持つと考えられる。

4.2.2　②国・行政関係者

　ここでは対象記事４件のうち記事３件で地域コ

ミュニティ内のつながりについて言及されてい

る。この節における国・行政にとってのつながり

は地域コミュニティ内の共助に価値が置かれてい

ると捉えられる。３件に共通するのは，つながり

という言葉に具体性がなく美化されて語られてい

ることであった。例えば記事３では県社会福祉協

議会会長が「震災をきっかけに住民同士がつなが
り心の絆が強くなった。こうした雰囲気を大事に
しながら福祉コミュニティの再建，再構築に地道
に取り組んでいく」 と述べている。3.11を契機

に各地域の住民間に連帯感や共助が生まれたと想

像することはできる。しかし「心の絆が強くなっ
た」のように地域コミュニティの状態が美化され

語られることで，そこに存在する課題を見えにく

くしていると考えられる。「住民同士のつながり」

がこうした「絆」のような強い結びつきを想起さ

せる言葉と共に語られることで“助け合いの心”

などのように精神的結びつきの問題として内面化

され，美化されたイメージとなるのではないか。

そしてそれが地域課題を見えづらくする要因と

なっていると考えられる。

4.2.3　③メディア

　ここでは対象記事６件のうち４件で，上述した

紐帯的存在としての市民やその活動を紹介する記
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事が見られた。この節におけるメディアにとって

のつながりの価値は，4.1.3同様に避難者の“ふ

るさととのつながり”が考えられる。例えば記事

78では，いわき市のNPOが全町避難を続ける双

葉町民向けに始めた動画配信サービスが紹介され

ている。コンテンツは「町と連携してメッセージ
や古里の思い出を映像に収めた」ものである。そ

して実施担当者は「震災の記憶を伝え，町民のつ
ながりを保つ手助けになると準備を進めた」と

語っている。この記事は2017年のものであり長

期避難が続く中，NPO等を中心にこうした避難

者のつながりを維持する支援活動が盛んに行われ

注目されていた時期でもある。避難者の“ふるさ

ととのつながり”に価値を置いているからこそこ

うした活動が注目されていたと考えられる。他方

で，この記事からは“ふるさととのつながり”に

２つの意味が含まれていることも読み取ることが

できる。１つは町民同士のコミュニティ的つなが

り，そしてもう１つは「震災の記憶」を含めた町

の記憶を継承すること，つまり町の“次世代との

つながり”である。このことから，避難経験者が

喪失した地域とのつながりとはこうした空間的・

時間的なコミュニティ内の結びつきだったとも捉

えられる。

4.3　カテゴリー（３）復興支援・風評払拭

　3.11で地震・津波・原発事故という複合災害

を経験した福島では“復興”の捉え方も多様化し

ている。そのため，支援の形も多様化しており人々

の復興への関わり方もさまざまである。一方で，

放射線の影響によるいわゆる風評被害問題は現在

まで根深く残り，人々の分断の種になっている。

この節では福島の復興支援としてのつながりや，

風評被害に対する向き合い方としてのつながりが

どのように語られているかを明らかにする。

4.3.1　①市民

　ここでの特徴は対象記事16件のうち15件で“距

離や時間を越えたつながり”が見られたことであ

る。そしてこれらは，人々が互いの共通点や“ゆ

かり”や“縁”などによって関係性を捉えている

ものであった。この節における市民にとってのつ

ながりの価値は２つが考えられる。１つは共通の

活動やそれに対する類似した思い，ゆかりや縁等

による精神的なつながりである。例えば記事11

は，2012年に県内で開催された「第５回声楽ア

ンサンブルコンテスト全国大会本選」の紹介であ

る。大会には国内外から約6,000人が参加したと

いう。大会終了後，実行委員会会長は「合唱に携
わる人々の絆，つながりの強さを改めて実感した」
と語り，「県外の出場者が今後，風評を拭い去っ
てくれることにも期待」したいとも述べている。

記事45では，白河市でツーリズムガイドを務め

る男性が「白河藩主だった松平定信公とのつなが
りでゆかりが深い三重県桑名市などから多くの人
が足を運んでくれた」と語り，この他にも白河市

とゆかりや縁のある「全国からの支援に助けられ
た」と振り返っている。これらは以前からあった

つながりを3.11によって再認識したものである。

そして共通点やゆかり，縁はそれでつながる人々

を連帯・団結させ，困難を抱える人を励ます力を

持つと捉えられる。

　他方で3.11によって生まれた縁もまた，上記

同様の力を持っていることがわかる記事が複数見

られた。例えば記事104ではいわき市内で食堂を

経営する女性が，3.11後仮設商店街に店を移し

経営を続けていたことを回顧し「皆様と出会い，
つながり，応援されたことを忘れません。生きる
糧となりました」と語った。“支援する―される”

などのつながりもまた，つながった者同士を連帯・

団結させ互いを支え励ます力を持つ。そしてそれ

は時として支えられる側に「生きる糧」や復興へ

の意欲という価値をもたらす可能性を持つ。

　3.11をきっかけとした支援／応援する者とさ

れる者のつながりは，復興支援だけでなく風評払

拭支援に関する複数の記事でも見られた。しかし
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その一方で，“支援する―される関係性”の継続

性の限界とそこからの発展が明らかとなってい

る。それが２つ目の“興味関心によるつながり”

への移行である。例えば記事67 では，福島の漁

業者らが県内外の消費者を募り，福島の海産物を

食べながら対話をする場を設けたことが紹介され

ている。その中で主催者は「食べて支援を，とい
う関係ではいずれ疲れてくる。それよりも好きな
ものは好き，の方が分かりやすい。互いに膝を突
き合わせるつながりができれば，魚の味もよりう
まくなってくるのでは」と語っている。ここから

は消費者と漁業者のつながり方が支援する者とさ

れる者という関係性から，「好き」などの興味関

心による結びつきに変化することで継続されてい

ることが読み取れる。このように，復興や風評払

拭課題の当事者はそれを“興味関心によるつなが

り”へと変化させることで，関係性の継続を試み

ていた。このようにつながりの質を変化させるこ

とにより支援者は少しずつ当事者と課題を共有す

る者へと変化する。こうした支援者の当事者性の

獲得とも言える変化もまた，当事者にとってはつ

ながりの価値であると考えられる。

4.3.2　②国・行政関係者

　ここでは対象記事10件の中から閣僚・首長へ

のインタビュー記事を取り上げる。これらの記事

からは，4.3.1でも述べた，被災当事者など市民

自らが地域の枠を越えて関係者と結ぶつながりに

対する価値が読み取れた。そのつながりには，当

事者が持つ課題をその関係者と共に考えていこう

とする動きを生み，それが復興に貢献するものと

なるという価値が期待されていると考えられる。

例 え ば 記 事76は 安 倍 晋 三 元 首 相 へ の イ ン タ

ビュー記事である。その中で被災地域の関係・交

流人口増加の必要性について問われた安倍元首相

は「多くの人に被災地に継続して関わってもらう
ことは，復興を後押しする上で望ましい。新年度
から地域外の人々が地域と継続的なつながりを持

つ機会を提供する地方公共団体を支援し，関係人
口創出に取り組む」と述べている。

　しかし一方で国・行政のこうした期待が復興・

帰還政策に反映されることで，避難継続者の避難

元地域とのつながりが希薄化し，復興への関与を

難しくさせてしまう可能性もあると考えられる。

例えば記事87は2019年の飯舘村の菅野典雄元村

長へのインタビューである。ここでは一部地域の

避難指示が解除され２年が経過した村の課題につ

いて問われ，菅野氏は「新たな魅力ある飯舘村を
つくるには村に戻った住民と避難している住民が
心を通わせ，村の発展のために知恵を出し合う必
要がある。震災を契機に生まれた人と人とのつな
がりも生かしていきたい」と述べている。この２

つに共通するのは被災地復興には「地域外の人々」
や「震災を契機に生まれた人と人」などとの“新

しいつながり”の維持拡大が不可欠であると捉え

ている点にある。記事87ではこれに加え，帰還

した住民や避難継続者同士が「心を通わせる」と

いった精神的つながりの維持にも言及されてい

る。しかし，避難指示が解除され帰還が開始され

た自治体では，こうした新たなつながりへの期待

が政策に反映される反面，それによって多様な課

題を抱える避難継続者の存在が見えにくくなって

いるとも考えられる。

4.3.3　③メディア

　ここでは，対象記事９件のうち３件の社説・論

説を取り上げる。この節におけるメディアとして

のつながりの価値は３つが考えられる。１つは地

域を越えた信頼関係に基づくつながりである。こ

れは市民が持つつながりとその関係性の中で情報

発信が行われることが，風評払拭や復興をPRす

る上で価値を持つものと捉えられる。例えば記事

34では，風評被害対策として「友好関係にある
自治体とのつながり」がもっと活用されるべきで

あり，「風評を払拭するためには自治体や消費者
とのつながりをさらに深めて，正確な情報を発信
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し続けることが重要だ」と述べられている。ここ

では，自治体間のゆかりや縁によるつながりが「友
好関係」と表現されている。そしてこの相互関係

性による「正確な情報」の発信・拡散が風評払拭

に必要とされていると捉えられる。

　２つ目は読者県民の強い精神的つながり，つま

り連帯・団結心である。例えば記事６は2012年，

記事84は2019年の３月11日に掲載された「3.11

を迎えて」と題した社説である。記事６ではまず

3.11が「絆の大切さを教えてくれた。思いやり，
助け合う心が苦難に立ち向かう活力となった」と

回顧されている。そして「これからも復興の足取
りを国内外に発信していく。人や地域の連帯とつ
ながりを一層強め，笑顔を取り戻そう」と決意表

明されている。まだ県内各地に3.11の爪痕が多

く残されていた当時，「絆」や「連帯」，「つながり」
を強めることが，復興のために重要なものと捉え

られていたことが読み取れる。記事84では3.11

から８年が経過した中，未だ避難生活を強いられ

る人々の存在に触れ「つながりを確かめ，支え合
う取り組みはこれからも欠かせない」と述べてい

る。これらからは，3.11からの年数経過と共に

その価値が低下する中，県民間の復興格差拡大や

記憶の風化を防止するためにメディアとしてその

価値を高めたいと考えていたとも推測できる。

　３つ目は，地元メディアとしての読者県民との

関わり方についてである。上記記事６・84は共

通して対象（福島民報）自身が様々な人やモノと

連携しようと呼びかけ，努めようとしている。特

に記事84では，2020東京五輪の一部競技の福島

開催にも言及し，自らが「県民，県や市町村，企
業や団体との連携に一層努める」としながら「再
生に向け，たゆまぬ歩みは続く。（中略）県土の
新しい姿を県民みんなで描きたい」と述べている。

ここからは，対象自身が復興に向けて努めようと

する復興の主体という意識を持っていることが読

み取れた。そしてその復興のためには連帯・団結

が重要であり，自らもその一員として“共に在る”

という県民とのつながり方に価値が置かれている

と考えられる。3.11から８年が経過したこの頃

はすでに県内各地の復興格差が大きく開き記憶の

風化も懸念されるようになっていた。その中で，

避難継続者に触れ「つながりを確かめ，支え合う」
必要性が強調されていることからは，メディアと

して県民の間の復興格差と忘却への危機感が捉え

られる。そのため，「県民みんなで」という言葉

を使い，読者県民に対し復興に向けた団結を促し

ているものとも考えられる。

５　考察

　ここまで，各カテゴリーにおけるつながりが各

語り手にどのような価値を持つものと捉えられて

きたかを明らかにしてきた。ここではそれらをも

とに，“3.11からの復興”の文脈におけるつなが

り言説のイデオロギー性について考察する。

　まず改めて各カテゴリーの分析から明らかと

なった①市民（被災者含む），②国・行政，③メディ

ア（福島民報）のつながりに対する価値観を整理

する。①にとってつながりは，地域社会で命を保

障し，より良く生きるための営みとしての価値を

持つものであった。そのためつながりを作るため

の接点（紐帯）や方法も多様で，また空間や時間

をも越えて新たなつながりを生み，時にはつなが

りを持った人の当事者性を変化させる力さえ持

つ。②にとっては，避難を経験した自治体や県・

国いずれにとっても地域コミュニティの復興，維

持・発展に寄与するものとしての価値を持つもの

であった。そしてその目的においては，避難元地

域に対する愛着や帰属意識の強調と，市民が地域

を越えて外部の関係者と結ぶつながりの推進とい

う一見矛盾した２つの価値観が両立されていた。

そして③では①・②両方の価値観が汲み取られて

いた。また，信頼関係に基づく外部とのつながり

が福島の復興や風評払拭に貢献する価値を持つと

考えていたり，自社も地域の一員として関係者と
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つながりを持ち復興に貢献したいという意識が表

れていたりと，3.11を捉え続けてきた福島のメ

ディアならではの地域での立ち位置が見られた。

　これらから，“3.11からの復興”の文脈におけ

るつながり言説のイデオロギー性について３点が

指摘される。１つは，三者共通して「地域住民同

士が支え合うことが善である」という価値観を持

つが市民と国・行政の間でその捉え方に差異があ

ることである。カテゴリー（２）の結果からも明

らかなように，国・行政によって共助が語られる

時，それは住民同士の精神的結びつき，あるいは

地域の文化風土として以前からそこにあったもの

として美化され価値づけられる。そして同時に，

価値づけされた地域コミュニティの理想像を目指

す，福島においてはそれを再生するための政策が

打ち出された。それは地域コミュニティ内部の連

帯や団結を強めようとするものであり，つながり

が外に向かうものではない。これらは，吉原

（2013）が指摘する「社会が長い間担保してき

た『ユイ』（共同慣行）」であり「同調と土着」（p.73）

に基づく根深い価値観が，3.11によって強化さ

れた，あるいは再構築しようと試みられているこ

との現れと捉えられる。一方で市民は共助の価値

を理解しているものの，現実の生活において課題

が山積する中でそれを実現させることが困難な状

態にある。そして市民の中では，地域コミュニティ

を飛び越え外に向かってつながりを作ろうという

動きが起きる。メディアはそのその両方を掬い上

げようとしてはいるが，“3.11からの復興”の中

で，避難経験者が喪失した地域のつながりは，地

域内のまとまりやそれによる支え合い・助け合い

の姿など，理想的な“ふるさと”像として美化さ

れ表象される。こうして，国・行政が持つ美化さ

れた共助イメージと地域で暮らす市民のギャップ

が地域コミュニティでの共助における本質的議論

を妨げたまま，“つながりが大事”というフレー

ズだけが美化され広がっているものと考えられる。

　２つ目は復興・帰還政策に関係する人々や地域

において，各々のつながりの目的が地域の復興，

維持・発展に収斂されてしまっている，あるいは

メディアによる表象でそのようにイメージづけら

れてしまっている点である。これはカテゴリー

（１）・（３）で多く見られた傾向である。上述の

ように国・行政は地域復興を目的に避難経験者の

帰還政策と避難経験地域への移住・定住促進・関

係人口増加政策の両立を図っている。被災・避難

経験自治体や国，県にとって復興が果たされるべ

き重要課題である中で，同じ目的意識を持って地

域と関わる避難経験者や新規移住者には注目が集

まる。メディアはこうした人々の姿を地域とつな

がり復興に貢献する者として表象する。避難経験

者の中では避難元地域とのつながり方が模索され

個別多様化する一方，地域に根差し，あるいは直

接的に関わり復興に貢献しようと動く人々の姿は

“地域とのつながり”が具現化されたものとして

復興状況の表象としやすい。これもまた，１つ目

に指摘した復興政策下におけるつながりの美化と

その理想像の表象であるとも捉えられる。

　３つ目は，本稿で対象とした福島民報のマスメ

ディアとしての地域における立ち位置についてで

ある。カテゴリー（３）からも明らかなように，3.11

後に対象は，徹底して読者県民に対し寄り添い且

つ地域住民や地域事業者・関係機関との連携を図

る姿勢を見せている。これは対象が福島の復興を

重要な課題と捉え，自身もその一員として貢献し

たいという思いの表れと捉えられる。しかしこれ

は同時に，メディアとしての独立性や権力に対す

る批判性が失われる可能性をはらんでいるとも言

える。林（2011）は，近年の「メディアの公共性」

には「人のつながりは非常に狭い，伝統的な人間

のつながり」という日本独特の連帯意識が内包さ

れていると指摘する（pp.211－215）。つまりここ

で言われる「メディアの公共性」とは既得権益集

団間の連帯とも言え，今日世界的に求められてい

る，「文化や国境を越えた自由で対等な個人同士

の社会的連帯」とは異なるものである（p.213）。
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読者県民に共感を示しつながろうとする寄り添い

の価値観は，今日の地域メディアの在り方として

間違ったものではない。しかし，福島において3.11

からの復興を目的とした時，それを後押しし応援

する人々，特に企業・団体との連帯が“善いもの”

として表象されることで，国・行政が推進する復

興政策に同調するものと捉えられてしまう。そし

てそれに合意・共感する人々が生み出される一方

でこれらに異を唱える人々，枠組みから外れた人々

をも生み出し，結果的に二項対立的構図を作り出

してしまっていると考えられる。

　以上から，まずつながり
4 4 4 4

は人々によって多様に

作られ，拡げられ，変化を促し，空間や時間を超

えてより良い未来を創造する可能性を持つ力であ

ると言える。しかし“3.11からの復興”の文脈

においては，それが国・行政によって美化され，

政策と共にその価値観が人々に伝播する。さらに

人々の多様なつながりの形の一部が被災地の復興

政策における理想像と結びつき，人々に寄り添い，

連携を目指すメディアによって美しいストーリー

として再生産され続ける。こうして福島の復興を

後押しする機運が醸成される一方，その価値観に

異を唱える，あるいは政策の枠組みから外れてし

まった人々が周縁化される構図が出来上がると考

えられる。これらから，“3.11からの復興”の文

脈におけるつながり
4 4 4 4

はイデオロギー性をはらんで

いると言えるのである。

６　おわりに

　本研究では，福島の“3.11からの復興”の文

脈で復興政策推進を目的としたつながりの理想化

とその表象による美化がつながりのイデオロギー

化をもたらし，その結果として周縁化される人々

が生まれる可能性があることが示唆された。しか

し同時に，市民が持つ自由で多様なつながりの在

り方も明らかになった。かつて吉原（2013）は，

ポスト3.11のコミュニティは「個人が社会（他者）

と具体的につながっていくなかでできあがる『場』

もしくは様式のような」（p.6），そして「他者と

折り合い」，「外に向かって開かれ」たものである

ことが重要だと指摘していた（p.183）。今回の

分析により市民の中ではこうしたつながりの営み

が確実に存在していること，その実態の一部が明

らかになったことは，人々が持つつながりの力の

可能性への示唆でもある。　　

　しかし，今回は対象を県紙一紙に絞ったため，

分析対象とした記事数が極端に少ないものもあり

結果が限定的なものであったことは課題である。

また，10年間分の記事分析を行ったが，時間経

過や事象背景の変化等を十分に記述することはで

きなった。さらに語り手を三者に分けた分析手法

について，編集権限を持つメディアとその他二者

を同列に扱うことへの検討が十分にできなかった

ことなどの課題が残った。

　今後は，他メディアにも目を向けながら，避難

継続者等の調査も継続し，言説の時間的変化や当

事者らのつながりの営みの実態を並行して調査し

ていきたい。近年は「記憶の継承」がメディアによっ

て「記憶をつなぐ」と表象されるなどこの言葉の

価値観も変化している。今後も続く福島の“3.11

からの復興”の中で，人々が営む自由で多様で能

動的なつながりを通時的に捉えていきたい。 
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注
（１）福島のコミュニティ再生等に対する支援制

度の創設については，2012年３月に公布さ

れた「福島復興再生特別措置法」の第一章・

第二条「基本理念」にその方針が明記され

て い る。〈https://laws.e-gov.go.jp/law/42 
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4AC0000000025〉 Accessed 2025, July，

03

（２）2022年の販売部数は『福島民報』が223，

143部に対し，『福島民友』は158，492部

である。読売新聞メディアデータ「2022-23 

上位３紙朝刊販売部数・世帯普及率」

〈https://adv.yomiuri.co.jp/media/files/ 

9030_prefectures2023.pdf〉 Accessed 

2025, July，03

（３）つながりの活用形「つながる」「つなぐ」

や「絆」などの派生，類似語が使用される

記事もあるが，本研究においてはつながり
4 4 4 4

が持つ多義的な質を明らかにするため，こ

の一語に絞り分析を行った。

（４）注（１）参照

（５）以下，「４．」で分析と考察を提示した記事

の番号，年月日，頁を記載する。

　　　（２）2012.03.05, p.11

　　　（３）2012.03.06, p.24

　　　（６）2012.03.11, p.1

　　　（７）2012.03.11, p.5

　　　（８）2012.03.17, p.11

　　　（11）2012.03.26, p.23

　　　（12）2012.03.28, p.2

　　　（13）2013.03.01，p.29

　　　（25）2014.03.01, p.9

　　　（30）2014.03.10, p.25

　　　（34）2014.03.15, p.2

　　　（45）2016.03.09, p.30

　　　（46）2014.03.10, p.25

　　　（66）2017.03.03 p.24

　　　（67）2017.03.04, p.22

　　　（69）2017.03.10, p.2

　　　（73）2017.03.31，p.17

　　　（76）2018.03.10, p.2

　　　（78）2018.03.13, p.22

　　　（84）2019.03.10, p.1

　　　（87）2019.03.31 p.2

　　　（90）2020.03.05，p.25

　　　（98）2021.03.03，p.27

　　　（102）2021.03.07，p.20

　　　（104）2021.03.09, p.17

（６）ふくしま復興情報ポータルサイト「避難者

数の推移」〈https://www.pref.fukushima.

lg.jp/site/portal/hinansya.html〉 Accessed 

2025, July，03
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スマートフォン利用時間は直接的に学業成績と関連するのか

―利用行動と心的傾向に着目した具体的な関連性の検討
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要　約

　本研究は，スマートフォン利用時間の増加により学業成績が悪化すると示唆する先行研究に対し，利

用時間と学業成績は直接的に関連するのか，それとも特定の利用行動や心的傾向を介して学業成績と関

連するのかを明らかにすることを目的とした。千葉県の私立高校１・２年生（n＝549）が調査協力者

であり，未回答等による欠損値を除いたデータ（n＝347）を最終的に分析に利用した。スマートフォン，

X （旧Twitter），Instagram，Facebook，TikTok等のSNS，そしてLINEそれぞれの利用時間を，実際の

利用ログデータから確認・回答を求め，分析に利用した。そのほか，スマートフォン依存傾向や同時利

用傾向等，その他の利用行動の回答を求めた。学業成績は先行研究の多くが採用する自己申告成績では

なく，実力テスト（国数英）の得点の確認・回答を求め，分析に利用した。

　分析の結果，スマートフォンおよびSNSの利用時間と学業成績の間に非常に弱い有意な負の相関が確

認されたが，LINE利用時間との間には有意な相関は見られなかった。次にパス解析をしたところ，各

原稿受付：2024年11月４日
掲載決定：2025年７月12日
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利用時間と学業成績の間に直接的な有意なパスは見られなかった。各利用時間はスマートフォン依存傾

向を介し，学業成績と間接的に負に関連していた。同時利用傾向も学業成績と直接的な有意なパスは確

認されず，学習時間を介して学業成績と間接的に負に関連していた。そのほか，学習時のスマートフォ

ン配置場所は同時利用傾向に対して有意な負のパスが見られ，セルフコントロールはスマートフォン依

存傾向に対して有意な負のパスが確認された。本研究により，スマートフォン利用時間をはじめ，SNS

利用時間やLINE利用時間は直接的に学業成績と関連しない可能性が示唆された。また，同時利用傾向

やスマートフォン依存傾向など特定の利用行動や心的傾向を介し，学業成績と間接的に負に関連する可

能性が示された。

Abstract

　The purpose of this study was to clarify whether time spent using smartphones is directly 

related to academic performance or whether it is related to academic performance through 

specific usage behaviors or mental tendencies, in contrast to previous studies that suggested that 

academic performance worsens with increased smartphone usage time. First and second year 

students （n＝549） of a private high school in Chiba Prefecture cooperated in the survey, and the 

data （n＝347） excluding missing values due to non-response and other reasons were finally used 

for the analysis. The time spent on smartphones, SNS such as X （formerly Twitter）, Instagram, 

Facebook, and TikTok, and LINE were used for the analysis, based on the actual usage log data. 

In addition, other usage behaviors, such as smartphone dependence and concurrent usage, were 

also obtained. The academic performance of the students was analyzed by asking them to confirm 

and respond to the scores of performance tests （Japanese, English, and mathematics）, rather than 

self-reported scores, as in most of the previous studies.

　The results of the analysis showed a very weak and significant negative correlation between the 

time spent using smartphones and SNS and academic performance, but no significant correlation 

was found between the time spent using LINE and academic performance. Next, path analysis 

revealed no direct significant path between each usage time and academic performance. Each 

usage time was indirectly negatively related to academic performance via smartphone dependence 

tendency. The tendency of concurrent use was also not found to have a direct significant path 

with academic performance, and was indirectly negatively related to academic performance via 

study time. In addition, the location of the smartphone during study showed a significant negative 

path to the tendency of concurrent use, and self-control showed a significant negative path to the 

tendency of smartphone dependence. This study indicates that smartphone usage time is not 

directly related to academic performance, but may be indirectly negatively related to academic 

performance through specific usage behaviors and mental tendencies, such as tendency toward 

concurrent use and smartphone dependence.

36

スマートフォン利用時間は直接的に学業成績と関連するのか

―利用行動と心的傾向に着目した具体的な関連性の検討� 三浦將太



１　はじめに

　新興技術の利用に対する懸念やリスクに関する

研究は，普及率の向上に伴い，増加することが示

唆されている（Wartella & Reeves, 1985）。近年

においては，スマートフォンの利用率は高まって

おり，利用者が意図するよりも利用時間が長くな

る，他の活動時間がスマートフォン利用に費やさ

れる可能性があるなど，日常生活に悪影響を及ぼ

すことが懸念されている（Horwood & Anglim, 

2018）。青年期を対象とした研究では，スマート

フォン利用による学業成績や認知能力への影響・

リスクの有無に対する関心が高く，先行研究を概

観すると，スマートフォン利用と学業成績の負の

関連を示唆する研究が数多く確認できる。

　しかしながら，先行研究の多くは主に利用時間

と，学習時にスマートフォンを同時利用する同時

利用傾向に焦点が当てられており，スマートフォ

ン自体の利用時間の長短や，利用率の高いアプリ

ケーションの利用時間の長短，そして同時利用傾

向の高低と，自己申告の成績評価の関連を検討し

ているにすぎない。スマートフォンはその利用性

質により，多様な利用方法が考えられるが，利用

者の特定の利用行動や心的傾向を含めたうえで，

スマートフォン利用と学業成績の具体的な関連の

検討や理解は十分に進んでいない。

　スマートフォン利用と学業成績の具体的な検討

が進まない中，書籍や新聞をはじめとするメディ

アや各行政からは「利用＝リスク」という考えが

喧伝されている。例えば，大阪市総合教育会議で

は，複雑であるはずのスマートフォン利用と学業

成績の関連を，スマートフォンの利用時間が長く

なると，学業成績が低下すると，単純化して伝え

られている（大阪市，2023）。スマートフォンは

現代社会においては，ますます欠かせないものに

なっていくが，その利用と学業成績の関連に関す

る議論が深まらないことで，誤った教育的・生活

的指導や取組みがなされる可能性も考えられる。

　そこで，本研究では，先行研究を概観したうえ

で，スマートフォンの利用時間や同時利用は学業

成績と直接的に関連しているのか，特定の利用行

動や心的傾向を介すことで，学業成績と間接的に

関連しているのかを検討し，スマートフォン利用

と学業成績の具体的な関連を，体系的に明らかに

することを目的とする。

２　先行研究

2.1　スマートフォン利用と学業成績の関連

　スマートフォンの普及が進むにつれ，スマート

フォン利用と学業成績や認知能力への影響を示唆

する研究が多く発表されている（e.g., Rabiu & 

Rosemond, 2018; Felisoni & Godoi, 2018）。 先

行研究の多くは，主にスマートフォン利用時間に

着目し，利用時間と学業成績の相関分析によって

両者の関連を検討している。睡眠時間や学習時間

が長くとも，スマートフォン利用時間も長ければ学

業成績が低い傾向がある（仙台市，2017）など，

スマートフォン利用時間そのものがその他の活動

時間を奪う「時間剥奪説」の可能性は低いことが

示唆されている。同様に，もともと学業成績の低

い生徒がスマートフォンを利用している可能性も

低いことが報告されている（仙台市，2017）。他に

も，学業に対する意欲や自己効力感で統制しても，

同様の結果が得られている（Lepp et al., 2015）。

　スマートフォン利用と言っても，実際にはス

マートフォンを通じて通話やゲーム，SNSなどの

アプリケーションを利用しているのが実態である

ため，各アプリケーション利用と学業成績の関連

を明らかにした先行研究も存在する。例えば，長・

柳瀬（2020）の研究では，アプリケーション利

用の中でも利用時間の多くを占めるSNS利用に着

目し，学業成績との関連を検討したところ，SNS

の利用時間が増えるほど学業成績が低い，有意な

負の関連が示唆された。同様の結果を示す先行研

究は他にも存在する（Doleck et al., 2017）。
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　Amez & Baert （2020）は，スマートフォン利用

と学業成績に関する23本の論文のシステマティッ

クレビューを行った。うち，６本はスマートフォ

ン依存傾向や問題あるスマートフォン利用と学業

成績の関連について検討されており，スマート

フォン利用時間と学業成績の関連は17本中，14

本で有意な負の関連があることを示唆している。

だが，利用時間と学業成績を質問紙調査による自

己申告回答のデータを利用すると，実際の利用

データや学業成績データを活用した分析結果と異

なる結果が生じうる点，他利用行動や要素など交

絡変数を考慮していない点を挙げ，スマートフォ

ン利用と学業成績の実証的かつ具体的な関連を検

討する研究がないことを課題として指摘している。

2.2　同時利用傾向と学業成績の関連

　多くの先行研究がスマートフォン利用時間と学

業成績の負の関連を指摘しているが，特定の利用

方法や利用行動に焦点を当て，スマートフォン利

用と学業成績の具体的な関連を検討する研究が十

分にないことは先に指摘した通りである。Orben 

（2020）は，新興技術の懸念や影響に関する研

究を検討する際には，その技術が持つ固有の特徴

に注目して研究デザインを行うべきと述べてい

る。スマートフォン利用においては，多様なコン

テンツの利用可能性に加え，いつでもどこでも利

用が可能となる常時利用可能性が特徴として挙げ

られる。この特徴に着目し，学習時をはじめ，他

活動時にスマートフォンを同時に利用する傾向と

学業成績の関連を検討した先行研究も存在する。

例えば，Junco （2015）は，米国大学生3,866人

を対象にオンラインによるアンケート調査を実施

し，SNSのFacebookの同時利用傾向と自己申告

GPAとの関連を検討した。その結果，大学４年生

を除き，大学１年生から３年生においては，同時

利用傾向の高さとGPAの低さとの間に有意な関

連が確認された。また，Junco & Cotton （2011）

は，米国大学生4,491人を対象にアンケート調査

を実施し，家庭学習時のメッセージングアプリの

利用率と学習の進捗・遂行率を調べた。その結果，

学習中にメッセージングアプリを利用する傾向が

高い学生ほど，単純にメッセージングアプリを利

用している時間が長い学生よりも，学習の進捗・

遂行完了に対する妨げが大きいことが示唆され

た。他にも，学習時のスマートフォン利用は学習

時の注意散漫と関連し，学業成績に影響する可能

性があると指摘する研究も存在する（Dietz & 

Henrich, 2014; Froese et al., 2012）。

　学習時のスマートフォンの同時利用傾向の高さ

が学業成績と負に関連することは多くの先行研究

で示唆されているが，「利用可能な状態で所持し

ているが利用はしない状態」では学業成績や学習

活動と関連するのか。この問いを明らかにするた

め，Ward et al. （2017）は，米国548人の大学生

を対象に，スマートフォンが机の上にあるだけで

認知機能が低下するかを実験調査にて検討した。

調査対象者のスマートフォン配置場所を机の上，

ポケット・バッグ，他の部屋の３つのグループに

無作為に割り当て，それぞれ作動記憶テストを実

施したところ，机の上，ポケット・バッグ，他の

部屋の順番でテストの点数が有意に低いことが確

認された。この結果より，学習時にスマートフォ

ンを利用せずとも，ただ机の上にあるだけで認知

機能や学習効率に影響を及ぼす可能性が示された。

　他にも，スマートフォン利用の固有の特徴には，

メッセージ受信や通知等により注意を引かれ利用

が誘発される受動利用性もあるが，この特徴に着

目した研究が十分に存在しないことは先行研究の

課題だと言えるであろう。

2.3　スマートフォン依存傾向と学業成績の関連

　「意図したよりも長くスマートフォンを利用する」，

「スマートフォンを利用している時は他のことに

注意を払わなくなる」など，主に長時間利用や同

時利用，依存傾向の項目で構成される「問題ある

スマートフォン利用」は，気分障害や睡眠不足，
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低い学業成績との関連が確認されている（Horwood 

& Anglim, 2018）。このうち，長時間利用と同時

利用の項目は，前節で言及した先行研究において

も，学業成績との負の関連が示唆されており，同

様の結論が導かれている。依存傾向の項目につい

ては，スマートフォン依存傾向の研究でも同様の

結果を確認することができる。スマートフォン依

存傾向は，日常の基本的な活動や精神的健康，そ

して学業成績に影響を及ぼす可能性が指摘されて

おり（e.g. Durak, 2019; Kwon et al., 2013a），

これまで整理してきた利用時間や同時利用傾向と

同一の結論が得られている。しかし，これらの研

究には課題もある。スマートフォン依存傾向をメ

タ分析した研究では，対象となった論文の多くが

長時間の重度利用，同時利用傾向，そして依存傾

向などが区別されずに「スマートフォン依存傾向」

として測定・分析されていることを課題視してお

り，各項目を分け，それぞれ検討する必要がある

と指摘している（Sunday et al., 2021）。

　つまり，問題あるスマートフォン利用やスマー

トフォン依存傾向が学業成績と関連することは明

白であるものの，その項目の中には長時間利用と

同時利用傾向も含まれているため，それらの項目

とスマートフォン依存傾向をそれぞれ分けたうえ

で学業成績との関連を検討する必要がある。利用

時間をはじめ，どのような利用行動がスマート

フォン依存傾向と関連するのか，そして，そのス

マートフォン依存傾向がどう学業成績と関連する

のかについて未だ検討が進められていないこと

は，本研究領域の課題であると言えよう。

2.4　先行研究の２つの課題

　先行研究で得られた知見は以下にまとめられ

る。「利用時間と同時利用傾向は学業成績と負の

関連がある」，「スマートフォンそのものの利用時

間でもSNSやチャットなど各アプリケーションの

利用時間でも学業成績と負の関連が見られる」，

「スマートフォン依存傾向も学業成績と負の関連

がある」，「学習時に同時利用せずとも，手元にス

マートフォンを配置することで学業成績や認知機

能と関連する可能性が示唆されている」。

　しかし，これまでに言及してきた一連の先行研

究には課題も存在する。１つ目は，分析に利用す

るデータについてである。利用時間と学業成績を

自己申告回答に基づいて分析すると，実際のデー

タを利用した分析結果と異なる可能性が指摘され

ている（Amez & Baert, 2020）。学業成績として

よく利用されるGPAも，授業参加態度や出席日

数，提出物などが複合的に加味された指標であり，

学習活動や学力以外の要素も反映されている。そ

のため，統一された基準によるテスト点数結果を

利用するなど，学業成績のデータの取り扱いにつ

いては工夫の余地があると言えるであろう。

　２つ目の課題としては，スマートフォン利用と

学業成績の関連において，各要素間の関連性が十

分に検討されていない点が挙げられる。先述もし

たように，問題のあるスマートフォン利用やス

マートフォン依存傾向の測定においては，長時間

利用や同時利用傾向，依存傾向の項目が含まれて

いる。そのため，各要素がそれぞれ学業成績と直

接的に関連するのか，それとも各要素が互いに関

連し間接的に学業成績と関連するのか，スマート

フォン利用に関係する各要素間との関連を踏まえ

た学業成績との直接的・間接的な関連の検討が十

分になされていないことは課題と言えるであろう。

　加えて，特定の心的傾向や利用行動を含めた，

具体的な関連性の検討も十分になされていない。

例えば，Horwood & Anglim （2018）は，人のパー

ソナリティを５つの要素でとらえる５因子モデル

「ビッグファイブ」（Goldberg, 1992）との関連

の検討において，誠実性の低さと神経症傾向の高

さが，問題あるスマートフォン利用と関連がある

ことを指摘している。つまり，セルフコントロー

ル（自律性）のような心的傾向の高い利用者は，

長時間利用や同時利用傾向，依存傾向が高くとも

学業成績との負の関連は確認されない，もしくは
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弱まる可能性も考えられる。また，スマートフォ

ン固有の特徴である受動利用性に着目した検討も

十分になされていない。三浦（2022）の研究では，

利用時間ではなくLINEの受信メッセージを念慮

する心的傾向や，受信メッセージ数，起動回数と

いった受動的な利用行動が学業成績との負の関連

を示したように，利用時間や同時利用傾向だけで

なく，スマートフォン固有の特徴である受動的な

利用行動の程度によっては，学業成績との関連が

強くなる，または弱くなる可能性も考えられる。

しかしながら，先行研究では，これらの点につい

ては考慮されておらず，利用時間や同時利用傾向，

依存傾向が直接的に学業成績と関連するのか，そ

れとも他利用行動や心的傾向を介して間接的に関

連しているのか，スマートフォン利用と学業成績

の具体的な関連が十分に検討されていない。

　これらの課題が生じる要因として，新しい技術

研究が生まれると，関心の対象が次の技術にうつ

り，過去と同様のリサーチクエスチョンが再利用

されるためであると指摘されている（Wartella & 

Reeves, 1985; Orben, 2020）。様々な利用行動

や心的傾向を考慮せず，利用時間や同時利用傾向，

依存傾向の高さが，利用者に対して一様に影響を

及ぼす印象を与えかねない現状において，スマー

トフォン利用と学業成績の具体的な関連を検討す

ることは，意義があると言えるであろう。

３　本研究の目的と仮説

　前章の先行研究レビューにて整理した課題を踏

まえると，スマートフォン利用と学業成績の関連

について論じる際は，利用時間や同時利用傾向，

依存傾向との直接的な関連だけでなく，多様な利

用方法と心的傾向を考慮し，それら要素間の関連

も加味したうえで，検討する必要がある。本研究

では，利用時間と同時利用傾向，依存傾向に加え，

先行研究にて関連が示唆されているスマートフォ

ン起動回数，学習時スマートフォン配置場所，セ

ルフコントロール（自律性）を取得し，分析に利

用する。これらの要素がどのように関連し，そし

て学業成績と関連しているのかを明らかにするこ

とが本研究の目的である。本研究の仮説（H）を

以下に記す。なお，H1においては，先行研究の多

くが，各変数と学業成績の負の相関を指摘してい

ることを踏まえ，本研究においても相関を検証す

ることで，先行研究との一致および相違を明らか

にし，基本的な傾向を確認することを目的とする。

H1：�スマートフォン利用時間（H1-a），ならびに各

アプリケーションの利用時間（H1-b），同時

利用傾向（H1-c），スマートフォン依存傾向

（H1-d）は，学業成績と負の相関が見られる。

H2：�スマートフォン利用時間（H2-a），ならび

に各アプリケーションの利用時間（H2-b），

同時利用傾向（H2-c）は，学業成績に対し，

有意な負のパス係数が検出されない。

H3：�同時利用傾向と学習時のスマートフォン配置

場所は学習時間に対し，有意な負のパス係数

が検出され，間接的に学業成績と関連する。

　利用時間と学業成績の直接的な関連は見られる

のか，それとも他要素を介することで学業成績と

間接的に負に関連するのか。未だ明らかになって

いないスマートフォン利用と学業成績の関連性を

より具体的に検討し，本研究領域の発展と新たな

知見の創出を試みる。

４　調査方法

　千葉県に所在する私立高校の学生575名（１年

生297名，２年生278名）を対象として，2023年

９月に，各クラスで実施される授業前のホーム

ルームで質問紙調査を実施した。調査協力者575

名のうち，スマートフォン未所有，無回答を分析

対象外とし，549名（１年生297名，２年生252名）

が有効回答者となった。各設問の未回答等による

欠損値を除外し，最終的に347名のデータを各分

析に利用した（表１）。調査は，株式会社マクロ
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ミルのアンケートシステムQuestantを利用した。

調査実施２カ月前より，調査協力校教諭と対面で

１回，オンラインで３回打ち合わせを行い，本調

査の目的と調査内容を説明し，学校側の教諭責任

者の許諾を得て調査を実施した。学校側を通じて，

調査協力者である生徒と保護者への説明を行い，

アンケート回答を希望しない場合の配慮，ならび

にアンケート回答途中での離脱，項目ごとに無回

答を選択できるなど，倫理的配慮を行った。なお，

学校側と相談の上，謝礼は提示していない。

　調査項目は，スマートフォンの１日あたりの平

均利用時間に加え，高校生年代において利用率の

高いLINE，X （旧Twitter），Instagram，TikTok，

Facebookを調査対象とし，通話やメッセージ交

換が主な利用目的であるLINEと，投稿や他者投

稿の閲覧が主な利用目的であるSNSを分類し，１

日あたり平均のLINE利用時間とSNS利用時間と

して分析に利用した。受動的な利用行動として取

得したスマートフォン起動回数は，１日あたりの

平均起動回数の回答を求め，分析に利用した。利

用時間と起動回数は，スマートフォン機種（iOS，

Android）にかかわらず，設定機能内に存在する

利用ログデータの確認を回答者に求め，表示され

ている１日あたりの平均利用時間と平均起動回数

の回答を求めた。

　従属変数として利用した学業成績は，調査実施

の２カ月前に外部機関によって実施された実力テ

スト（国語・数学・英語，各100点満点）の結果を，

各クラスの教師を通じて生徒たちに確認するよう

事前に依頼し，実際の点数の回答を求めた。点数

を回答したくない場合や事前に確認できなかった

場合は，無回答を選択するよう求めた。

　スマートフォン依存傾向は，Kwon et al. （2013b）

によって，信頼性と妥当性が検証されている尺度

を利用し，５件法にて全10項目の回答を求め，

得点化し，単純加算したうえで分析に利用した。

同時利用傾向についてはJunco （2012）を参考に

し，利用したことがないから頻繁に利用している

まで５段階にて全５項目の回答を求め，得点化し，

単純加算して分析に利用した。学習時のスマート

フォン配置場所はWard et al. （2017）を参考に

し，学習時に机の上に置いているか，または他の

部屋もしくは触れられない場所に置くかを尋ね，

机上有を０，机上無を１と二値化し，分析に利用

した。先行研究でも関連が示唆された自律性につ

いては，尾崎他（2016）が開発したセルフコン

トロール尺度を利用し，５件法にて全13項目の

回答を求め，得点化し，単純加算して分析に利用

した。また，各利用行動と学習時間の関連を検討

するため，学校や塾以外での平日学習時間を，

30分以下を１，７時間以上を９とする９段階にて

回答を求め，量的変数として分析に利用した。分

析は，IBM SPSS Statistics 29.0.1とAmos 29を使

用した。

　なお，本研究で使用したデータは一時点のもの

であるため，各変数と分析結果は生徒間の個人差

に起因するものであり，生徒個人の時間的変化を

測定したものではない。したがって，本研究では

因果関係の検討には至っていない。

５　結果

　分析に利用した変数の基本統計量を表１に示す。

表１　分析に利用した変数の基本統計量

n 平均 SD

年齢 347 16.1 0.7

スマートフォン利用時間(分) 347 292.5 162.6

LINE利用時間(分) 347 36.3 52.8

SNS利用時間(分) 347 95.2 107.7

起動回数(回) 347 50.8 33.7

同時利用傾向(点) 347 11.0 4.0

スマートフォン依存傾向(点) 347 25.9 7.7

学習時間(時間) 347 2.7 1.4

セルフコントロール(点) 347 34.7 7.1

学業成績(点) 347 130.2 37.5
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　性別はn＝347（女子：47.9％，男子：52.1％），

スマートフォン配置場所はn＝347（机上有：

58.2％，机上無：41.8％）であった。

5.1　スマートフォン利用と学業成績の関連

　各利用変数と学業成績の関連を検討するため，

相関分析を実施した。スマートフォン利用時間が

５％水準で非常に弱い有意な負の相関，SNS利用

時間は１％水準で非常に弱い有意な負の相関，同

時利用傾向は１％水準で弱い有意な負の相関，ス

マートフォン依存傾向は１％水準で有意な弱い負

の相関，学習時間が１％水準で有意な弱い正の相

関が見られた。LINE利用時間と起動回数は，有

意な相関が確認されなかった。結果を表２に示す。

　各変数のうち，どの変数が強く学業成績と関連

するのか，関係性をより明確にするため，学業成

績を従属変数，他変数を独立変数，性別と学年を

調整変数として重回帰分析を実施した。VIFの最

大値は1.55であり，多重共線性の問題は生じて

いないと判断し，すべての変数を投入した（表３）。

　結果を見てみると，有意な関連が見られたのは，

スマートフォン依存傾向と学習時間であった。ス

マートフォン依存傾向は，標準化回帰係数β＝

－.288で，0.1％水準で有意な負の関連が確認さ

れた。学習時間は，標準化回帰係数β＝.337で，

0.1％水準で有意な正の関連であった。その他の

変数では，有意な関連は確認されなかった。

5.2　�スマートフォンの利用時間，同時利用傾向，

依存傾向と学業成績との直接的な関連

　先行研究にて指摘されていたスマートフォンの

利用時間，同時利用傾向，依存傾向は，学業成績

と直接的に関連するのか，それら要素間の関連は

あるのかを明らかにするべく，パス解析を行った。

利用時間は，スマートフォン，LINE，SNSそれぞ

れで学業成績との関連を検討した。先行研究を踏

まえると，各利用時間，スマートフォン依存傾向，

同時利用傾向は学業成績と直接関連すること，各

利用時間はスマートフォン依存傾向，同時利用傾

向を高めること，スマートフォン依存傾向は同時

利用傾向を高めることが想定されるため（Amez 

& Baert, 2020; Horwood & Anglim, 2018），各

パスを検討した。また，学習時のスマートフォン

配置場所は，先行研究より学業成績と直接的なパ

スが想定され（Ward et al., 2017），手元に配置す

ることで利用時間，同時利用傾向，ならびに重度

利用に伴う依存傾向を高めると本分析において想

定し，各パスを検討した（モデル１）。各利用時

間のパス解析のモデル適合度を表４に，結果を図

１，図２，図３に示す。なお，同時利用傾向から

依存傾向のパスも想定されるため，逆向きのパス

表２　各利用変数と学業成績の相関分析

学業成績

スマートフォン利用時間 -.112*

LINE利用時間 -.093

SNS利用時間 -.171**

起動回数 -.095

同時利用傾向 -.233**

スマートフォン依存傾向 -.382**

学習時間 -.337**

注：数値はPearsonの相関係数, ＊＊p < .01, ＊p < .05

表３　各利用変数と学業成績の重回帰分析

B β 95%信頼区間

性別 (0: 女子, 1: 男子) 1.525 .022 (-6.518, 9.558)

学年 (0: 2年生, 1: 1年生) 7.628 .102 (-.143, 15.445)

スマートフォン利用時間 .021 .086 (-.009, .049)

LINE利用時間 -.045 -.068 (-.121, .031)

SNS利用時間 -.037 -.102 (-.080, .011)

起動回数 .015 .014 (-.101, .138)

同時利用傾向 .137 .015 (-.955, 1.224)

スマートフォン依存傾向 -1.460 -.288*** (-2.109, -.821)

学習時間 4.171 .337*** (2.841, 5.531)

R2 (調整済みR2) .235***(.211)

注：βは標準化回帰係数, Bは非標準化回帰係数, ＊＊＊p < .001
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も検討したが，主たる適合度指標が低下したため

（スマートフォン利用時間のモデル：CFI＝.883，

RMSEA＝.092），本モデルでは採用に至らなかっ

た。同様に，スマートフォン配置場所から学業成

績へのパスは有意ではなく，主たる適合度指標も

低下したため（スマートフォン利用時間のモデル：

CFI＝.866，RMSEA＝.108），本モデルでは採用

に至らなかった。

　スマートフォン利用時間とSNS利用時間はス

マートフォン依存傾向への有意な正のパス，ス

マートフォン依存傾向は学業成績への有意な負の

パスが確認された。また，スマートフォン依存傾

向はいずれのモデルでも同時利用傾向への有意な

正のパスが確認された。学習時のスマートフォン

配置場所は，スマートフォン依存傾向と同時利用

傾向に対する負のパスが示唆された。各利用時間，

ならびに同時利用傾向から学業成績への有意なパ

スは，本分析では認められなかった。これらの結

果より，各利用時間は直接的に学業成績と関連す

るのではなく，他要素を介して間接的に関連する

可能性が示唆された。

5.3　�学習時間とセルフコントロール，起動回数

を含めたモデルの検討

　各利用時間と同時利用傾向は，直接的に学業成

績と関連しない可能性が示唆されたが，学習活動

を介し，間接的に学業成績と負に関連するのか，

学業成績と直接的な関連が示唆されたスマート

図３　LINE利用時間のモデル１

＊＊＊p < .001, ＊＊p < .01

数値は標準化係数

図２　SNS利用時間のモデル１

＊＊＊p < .001, ＊＊p < .01

数値は標準化係数

表４　各利用時間のモデル１の適合度

スマートフォン

利用時間

LINE

利用時間

SNS

利用時間

χ2 2.361 2.610 1.631

df 1 1 1

p .124 .106 .202

GFI .997 .997 .998

AGFI .960 .956 .968

CFI .993 .991 .996

RMSEA .049 .057 .045

AIC 30.361 30.610 29.631

図１　スマートフォン利用時間のモデル１

＊＊＊p < .001, ＊＊p < .01

数値は標準化係数
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フォン依存傾向は，利用者の心的傾向と関連する

のか，そして受動的な利用行動は各変数とどう関

連するかを検討するため，パス解析を行った（モ

デル２）。利用時間はスマートフォン，LINE，

SNSそれぞれで検討し，学習活動は平日平均学習

時間，心的傾向にセルフコントロール，受動的利

用行動に起動回数を設定し分析を行った。

　モデル２の検討においては，モデル１において

学業成績との関連が見られなかった各利用時間と

同時利用傾向から学習時間へのパスを想定した。

各利用時間からはモデル１と同じく，スマート

フォン依存傾向と同時利用傾向へのパスを想定

し，スマートフォン依存傾向から学業成績へのパ

スを想定した。スマートフォン配置場所は，机上

にあることで同時利用傾向と学習時間に関連し，

同時利用傾向は学習時間と関連することを本分析

にて想定し，各パスを検討した。また，自律性の

高さがスマートフォン依存傾向を抑制することが

想定されるため，セルフコントロールからスマー

トフォン依存傾向へのパスを想定した。そして，

先行研究より受動的利用行動である起動回数は利

用時間と関連しあい（三浦，2022），また，スマー

トフォン依存傾向と同時利用傾向に関連すること

を本分析において想定し，それぞれのパスを検討

した。

　各変数間でのパスの有無においては，最もモデ

ル適合度の指標が優れていたものを採用した。具

体的には，各利用時間と起動回数から学習時間，

ならびに同時利用傾向へのパスは有意ではなく，

主たる適合度指標も低下したため（SNS利用時間

のモデル：CFI＝.891，RMSEA＝.087），本モデ

ルの検討から除外した。同様に，セルフコントロー

ルから学習時間や学業成績へのパスも探索的に検

討したが，それぞれ有意ではなく，主たる適合度

指標も低下したため（SNS利用時間のモデル：

CFI＝.877，RMSEA＝.110），本モデルの検討か

ら除外した。スマートフォン配置場所は，モデル

１にて利用時間とスマートフォン依存傾向へのパ

スが確認されたため，本モデルでもパスを検討し

たが有意ではなく，主たる適合度指標も低下した

た め（SNS利 用 時 間 の モ デ ル：CFI＝.868，

RMSEA＝.115），本モデルの検討から除外した。

そのほか，仮説をもとに各変数間のパスを検討し

たが，モデルの適合度指標が低下したため，本分

析では図４に示すモデル図を採用した。各利用時

間のモデル適合度指標を表５に示す。なお，SNS

利用時間が，最もモデルとしての適合度指標が適

切であったため，ここではSNS利用時間を採用し

たパスモデルを示す（図４）。

　SNS利用時間と起動回数はスマートフォン依存

傾向へ有意な正のパス，スマートフォン依存傾向

は学業成績に対し有意な負のパスが確認された。

さらに，スマートフォン依存傾向から同時利用傾

向への有意な正のパス，同時利用傾向から学習時

間への有意な負のパスが確認され，学業成績と間

接的に関連することが示唆された。また，セルフ

コントロールはスマートフォン依存傾向への有意

な負のパス，そしてスマートフォン配置場所は同

時利用傾向への有意な負のパス，学習時間への有

意な正のパスが示唆された。同様の関連は，SNS

利用時間だけでなく，スマートフォン利用時間，

そしてLINE利用時間でも確認された。各利用時

間の標準化係数を表６にまとめた。

表５　学習時間等を含めたモデル２の適合度

スマートフォン

利用時間

LINE

利用時間

SNS

利用時間

χ2 63.392 49.112 33.244

df 18 18 18

p .001 .001 .020

GFI .973 .980 .987

AGFI .941 .957 .973

CFI .924 .947 .978

RMSEA .067 .058 .040

AIC 102.401 85.922 67.919
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　分析に利用した変数は，欠損値を除外したデー

タ（n＝347）を対象としているため，対象・非

対象間において，有意差がないかt検定にて確認

したところ，有意差は確認されなかった（表７）。

　なお，スマートフォン配置場所は，対象＝

347，非対象＝187であり，カイ二乗検定の結果，

偏りは見られなかった（χ2（1）＝1.86，p＝n.s.）。

図４　SNS利用時間と学習時間，セルフコントロールなどを検討したパスモデル２

＊＊＊p < .001, ＊＊p < .01, 数値は標準化係数

表６　各変数のパスモデル一覧

スマホ

利用時間

LINE

利用時間

SNS

利用時間

利用時間 → 依存傾向 .174*** .070 .225***

起動回数 → 依存傾向 .188*** .191*** .146***

セルフコントロール → 依存傾向 -.392*** -425*** -.418***

依存傾向 → 同時利用傾向 .430*** .430*** .435***

同時利用傾向 → 学習時間 -.211*** -.207*** -.213***

スマホ配置場所 → 学習時間 .125** .120** .122**

スマホ配置場所 → 同時利用傾向 -.215*** -.211*** -.211***

依存傾向 → 学業成績 -.388*** -.391*** -.392***

学習時間 → 学業成績 .356*** .354*** .354***

利用時間 ⇔ 起動回数 .134** .162*** .277***

＊＊＊p < .001, ＊＊p < .01

表７　分析対象データと非対象データの比較

群 n 平均 SD
t値

(自由度)

スマートフォン利用時間(分) 対象 347 292.5 162.6 -.0.06n.s

(391)非対象 189 293.4 160.2

LINE利用時間(分) 対象 347 36.3 52.8 .0.50n.s

(414)非対象 178 34.1 44.5

SNS利用時間(分) 対象 347 95.2 107.7 -.0.34n.s

(207)非対象 105 98.7 88.0

起動回数(回) 対象 347 50.8 33.7 .0.98n.s

(356)非対象 189 47.6 37.1

同時利用傾向(点) 対象 347 11.0 4.0 .1.20n.s

(432)非対象 189 10.6 3.5

スマートフォン依存傾向(点) 対象 347 25.9 7.7 -.0.85n.s

(378)非対象 189 26.5 7.9

学習時間(時間) 対象 347 2.7 1.4 .0.77n.s

(397)非対象 202 2.6 1.5

セルフコントロール(点) 対象 347 34.7 7.1 -.1.60n.s

(378)非対象 202 35.8 8.1

学業成績(点) 対象 347 130.2 37.5 -.0.57n.s

(20)非対象 19 135.3 38.1

n.s. 有意差なし
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６　考察

　2.4節にて挙げた３つの仮説に基づき，本研究

の結果と考察を述べる。

「H1：スマートフォン利用時間（H1-a），ならび

に各アプリケーションの利用時間（H1-b），同時

利用傾向（H1-c），スマートフォン依存傾向（H1-d）

は，学業成績と負の相関が見られる」について。

　スマートフォン利用時間は学業成績と５％水準

の有意な非常に弱い負の相関（r＝－.112）が確

認され（H1-a），SNS利用時間は１％水準の有意

な非常に弱い負の相関（r＝－.171）が確認され

た（H1-b）。LINE利用時間においては有意な相

関（r＝－.093，p＝n.s.）は，本研究では確認さ

れなかった（H1-b）。同時利用傾向は１％水準で

弱い負の相関（r＝－.233）が確認され（H1-c），

スマートフォン依存傾向は１％水準で弱い負の相

関（r＝－.382）が確認された（H1-d）。H1-a，c，

dの仮説は支持され，H1-bはSNS利用時間が支持

され，LINE利用時間では支持されなかった。

　本研究にて，利用アプリケーションによっては

学業成績との相関が見られないことが明らかと

なった。アプリケーションごとに，利用方法も利

用時の心的態度も異なる。そのため，スマートフォ

ン利用とひとくくりにすることなく，アプリケー

ションごとに利用と学業成績の関連を検討する必

要があることが示唆された。また本研究では対象

外としたが，スマートフォンによるゲーム利用や

動画利用なども，大きなくくりでは「スマートフォ

ン利用時間」に含まれる。それらの性質や利用行

動，利用時の心的態度はSNSやLINE利用とは異

なり，それによって関連する変数も異なることが

想定されるため，調査設計の段階において，利用

率の高いアプリケーションはなるべく分析対象に

することが望ましいと考えられる。

「H2：スマートフォン利用時間（H2-a），なら

びに各アプリケーションの利用時間（H2-b），同

時利用傾向（H2-c）は，学業成績に対し，有意

な負のパス係数が検出されない」について。

　先行研究と同様に，スマートフォン利用時間と

SNS利用時間，同時利用傾向は学業成績と負の相

関が見られたものの，重回帰分析では学業成績と

有意な負の関連は見られなかった。パス解析を実

施したところ，スマートフォン利用時間（H2-a）

とSNS，LINEの利用時間（H2-b）は，学業成績

に対し直接的な，有意な負のパス係数は検出され

なかった。LINE利用時間を除き，各利用時間は，

スマートフォン依存傾向を介して，学業成績と負

に関連することが示唆された。また，同時利用傾

向（H2-c）も同様に，学業成績に対し，直接的

な有意な負のパス係数は確認されなかった。これ

らの結果より，各利用時間，および同時利用傾向

は，直接的に学業成績と有意な負のパス係数が検

出されないというH2-a，b，cの仮説を支持していた。

　先行研究では，各利用時間と学業成績の負の関

連が指摘されているが，本研究において直接的な

関連ではなく，他要素が関連している可能性が示

唆された。各利用時間と学業成績の直接的な関連

が見られなかった理由の１つとしては，本研究に

て採用した従属変数がGPAではなく実力テスト

の点数だったことが挙げられるだろう。GPAは学

期間における提出物や出席率，授業参加態度など

も加味されることから，スマートフォンの利用時

間がそれらの活動時間に影響を与え，それによっ

てGPAの低下をもたらすとも考えられる。テスト

点数であれば，テスト実施日に向けてどれだけ学

習時間を確保し実践できたかだけでなく，その学

習時間内での学習の質も強く関連すると考えられ

る。机に向かって学習している時にスマートフォ

ンを利用すれば，スマートフォン利用時間も学習

時間もカウントされるが，実際には学習中の同時

利用で学習に集中できず，学習の質が低下するこ

とも考えられる。そのため，スマートフォンの利

用時間は学習時間を直接的に剥奪はせず，スマー

トフォン依存傾向や同時利用傾向を介して，学習

時間内での学習の質に影響し，結果としてテスト
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点数の低下をもたらす可能性が考えられる。今回

の研究では，学習時間を自己申告にて取得してお

り，学習の質については考慮できなかったが，い

ずれも重要な要素であることが考えられるため，

今後の研究計画においては，これらの要素を踏ま

えた設計が求められる。そして，本研究で使用し

た学業成績は一時点のデータであり，各生徒の時

間的変化を測定しておらず，あくまでも各生徒間

の分析をしたにすぎない。家庭内環境含む社会経

済的背景など，測定していない変数もあり，本分

析のみでは網羅的，および因果的な結論を導出で

きない点については留意が必要である。

　続いて，LINEのみがスマートフォン依存傾向

と有意な関連を示さなかった要因として，その利

用特性が考えられる。LINEは主に，日常の交流

の延長である通話やメッセージ交換を目的とし，

利用形態としても短時間の対話が中心である。さ

らに，クローズドなコミュニケーションを基本と

するため，「いいね」やフォロワー数などの社会

的報酬や社会的比較の要素が限定的であり，際限

なく投稿や動画を閲覧するといった長時間の没入

が生じにくい。このような利用特性の違いにより，

他の利用時間と比較してスマートフォン依存傾向

と関連しなかったと考えられる。そして，モデル

１において，SNS利用時間のみがスマートフォン

配置場所と有意な関連が認められなかった要因と

して，利用形態の違いが考えられる。スマートフォ

ン利用は動画や音楽の再生をしながらの使用，

LINEは通話やメッセージ交換をしながらの使用

が想定される。これらの利用形態では，スマート

フォンを机上に置いたまま使用することが多く，

結果としてスマートフォン配置場所との関連が見

られたと考えられる。

「H3：同時利用傾向と学習時スマートフォン配置

場所は学習時間に対し，有意な負のパス係数が検

出され，間接的に学業成績に関連する」について。

　パス解析をしたところ，同時利用傾向は，学習

時間に対し負のパスが見られ（0.1％水準で有意），

学習時スマートフォン配置場所は同時利用傾向に

対し負のパスが（0.1％水準で有意），学習時間に

対し，正のパス（１％水準で有意）が確認された。

学習時間は学業成績に対し正のパスが見られた

（0.1％水準で有意）。つまり，スマートフォンを

机上ではなく，利用できない場所に配置した生徒

は，同時利用傾向が低い傾向があり，学習時間は

長い傾向にあることが示唆された。同時利用傾向

の高い生徒は，学習時間が少ない傾向があること

も示唆された。また，LINE利用時間を除き，各

利用時間と起動回数は，スマートフォン依存傾向

を介して，学業成績と間接的に負に関連すること

が確認された（いずれも0.1％水準で有意）。また，

スマートフォン依存傾向は同時利用傾向に対し正

のパス（0.1％水準で有意）が見られたため，学業

成績との間接的な負の関連も確認された。セルフ

コントロールは，スマートフォン依存傾向に対し

負のパスがあることも確認された（0.1％水準で有

意）。以上の分析結果より，H3の仮説は支持された。

　机上のスマートフォンの存在は，視界に入るこ

とで，たとえ利用動機がなくともスマートフォン

を手に取り学習時の同時利用を誘発しうると考え

られる。視界に入らなければ，利用のきっかけが

なくなり，学習の質が保たれた状態で学習時間が

確保・実践できると考えられる。

　スマートフォン依存傾向をはじめとする依存傾

向の関連因子としては，統制不能や主要性が先行

研究で確認されており（Young, 2010），セルフ

コントロールの高さは，統制不能や主要性の抑制

を促すことが想定されるため，セルフコントロー

ルの高い利用者は，利用行動の各変数が高くとも

スマートフォン依存傾向への影響を抑制する可能

性が考えられる。利用者の意識的な行動によって，

セルフコントロールを高めることは難しいが，学

習時にスマートフォンを利用しない，または机上

にスマートフォンを置かないという行動は利用者

の裁量によって実践できる。本研究は，比較対象

実験ではないため，因果的結論を示唆することは
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できないものの，これらの具体的な行動の介入が，

スマートフォン利用と学業成績の関連において，

どのような効果があるのかについては，今後も継

続的に検討していく必要性と意義があると考える。

　また，本研究では，各アプリケーションと学業

成績の関連が異なることを踏まえ（長・柳瀬，

2020），各アプリケーションの利用形態に着目し

たうえで，それぞれ個別に分析することを目的と

しており，加えてスマートフォン利用時間には

LINE・SNSの利用時間が含まれている点も考慮

し，３つの利用時間をそれぞれ独立したモデルと

して検討した。しかしながら，LINEやSNS以外

の多様なアプリケーションも学業成績と直接的・

間接的に関連する可能性もあるため，因子分析を

通じた合成指標の作成を含め，さらなるモデルの

検討が必要なことは本研究の課題の１つとして位

置づけられる。

７　まとめ

　本研究は，スマートフォン利用と学業成績の関

連において，その他の利用行動と心的傾向も考慮

したうえで，より具体的な関係性を検討した。先

行研究で指摘されている利用時間や同時利用傾

向，そしてスマートフォン依存傾向はそれぞれど

のように関連しているのか，それらは学業成績と

直接的に関連するのか，それとも他変数を介する

ことで，間接的に学業成績と関連するのかを明ら

かにした。研究成果は次のとおりである。

１）�スマートフォンやアプリケーションの利用時

間，同時利用傾向は直接的に学業成績と関連

するのではなく，スマートフォン依存傾向や

学習時間を介して，間接的に学業成績と負に

関連することを明らかにした。

２）�スマートフォン依存傾向は学業成績と負に関

連し，また同時利用傾向と正に関連する。同

時利用傾向は学習時間と負に関連すること

で，間接的に学業成績と負に関連する。また，

セルフコントロールはスマートフォン依存傾

向と負に関連する。

３）�机上にスマートフォンを配置しないことは学

習時間と正に関連し，また同時利用傾向と負

に関連することで，間接的に学業成績と正に

関連する。配置場所により学業成績への影響

が変わる可能性が示唆された。

　これらの研究成果により，利用時間や同時利用

傾向，そしてスマートフォン依存傾向と学業成績

の具体的な関連について検討を深め，新しい知見

を提示することができた。また，今後スマートフォ

ン利用と学業成績，そしてウェルビーイングなど，

スマートフォン利用の負の側面について研究・検

討をする際に，各利用行動や心的傾向の関連を考

慮する必要性を示すことができた。

　しかし，当然ながら研究課題も存在する。１つ

は調査対象者のサンプリングである。本研究では，

千葉県に所在する私立高等学校を対象としたが，

同校は大学進学率も高く，同年代の母集団を適切

に反映しているとは言い難い。他エリア，学力偏

差値の高等学校，または中学生や大学生において

も同様の成果が得られるのか否かについては，今

後も研究を継続して検討していくことが求められ

る。また，本研究では先行研究の課題でもあった

データ利用について，実際の利用ログデータと実

力テスト点数を用いることに努めたものの，最終

的な申告は調査対象者による確認・回答のプロセ

スを介するため，正確性においては課題が残る。

ログデータが取得できない同時利用傾向やスマー

トフォン配置場所，学習時間などについては自己

申告回答にならざるをえなかった。

　調査対象としたアプリケーションにも課題が残

る。対象年齢や時期によって利用率の高いアプリ

ケーションは異なる。今回，YouTubeやスマー

トフォンゲームは対象外としたが，本研究結果と

同様の結果が得られるのか否かについては，対象

とするアプリケーションを適切に検討・設計した

うえで継続して研究し，学業成績との関連に関す
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る知見を蓄積していくことが求められる。心的傾

向についても課題が残る。本研究ではセルフコン

トロールに着目したが，先行研究において関連が

示唆されている誠実性や神経症傾向に加え，対人

関係や公的自己意識など，検討すべき心的傾向は

様々ある。社会経済的背景も同様に，検討すべき

変数の１つである。これらの多様な要素を考慮す

ると，各変数間のパス構造も変化する可能性があ

るため，本分析で得られたモデルを参考としつつ，

モデルの妥当性のさらなる検討が求められる。

　最後に，本研究は一時点のデータを使用してお

り，生徒個人の時間的変化は測定できていない。

したがって，本研究で得られた結果は生徒間の差

によるものであり，因果関係の検討には至ってい

ない。今後は二時点以上のデータを利用するなど，

因果関係の検討を深めていくことが求められる。

加えて，因果の順序を想定したうえで，各変数の

媒介効果を検討するなど，各変数間の関連を通じ

た学業成績への影響も検討していく必要もある。

　このように，いくつかの研究課題が存在するも

のの，スマートフォン利用と学業成績の関連にお

いて，本研究の成果によりその関係性の具体的な

検討を進めることができた。今後も，より多くの

研究がなされていき，本領域の知見が蓄積されて

いくことを期待したい。
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要　約

　本研究の目的は，今日のスマートシティへと至る情報技術を援用した都市計画を，その基底にあるサ

イバネティクスの観点から検討することである。スマートシティは今日の都市計画において趨勢を成し

ている。その取り組みの本質には，サイバネティクスとコンピュータによる制御社会の具現化がある。

サイバネティクスがもたらす人・社会を対象として含みこむ制御は，都市に倫理的な議論の必要性を惹

起する。しかしながら，現状のスマートシティ開発においては，都市へコンピュータの導入ばかりが着

目され，サイバネティクスの観点から顧みられることはほとんどない。

　本研究ではサイバネティクスによる都市の構想を検討するため，その先鞭をつけた事例として，磯崎

新アトリエによる〈ポスト・ユニバーシティ・パック〉を取り上げる。磯崎らはサイバネティクスの諸

概念を踏まえ，都市をサイバネティック・マシンとして構想した。サイバネティクスは生物の神経系と

機械の機構的同一性を主題とする学際領野である。フィードバックに基づく制御を，行動と目的に関す

る科学の基盤とした点がその核心にある。本研究は磯崎らがサイバネティクスをどのように都市に組み

入れようとしたかについて，制御，通信，人間―機械系の３項目を軸に検討した。磯崎らの構想はサイ
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バネティクスのメカニズムに力点を置き，都市の発展過程を描いたものであった。

　また本研究はスマートシティの現況についても，サイバネティクスの諸要素に基づいた考察を行った。

磯崎らの構想と同様に，現代のスマートシティもまた，サイバネティクスの機構を有している。両者は

情報技術による都市構想の系譜において，ともにサイバネティクス（的制御）を根底に据えた都市の構

想であるといえる。

Abstract

　This study aims to examine urban concepts that evolve into smart cities through the perspective 

of cybernetics, which forms the basis of urban planning utilizing information technology. Smart 

cities are currently a trend in the field of urban planning. At the core of these initiatives is the 

realization of the societies of control. Cybernetic control, which targets both individuals and 

society, inevitably prompts ethical discussions. However, current smart city developments focus 

primarily on integrating computers into urban environments, with little consideration given to the 

perspective of cybernetics.

　This study examines urban planning through the application of cybernetics, focusing on the 

‘Post University Pack’ presented by Arata Isozaki and his atelier as a pioneering example. Isozaki 

and his colleagues conceptualized the city as a cybernetic machine based on the concepts of 

cybernetics. Cybernetics is an interdisciplinary field that focuses on the mechanical similarities 

between biological nervous systems and machines. Its core lies in proposing control based on 

feedback as the foundation of the science of behavior and purpose. This study examines how 

Isozaki attempted to incorporate cybernetics into the city, focusing on three key aspects: control, 

communication, and human-machine systems. Isozaki’s vision described the urban development 

process by emphasizing the mechanisms of cybernetics.

　Furthermore, this study also considers the current view of smart cities based on these three key 

aspects. Like Isozaki’s vision, smart cities also possess the mechanisms of cybernetics. Both can 

be considered urban visions based on cybernetic control, within the historical context of urban 

planning utilizing information technology.
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１　研究目的

　本研究は，今日においてスマートシティと名指

される情報技術を援用した都市構想の基底にサイ

バネティクスの機構が存すること，そしてその兆

候はすでに1970年代に見られたことを論ずるも

のである。スマートシティの開発は近年，テクノ

ロジーの導入およびそれらのエコシステムの編成

を焦点として急速に，また膨大な資本を投じて進

められている。しかしながら，スマートシティの

本質にはサイバネティクスの機構があり，その機

構を踏まえた都市の倫理的設計もまた考えられな

ければならない。なぜならば，サイバネティクス

の機構は機械と人・社会とを含む系を等しく制御

の対象として扱う側面を持ち，この側面を等閑視

してテクノロジーの導入のみを焦点とする都市の

開発は，人間が機械のように扱われてしまうよう

な倫理的問題を生じかねないためである。こうし

た課題を論ずるためには，情報技術による都市と

してのスマートシティを，サイバネティクスの機

構の観点から精緻に検討する必要がある。そのた

めに，本研究ではまず，サイバネティクスに支え

られた都市の構想の端緒として，磯崎新アトリエ

〈ポスト・ユニバーシティ・パック〉を取り上げ，

サイバネティクスの諸概念に基づく検討を行う。

また，磯崎らの構想にあるサイバネティクス的着

想と，今日のスマートシティを構成するシステム

の諸要素との相同および相違を考察する。

　今日，デジタル技術を用いた「スマートシティ」

の取り組みは，都市計画の趨勢を成している（1）。

日本国内では1990年頃から情報通信技術を生か

した都市作りが進められている。また海外に目を

転じれば，バルセロナ市やアムステルダム市，ヘ

ルシンキ市といった欧州の都市や，アジアでは中

国・深圳市のTencent Net Cityなどの取り組みが

よく知られている。これらは日本のスマートシ

ティ事業やスーパーシティのように政府や自治体

によって主導されているものもあれば，Google

のグループ企業であるSidewalk Labsがかつてカ

ナダ・トロント市で手掛けた開発計画や，トヨタ

自動車によるWoven City，NTTのラスベガス市

での取り組みなどのように，企業によって主導さ

れるものもある。それらの都市では，多様な情報

技術やデータを用いて，経済や交通，自然環境，

エネルギー，教育，生活，行政，防災，福祉，医

療，健康，観光，娯楽など，あらゆる分野での取

り組みが進められている。

　越塚登（2022）や高木聡一郎（2023）によれば，

情報通信技術を生かした都市作りの取り組みは多

様で，また歴史も長い。スマートシティという概

念が議論され始めたのは2000年代末頃から2010

年 代 に か け て で あ る と さ れ て い る（内 閣 府 

2023，p.9）。しかしながら，情報技術を都市に

適用する構想はそれ以前から存在しており，

1990年代以降のコンピュータ技術の進展によっ

てはじめて出現したものではない。

　佐幸信介（2023）は，あらゆる施設，住居，

交通機関，道路のセンサーや監視カメラ，そして

そこに住む人間の身体とコミュニケーションデバ

イスを連接するという，現在のスマートシティの

特徴を射抜いた過去の都市構想に，磯崎新の「コ

ンピュータ・エイデッド・シティ」を挙げている（2）。

これは当初には〈ポスト・ユニバーシティ・パッ

ク〉と題して発表されたもので，往時の情報通信

技術やメディア論の潮流を踏まえつつ，サイバネ

ティクスを都市の発展過程の中心に据えた都市計

画案である。

　サイバネティクスとは，生物の神経系の機能と

機械との類似性や関連性をテーマとする学際的な

探求領野である。1940年代にその鼻祖であるノー

バート・ウィーナーらによって創始され，数学者

や工学者のみならず，医学・生物学分野，心理学

分野，社会科学分野などの多岐にわたる学問領域

の専門家が参加することで形成された。

　サイバネティクスの核心には，フィードバック

とそれに基づく制御の概念がある。制御とは，あ
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らかじめ決定された目標に向け，目的のある影響

を及ぼすことであり，システムに現状と目標の差

をフィードバックとして入力することで実現され

る。このことを工学的な文脈に縛られずに，行動

と目的に関する一般科学の基盤として，生物や社

会，機械を目的論的機構として提起した点が，サ

イバネティクスの独自性である。ウィーナーは，

自動機械やコンピュータの複合的な動き，さらに

は生物の神経系についても，科学の統一的な視点

で研究できると考えた。生物と機械の目的に向か

う動きは，どちらも制御と通信を行う仕組みとし

て等しく記述することが可能である。サイバネ

ティクスの研究の枠組みは，機械と人間（あるい

はそれらの複合によって構成される系）を，フィー

ドバックの通信と目的のある制御の概念と過程に

より，同じ論理のもとに接続する，新たな方法論

であった（3）。

　スマートシティの取り組みは，ミシェル・フー

コーの権力論を受け継いだジル・ドゥルーズが管

理社会（制御社会）（4）と名指したものの具現化が

そ の 本 質 に あ る と い う 指 摘 が あ る（Krivý 

2018）。ドゥルーズは近代的な規律訓練社会

（disciplinary societies）から制御社会への移行

を論じ，またそれぞれの社会形態には異なるタイ

プの機械が対応するとしている（Deleuze 1990

＝2007, p.351）。すなわち，規律訓練社会には「エ

ネルギー論的機械」が対応していたのに対して，

制御社会には「サイバネティクスとコンピュータ」

が対応している。ドゥルーズは共に多くの書を著

したフェリックス・ガタリが「決められた障壁を

解除するエレクトロニクスのカードによって，各

人が自分のマンションを離れ，自分の住んでいる

通りや街区を離れることができるような町」を予

期していたことを想起しつつ，ここで重要なのは

障壁ではなく個人を割り出し変調を行うコン

ピュータであると述べている（ibid., pp.364－

365）。

　機械と社会のタイプの対応が重視されるのは，

機械が社会における決定権を持つからではなく，

機械のタイプが社会の備える諸力を表現している

ためである。しかしながら，スマートシティ開発

の現況においては，都市にコンピュータを導入す

ることばかりに目が向けられ，「サイバネティク

スとコンピュータ」のもう片方の，サイバネティ

クスの思想が考察されることは少ない。

　佐幸（2021）も指摘するとおり，スマートシティ

は単にICTが用いられた都市ではなく，テクノロ

ジーによる生活環境の変容といった説明のみに

よって，その取り組みを読み解くことはできない。

スマートシティは「IoTやM2Mのネットワークか

らセンシングによって集積されたデータを解析

し，エネルギーや交通，人などのフローを監視し，

それらのフローを制御・誘導していくテクノロ

ジーの集列体」である（佐幸2021，p.134）。そ

れはアルゴリズムが構成するコミュニケーション

のネットワークであり，テクノロジーの制御は都

市のなかのフローそのもの，あるいはフローの

ネットワークを対象とする。スマートシティのテ

クノロジーは道具として人間と対置されるもので

はなく，そのテクノロジーによっては人間の行動

も一種のフローと見なされ，制御の対象となる。

　スマートシティ開発の現況においては，分野別

に種々のサービスが横展開され，それぞれの社会

実証や実装が進められている。それらの実装方法

やエコシステムを共通化し，都市としてまとめる

ことが今後の主な課題とされている。サイバネ

ティクスの観点から制御に着目してみれば，これ

は都市に展開する様々な制御の（サブ）システム

を連結させ，計算可能すなわち制御可能な領域を

都市の中に広げていくことにほかならない。そう

した制御が働きかける対象として人や社会を念頭

に置いている以上，公平性や包摂性，プライバシー

や透明性の確保といった都市における倫理を担保

するための議論は深められねばならない。サイバ

ネティクスの機構には人間と機械とを制御と通信

の観点から等しく扱う側面がある。その側面に着
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目した検討によって機構を批判的に考察すること

は，スマートシティにおける倫理の議論を展開す

る足掛かりとなる。

　佐幸はコミュニケーション資本主義の視座から

スマートシティを批判的に検討するとともに，

フーコーの生権力論を通じて統治の問題として考

察を行っている。他方，本研究は今日のスマート

シティ構想の基底にサイバネティクスを見定め，

その端緒を開いた事例として，磯崎らのポスト・

ユニバーシティ・パックを取り上げる。磯崎らの

構想が，どのようにサイバネティクスを都市に組

み入れようとしたかについて，サイバネティクス

の諸概念に基づく検討を行う。またその観点に基

づき，磯崎らの構想と現代のスマートシティとの

相同および相違を考察することで，今日のスマー

トシティのサイバネティクス的様相を論じる。ま

た，スマートシティの諸問題へのアプローチに磯

崎らの構想が有意な参照点となることを示す。

２　先行研究

　社会における制御についての既往の研究には，

ジェームズ・ベニガーの「制御革命」の議論があ

る（Beniger 1986）。ベニガーはコンピュータ以

前，とくに大量生産技術の時代におけるエネル

ギー論的機械の活用が「制御の危機」を引き起こ

し，その対処のための一連の発明，すなわち制御

革命がコンピュータ以降の時代における情報革命

を準備したことを論ずる。ベニガーは，鉄道のシ

ステム化や第一次世界大戦後のゼネラル・モー

ターズの経営変革などの様々な事例を，制御の社

会への適用事例として検討している。

　また，サイバネティクスの社会への適用を検討

したものとして，エデン・メディーナによるサイ

バ ー シ ン 計 画 の 研 究 が 挙 げ ら れ る（Medina 

2011＝2022）。この研究は1970年代のアジェン

デ政権下のチリにおいて立案された「サイバーシ

ン計画」を，サイバネティクスや東西冷戦期の政

治史など多角的な論点から検討している。サイ

バーシン計画は，サイバネティクスを積極的に応

用した技術によって国家の経済や工業生産をコン

トロールすることで，チリ国家の置かれた経済危

機の乗り越えを図った。

　これらは交通や企業経営，国家など，システム

の規模やレベルの違いはあれど，制御やサイバネ

ティクスを機械のみならず人・社会を含むシステ

ムに適用しようとした事例の研究である。ただし，

サイバネティクスの観点からその都市への適用を

論じたものは少ない。たとえばV.L. パーセジア

ンによるサイバネティクスを概説した文献には，

都市へのサイバネティクス的アプローチについて

わずかに触れられているものの，ジェイ・フォレ

スターによるシステムダイナミクスのシミュレー

ション・モデルの応用について紹介されるのみで

ある（Parsegian 1972＝1975）。

　ユリコ・フルハタは空間メディアと環境の歴史

的な連続性について，通信や制御，フィードバッ

クといったサイバネティクスの諸概念が初めて建

築批評に用いられた時期の，日本の建築家の言説

から論じている（Furuhata 2017）。フルハタは

日本の戦後建築におけるサイバネティクス的転回

の中心に丹下健三と彼の門下生を見据え，彼らの

建築および都市設計の展開を検討した。丹下のサ

イバネティクスの理解には戦前の植民地政策にお

ける都市計画のビジョンが引き継がれており，生

物の構造を都市に擬える点が強調されている。一

方，丹下の指導を受けていた磯崎は，丹下および

その門下のメタボリズム運動には批判的な姿勢を

取りつつも，都市におけるサイバネティクス的な

構想への興味を共有していた。磯崎は大阪万博の

〈お祭り広場〉の設計などを通じ，人間とコン

ピュータの間にフィードバック・ループのコミュ

ニケーションを作り出す電子メディア環境を重視

する。

　ただし，フルハタの磯崎に関する言及は大阪万

博の〈お祭り広場〉の設計や，「都市デザインの
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方法」や「闇の空間」，「見えない都市」などの論

考を参照し，空間や環境，都市のデザインに対す

る磯崎のサイバネティクス的な理解を考察したも

のであり，本研究とは射程が異なる。

　ポスト・ユニバーシティ・パックに関する論考

は，磯崎自身による回顧を含め様々になされてい

るが，一方でサイバネティクスの観点に基づく本

格的な研究は行われていない。松井茂（2020）

はこの構想が磯崎自身によってどのように言及さ

れてきたかを取り上げ，その時々のニューメディ

アの問いとして繰り返し語られてきたことを論じ

ている。松井はこれらの「語り／騙り」の分析を

通じて，ヴィジョンを示す幻視者という磯崎の態

度が選択的な戦略であることを指摘する。また石

田英敬（2020）は磯崎らの構想に「今日ではイ

ンテリジェント施設やスマートシティと呼ばれる

ようになったサイバネティクス環境がデザインさ

れている」ことを示しつつ，磯崎の「記号論」的

方法とサイバネティクスとの対応に着目し，その

界面にこそスマートでインテリジェントな都市が

成立しえたことを論じている（石田2020，pp. 

224－226）。飯田豊（2020）は磯崎の思索がマク

ルーハン旋風以降においても日本のメディア論の

展開に影響を与えてきたことを指摘しつつ，60

年代から70年代初頭の動向に焦点を当て，その

思考の起源を考察している。CATVというテクノ

ロジーの国内外での展開を踏まえつつ，CATVの

ネットワークを媒介としながら都市活動の本質に

学習を見据えた磯崎らの構想がいかに先鋭的なも

のであったかを論じている。

　このように，磯崎らのポスト・ユニバーシティ・

パックを焦点に据えた既往の論考は散見されるも

のの，情報技術による都市の構想としてサイバネ

ティクスの見地から検討を行い，スマートシティ

との関係を論じた研究は見当たらない。本研究は，

磯崎らの構想がサイバネティクスの諸概念に基づ

くものであり，現代のスマートシティの機構とも

連関するものであることを明らかにする。また，

磯崎の構想およびサイバネティクスの諸概念が，

現代のスマートシティの展望と課題にアプローチ

する上で有意な参照点となることを示す。

３　�〈ポスト・ユニバーシティ・パック〉と
サイバネティクス

　〈ポスト・ユニバーシティ・パック〉は磯崎新

アトリエ（磯崎新，月尾嘉男，三宅英一郎，伊東

孝）によって『建築文化』誌1972年８月号の特

集「情報空間」に発表された，都市施設の構想で

ある（磯崎新アトリエ 1972）。

　磯崎は日本のモダニズム建築に多大な影響を与

えた丹下健三の門下生である。1960年代中葉の

都市計画の領域では，世界中の建築家や都市計画

者の多くがサイバネティクスやコミュニケーショ

ン理論の洞察を集めた新たなパラダイムを打ち立

てようとしていた。情報の流れと通信ネットワー

クの概念そのものが建築や都市設計にとって必要

不可欠な要素となっており，なかでも丹下はサイ

バネティクスの観点を通じて都市設計を再構想す

る国際的な取り組みに参加していた（Furuhata 

2017）。

　丹下はサイバネティクスの洞察を都市のデザイ

ンに応用しようとしていたものの，しかしながら，

その肝要を捉え損なっていた。モダニズムの建築

家や都市プランナーはコーディネーションと組織

化の論理に基づいている。磯崎は，このような都

市のデザインは「有機体をあらかじめイメージし」

ており，「要素の組織化，あるいは組み立ての論

理としての構造の発見」を主眼としていることを

批判している（磯崎［1967］2017，p.422）。丹

下は流通論や情報化社会の新たな言説に意識的で

はあったものの，その最も優先すべき関心事はや

はり構造的な組織化とコーディネーションであっ

た。フルハタの指摘する通り，磯崎の立場からす

れば，モダニズムの取り組みや丹下が欠いていた

のはフィードバックのモデルである（5）。
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　磯崎は，都市デザインが「実体論的段階」「機

能論的段階」「構造論的段階」「象徴論的段階」の

四段階を経て発展するとしている。構造論的段階

とは，単なる機能のダイアグラムではなく，ある

種の機構へのアナロジー，とくに有機体へのアナ

ロジーから都市の構造が明確になった段階であ

る。磯崎は，自身も関わった丹下の〈東京計画

1960〉などを引き合いに，丹下の都市デザイン

が構造論的段階にあることを明らかにしている

（磯崎［1963］2017，p.125）。

　他方，磯崎はこのような形態化された実体のパ

ターンのみならず，都市活動の分布，すなわちア

クティヴィティ・パターンの解析構成を統合する

操作が都市デザインになる，と述べている（ibid., 

pp.128－129）。また，こうした操作にエレメント

のシンボル化という諸方法を導入することによっ

て都市デザインの「象徴論的段階」が導かれると

する。

　磯崎は，自身の都市デザインの方法が既存の都

市のパターンではなく，象徴論的段階のシミュ

レーションされたモデルに基づいていると主張し

ている。この点についてフルハタは，建築の象徴

論的段階はシミュレーションというサイバネティ

クス的なロジックに基づいており，コーディネー

ションという機械的なロジックに基づく構造論的

段階とは区別されることを指摘している。

　構造的な都市設計の手法がすでに存在する都市

からパターンを抽出するのに対し，象徴的な手法

はメディア技術のなかで，あるいはそれを通じて

考えられたモデルを生成する。丹下がサイバネ

ティクスの知見を都市設計に取り入れようとしつ

つ依然として構造論的な都市に固執したのに対

し，磯崎は情報の「濃度」や「ながれ」，「場」の

概念から都市を捉える象徴論的段階を主張してい

た。磯崎はこうした都市デザインの方法論に基づ

き，サイバネティクスや通信理論への理解を通じ

て，（無線信号や見えない情報の流れなどの）瞬

間的な情報のネットワークこそが，都市デザイン

の中心的要素になると考えたのである。

　磯崎らによれば，ポスト・ユニバーシティ・パッ

クとは「《情報コンビナート》とでもよぶべきひ

とつの都市施設」のモデルであり，「事務所，研

究所，放送局，コンピューター・センター，美術

館，博物館，オーディトリアム，図書館，ショッ

ピング・センター，病院研究棟，市役所，アリー

ナなど，商業施設，文化施設に分類されているよ

うな，あらゆる都市施設が，分解されずに，ひと

まとめに押し込まれている」（磯崎新アトリエ 

1972， p.137）。また，「情報の処理と受発信が急

速化してきたときに，この都市はひとつの《情報

空間》」であり，「このような都市に住む人間にとっ

ての基本的な行動は，さまざまな情報の受発信，

すなわち《学習》になる」（ibid., p.137）。学習

のための情報が生産され，都市の全空間が学習の

場となり，情報テクノロジーがそれを補助する。

大学のもつ機構が都市に再編成されたものという

意味合いから，磯崎らはこの情報コンビナートの

プランを「ポスト・ユニバーシティ・パック」と

名付けた。

　こ の 構 想 案 はNETWORK，PACK，MEDIA，

COMPONENTの４部から成っており，また様々

な図式や図面，模型写真で構成されている。磯崎

らによれば，情報コンビナートは「情報の交信が

濃密化した都市」のひとつのモデルであり，ポス

ト・ユニバーシティ・パックはそのような都市に

おける「象徴的な施設」の意味と形態上の模型で

ある（ibid., p.160）。

　磯崎らはこの都市のモデルを情報都市と呼び，

またそれがサイバネティック・マシンであること

を主張する。磯崎らの理解は解釈を独自に拡張し

ている面はあるものの，サイバネティクスの考え

方に基づいている（6）。

　ここではサイバネティクスの中心的な概念であ

る「フィードバック」，「通信」，人間と機械の複

合システム，すなわち「人間―機械系」の３項目

について，それらがどのようにポスト・ユニバー
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シティ・パックの構想に反映されているかを詳し

く検討する。

3.1　フィードバック

　磯崎らは，とくに建築や都市という既存の技術

を応用したり集積したりすることによって成り立

つ分野においては，「現実に（フィジカルな面も，

ノンフィジカルな面も）社会を形成してきている

のはむしろつねにハードウェアであるメディアで

あり，それに触発されたかたちで社会の活動が起

こってきている」と指摘する（ibid., p.138）。こ

れはコミュニケーションという観点から社会を捉

える場合に，メッセージのもつ意味内容よりもメ

ディアの形態，なかでもハードウェアを重視する

という立場である。その上で，「社会とか都市と

いうものを，情報を中心とした活動として理解す

るためには，通信が情報源から出て受信者に達し，

何らかの行為を生起せしめた段階までを，一つの

サイクルと考える」モデルを示し，メディウム（7）

を情報源から受信者への通信の担体として位置づ

けている（ibid., p.139）。磯崎らは都市の総体を，

空間的および時間的な情報と行為の連鎖を捉えて

いる。また磯崎らによれば，分析とは入出力の関

係を知ること，すなわちメディウム自体の性能を

知ることであり，都市の計画とは情報と行動を想

定してメディウムを編成することなのである。

　ここに，磯崎らの構想した都市とサイバネティ

クス的な発想の関係が見て取れる。サイバネティ

クスにおけるフィードバック機構とは，工学的文

脈における制御装置の一つではなく，行動と目的

に関する一般科学の基盤を成すものである。アル

トゥーロ・ローゼンブリュートらによれば，行動

とは周囲に対するある対象のあらゆる変化であ

り，またその研究とは，対象の出力，および出力

と入力との関係を調べることである。磯崎らが考

えた都市は，都市を編成するメディアの入出力関

係をフィードバック機構によって記述し，またそ

れらの振る舞いを想定したメディアの配置によっ

て築かれるものなのである。

　ゆえにポスト・ユニバーシティ・パックはシス

テムとして目的的で，またフィードバック機構を

備えたものとなる。ある目的値が与えられた場合

に，システム自体が出力を測定して現状値との差

を計算し，その差を埋める制御を行う。「このよ

うな機能を都市へ入れるには都市内に出力を検出

する端末と，入力に制御を加える端末を設備する

ことによって可能である」（ibid., p.151）。

3.2　通信

　通信とネットワークにおいても，磯崎らのサイ

バネティクス的な発想が見られる。磯崎らは上述

のような目的論的機構が予測的行動を都市に備え

ることを説く。予測的行動とは，たとえば動物が

敵を発見したときに，脈拍が自然に上がり，続い

て起こるであろう戦闘に備えるような機能を指

す。このような場合，見るというメカニズムと脈

拍を速めるメカニズムは微妙にかみ合ったシステ

ムを形成しなければならない。

　このようなシステムを構成するためには，ハー

ドウェアとして単なる計算機械ではないコン

ピューターを備える必要がある，と磯崎らは論じ

る。また，それらは単に独立したシステム（教育

用コンピューター，医療用コンピューター，など

のように）の集合ではなく，相互に連絡を持った

複合的なシステムとする必要がある。ポスト・ユ

ニバーシティ・パックでは，このような複合的な

システムを実現するため，情報の入出力のパター

ンとメディアのパターンを分類して整理し，さら

に具体的な通信の方式まで検討した上で，ニュー

タウンを想定したシミュレーションを行ってい

る。都市のシステムと住民とのインターフェイス

には５段階のレベルのターミナルを設け，また，

それらと都市のシステムをつなぐネットワーク

や，実現される具体的なシステム（「医療相談シ

ステム」「公害監視システム」「エネルギー制御シ

ステム」など）を示している。
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　このようなネットワークあるいは通信は，サイ

バネティクスにとって本質的である。なぜならば，

フィードバックによる制御をもたらすために，出

力をフィードバックとして再び入力するために

は，メッセージを伝達する通信が不可欠だからで

ある。ウィーナーはどのような制御装置であって

もそれを制御するために使う信号は「メッセージ」

であり，「制御工学は本質的に通信工学」である

とする（杉本 2008）。

　磯崎らは情報理論におけるシャノンらのコミュ

ニケーションモデルを紹介しつつ，「情報の伝達

すなわち通信の目的を考えてみると，それは現実

の行動にしろ単にその通報を心に留めておくだけ

にせよ，その通信によって受信者に何らかの行為

を生起させることである」と述べている（磯崎新

アトリエ 1972，pp.138－139）。ネットワークに

よる通信を重視する磯崎らの理解は，やはりサイ

バネティクスと連続したものであることが窺える。

3.3　人間―機械系

　さらに磯崎らの構想は，人間と機械の複合する

システム，「人間―機械系」と表現されるシステ

ムを念頭においている。ポスト・ユニバーシティ・

パックにおいては，コンピューターによる様々な

システムを通信のネットワークによって連絡し複

合することによって，全体がネットワークで連結

された「都市頭脳」（タウンブレイン）が実現する。

磯崎らはサイボーグを引き合いに出し，フィード

バックモデルの図式を示しつつ，人間と機械との

混成によって実現される恒常性維持（ホメオスタ

シス）の自己調節システムを「人間―機械系」と

呼ぶ。

　磯崎らは往時のメディア論の思潮やコンピュー

タ技術の進展を踏まえ，都市を人間の頭脳（肉体）

に連続する技術的拡張と捉えて構想していた。「都

市頭脳による環境制御という総合的で巨大なプロ

ジェクトは，現代の人類がもちうる全く新しい機

械であり」，「現代における精神的イニシアチブは，

コンピューターの持つ超人間的レベルの計算能力

だけであるという事実に触発された想像力によっ

て作り出されたものである」（ibid., p.146）。

　コンピュータによる数的処理と生物の神経系の

メカニズムに着目し，それらを同一のものと見な

して記述することは，サイバネティクスの根幹を

成す。サイバネティクスの起源となった「神経活

動に内在する観念の論理的演算法」において，

ウォーレン・マカロックとウォルター・ピッツは

生物の神経系の活動と論理演算が形式として同じ

であることを主張した（McCulloch and Pitts 

1943）。神経活動が形式論理の演算であるならば，

神経系のネットワークは論理回路である。マカ

ロックとピッツの示した形式ニューロンのモデル

は，デジタルコンピュータによって計算可能なも

のであると考えられた。

　さらに都市頭脳は環境を制御しつつ，新たな日

常的環境（フィジカルエンバイラメント）を生成

し，それが人間の行為（アクティビティ）を作り

上げる。それは人間―機械系をメディアとした人

間と環境との動的な過程である。ポスト・ユニバー

シティ・パックでは，「メディアをレイアウトす

るということによって，そこに発生してくるアク

ティビティを記述できることになる」と磯崎らは

述べている（磯崎新アトリエ 1972，p.147）。

　都市頭脳によって制御されるフィジカルエンバ

イラメントを一つの総合的な人間―機械系と見な

すとき，そこにはホメオスタシスが形成される。

そしてその定常状態を出現させる環境の保護膜，

あるいはアクティビティの培養器となるものを，

磯崎らは「エンバイラメント・パッケージ」と名

付けた。エンバイラメント・パッケージは，内部

環境に人間―機械系のフィードバックを働かせる

ことでホメオスタシスを成立させながら，外部環

境からも影響を受けるオープンシステムなのであ

る。磯崎らはポスト・ユニバーシティ・パックを

「エンバイラメント・パッケージ」として構想し，

それらを制御するメディアの系が実在化したも
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の，すなわちハードウェアのコンポーネントの選

択と複合によって実現しようとしたが，このよう

な複雑なシステムを成立させるためにはコン

ピューターを備える必然性があった。

４　サイバネティクス都市と現代のスマートシティ

　前節までに確認したとおり，磯崎らの構想した

ポスト・ユニバーシティ・パックは情報技術を都

市に適用し，その複雑な機構をコンピュータに担

わせることによって，システムとして成立させる

モデルであった。それはフィードバックによる目

的論的な制御，それを支える通信のネットワーク，

コンピュータによる処理と生物の神経系とを複合

させ同一の機構として取り扱う人間―機械系への

志向など，サイバネティクスの本質的な諸要素に

基づいたものである。

　本節では，情報技術を援用した都市として今日

考えられているスマートシティと磯崎らの構想の

相同と相違を検討し，その観点から現代のスマー

トシティが有する展望を考察する。

　現在展望されているスマートシティの構想にお

いては，一般的にも個別具体的なプランにも，

フィードバックや制御といった表現を用いた直接

的な記述はほとんど見られない。他方，それらに

は「最適化」を目指した言及が散見される。たと

えば日本のいくつものスマートシティ・プロジェ

クトに関わる越塚は「スマートシティの目指す先」

のひとつとして「全体最適化」を挙げている（越

塚 2023，pp.164－165）。都市の課題における個

別最適化で満足するのではなく，ICTが特長とす

る情報のスケールメリットを生かした都市の全体

最適化に踏み出すことが重要である，と越塚は主

張している。

　コンピュータを用いた最適化は，フィードバッ

クと制御のテクノロジーによってもたらされる。

ある目的に向けて数値的な，コンピュータによっ

て計算可能な達成目標を設定し，ネガティブ・

フィードバックによる現状値と目標値の差の計算

から，現状を目標に近づける制御を行うメカニズ

ムは，サイバネティクスの中心にある目的論的機

構である。今日のスマートシティにおいて目指さ

れている最適化は，磯崎らがポスト・ユニバーシ

ティ・パックで構想したのと同様に，フィードバッ

クによる目的論的な制御によってもたらされる。

すなわちそれは，情報都市のシステムのメカニズ

ムと同じく，サイバネティクスに基づくものと

なっている。

　2000年代末以降現在に連なるスマートシティ

への関心は，当初より環境やエネルギーの問題解

決を目指すことにあった（内閣府 2023，p.9）。

環境・エネルギー分野は現在の政策においてもス

マートシティが解決すべき主要な課題の一つとさ

れており，現在ではサービスが様々に検討され，

実施されている。一方，ポスト・ユニバーシティ・

パックにおいても，こうした課題に対応するシス

テム（サービスネットワークモデル）として，た

とえば「公害監視システム」や「エネルギー制御

システム」のモデルが示されていた。あるいは，

「キャッシュレス・システム」や「自動検針シス

テム」，「医療相談システム」など，現代のスマー

トシティにおいて考案されているサービスと似

通ったものが多く提示されている。それらには

ファクシミリや電話回線の交換機など時代がかっ

た機器が組み合わされていたり，機器の性能や規

模に違いが見られたりはするものの，仕組み（機

構）は現代のスマートシティのサービスと根本的

に同じであるものが数多く示されている。このこ

とはまた，それらの個別のサービスにテクノロ

ジーを適用するあり方の前提に，コンピュータを

用いた最適化すなわち，サイバネティクスと同じ，

フィードバックによる制御が考えられているため

である。

　情報通信についても，スマートシティの展開に

おいて，その先端技術の開発が注目されている。

中尾彰宏（2023）は，次世代の通信技術である
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Beyond 5G/6Gのネットワークなどを「都市の相

互接続と共存進化を支えるサイバーインフラ」と

して紹介している。また，ローカル5Gネットワー

クやLPWA（低消費電力広域無線技術）などの最

新通信技術を用いた中尾の関わる実証実験を解説

している。越塚もまたBeyond 5G/6Gなどの最先

端通信技術を「スマートシティの技術背景」とし

て位置づけており，「UbicompやIoT，5G/6Gネッ

トワークといったものは，スマートシティの中で，

データや制御を交換するための技術とインフラ」

であると指摘する（越塚 2023，p.161）。

　通信の品質を表す指標（KPI）には通信速度，

遅延時間，接続端末数等が挙げられるが，次世代

通信は世代が一つ進むごとに１－２桁の性能が向

上するほどの成長を遂げ，超大容量・超低遅延・

超多数接続化が進んでいる。こうした次世代の通

信がスマートシティに要求されるのもまた，前述

のとおり，それがサイバネティクスに基づく設計

となっているためである。ある目的に向けた目標

値と現状値との差は，メッセージの通信によって

フィードバックされる。制御をより精確なものと

するためには，より多くのセンシングされたデー

タを絶え間なくフィードバックすることが目指さ

れる。

　たとえば，スマートシティに課題解決が求めら

れる大きな領域のひとつに，交通・モビリティの

分野がある。遠隔型の自動運転車（遠隔型自動運

転システム）は課題解決案としてよく示される手

段であり，実証実験も日本各地ですでに様々に行

われている。自動車の遠隔運転制御の場面におい

て，より高精度（すなわち大容量）のセンシング・

データやより高頻度（低遅延）のセンシングと操

作を実現する通信が求められることは言うまでも

ないことだろう。

　最後に，都市の発展過程とそのシステムが，ポ

スト・ユニバーシティ・パックと現代のスマート

シティにおいてそれぞれどのように構想されてい

るかを検討する。

　ポスト・ユニバーシティ・パックは，前節の冒

頭にも述べた通り，大学のもつ機構を都市に再編

成するものとして構想された。都市に住む人間に

とっての基本的な行動は，情報の受発信すなわち

学習であり，都市の中心施設では学習のための情

報が生産される。磯崎らは，情報テクノロジーの

発展によって都市住民にもたらされるものが学習

であることを念頭に，都市頭脳による人間―機械

系のパッケージを構想した。それは「広大な環境

を自然と都市頭脳の共同作用により制御するこ

と」を可能とする新しい道具であり，「人間と環

境とは人間―機械系を媒体にして，一つの」総合

的なシステムを作り上げると磯崎らは述べている

（磯崎新アトリエ 1972，p.146）。

　ポスト・ユニバーシティ・パックという情報都

市は，発展過程としてフィードバック機構を備え

た目的的な段階を経て，さらに様々なシステムを

通信によって連絡させた複合システムによって，

予測的行動を備えるとしている。磯崎らは「現段

階では，ここまで［注：予測的行動のレベル］を

タウンブレインを中心として構成し，その先は目

標として語ることを明確にしておく必要がある」と

しつつも，情報都市のこれより先の指導的理念は

学習機能となると述べる。そしてその理念の発展

的未来として，ある機構が故障した場合でも他の

機構を代用して目的に向かう自己組織性，さらに

より高次の目的のために与えられた目的を自分で

変更できるような進化物システムを予期している。

　他方，現代のスマートシティにおいては，すで

に多様で豊富な情報通信技術を活用した都市サー

ビスが構想され，また社会実装が進められている。

現在のスマートシティの開発は，各サービスの開

発に軸足を置いた段階を超え，その社会実装の方

法やエコシステムに主眼が置かれている（越塚 

2023，p.172）。この段階の目標を実現するに際

しては，スマートシティの取り組み全体の設計図

である「スマートシティアーキテクチャ」を構築

することと，スマートシティのシステムの基盤と
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なる「都市OS」が重要であるとされる。

　都市OSとはスマートシティにおける都市サー

ビスを実現するときに，共通的に必要となる機能

やデータをプラットフォームとして備えたもので

ある。これは多くのサービスやアプリケーション

が必要とする機能を共通化する仕組みであり，コ

ンピュータシステムにおけるOS（オペレーティ

ングシステム）と同様の役割を果たすものである。

ただし越塚によれば，都市OSはパーソナルコン

ピュータやスマートフォンのOSなどとは性質の

異なるもので，一度調達し設置すれば同じものと

して機能するのではなく，「その都市で提供され

るサービスと一体となり，またそれらのサービス

の発展に追従して，OS自体も変わるダイナミック

なシステム」であるとされる（ibid., p.174）。

　都市OSが備える機能の中心は都市データの共

有と連携である。都市の全体最適化や効率化，ダ

イバーシティの進展などを推進するためには，都

市の中にある様々なデータを利活用するための都

市OSの支援が不可欠であるとされている。この

ようなデータ駆動型社会のモデルとして，日本の

第５期科学技術基本計画においてはSociety 5.0

が提唱されており，スマートシティはその先行的

な実現の場であるとされている（内閣府 2023，

p.9）。Society 5.0は「すべての人とモノがつな

がり，様々な知識や情報が共有され，今までにな

い新たな価値を生み出すことで」社会における経

済発展と社会的課題の解決を目指すものである。

　今後のスマートシティの展開には，すべての人

とモノをつなげることで社会的な課題の解決を図

る，またサービスの発展に追従して基盤自体も変

更されるダイナミックなシステムを構成するなど

のエコシステムを形成することが重視されてい

る。これらは磯崎らの構想に鑑みれば，人間―機

械系，すなわち人と機械とを複合した平衡調節シ

ステムや，予測的行動や学習機能に続く未来とし

て予期されていたものと近しいものである。

　ただし，磯崎らはポスト・ユニバーシティ・パッ

クの空間について，「必ずしも生産性といった効

率の概念だけでは測定できないもので，あいまい

で未分化な行動や情報交換形態を包含している」

とも述べている（磯崎新アトリエ 1972，p.159）。

一方，現代のスマートシティは「高度に発達した

情報通信技術を用いることで，データの生成や蓄

積，複製，伝達，分析や解析」によって「世界中

のあらゆる人々に社会変革を実現するチャンスが

与えられている。現代では，データの力を利用し

て，地球規模の問題から，日常生活の課題解決に

至る，あらゆる問題解決に世界中が取り組んでい

る。」（越塚 2023，p.177）

　磯崎は後年，構想について「振り返ってみれば，

現在問題になっているような，パーソナルなレ

ヴェルまですべての情報をコントロールしてしま

うということを考えていた」と述べている（浅田・

磯崎2020，p.29）。

　Apple Watchで身体情報を全部送っている。

ああいった装置や生体認証で個人が認証できる

ようになったら，それが社会システムそのもの

になっていき（……）そういうものが作動して

いるのが都市だという定義になるんじゃないか

と思うんです。それが国家かどうかはわからな

い。この途中のところを誰かが乗っとれば，そ

れが国家になるというか，全体主義としてコン

トロールできるんじゃないか。（ibid., p.29）

　磯崎は「都市を支えるコンピューターが超大型

化し，これに樹状に端末がぶら下がるというシス

テム」となっていることを「錯誤」と論じ（オブ

リスト・磯崎2001，p.89），あるいは「これは結

局何の成果も出ないまま，空中分解してしまった」

（浅田・磯崎［1985］2020，p.36）と言及する

など，構想が都市の中央に超人工頭脳のような

スーパーコンピュータを想定していることについ

てたびたび自己批判的に論じている。さらに80

年代以降の今日的なネットワーク型のウェッブ世

62

サイバネティクスと現代のスマートシティ

―磯崎新〈ポスト・ユニバーシティ・パック〉を通じて� 葛西　翔



界に対し，構想の往時には70年代初頭の時代の

制約があったと述べている。

　一方で，フィードバックによって現状値を目標

に近づけるサイバネティクスの観点からすると，

磯崎の構想においても，クラウド・コンピューティ

ングによるネットワーク型の分散処理を想定して

いる現代のスマートシティにおいても，前述のよ

うなコントロールの機構は同様に見出される。基

盤となる都市OSがクラウド上に構築され，スマー

トシティを支える様々なシステムが分散型のネッ

トワークとして構成されても，その基底にはサイ

バネティクス的な制御のメカニズムが存在する。

　磯崎らは，情報技術が適用された都市において

は人間―機械系を媒体として都市頭脳が架構さ

れ，環境の制御とアクティビティの生成が行われ

ると考え，その概念的なモデルとしてポスト・ユ

ニバーシティ・パックを構想した。その中心的な

機構としてサイバネティクスのメカニズムを据え

た磯崎らの構想やモデルは，情報通信技術による

課題解決を掲げる現代のスマートシティを展望す

る上で，意義深い参照点になりうるものである。

５　結論

　本研究では情報技術による都市構想の端緒の事

例として，磯崎らによる〈ポスト・ユニバーシティ・

パック〉をその課題とともに取り上げ，その構想

がいかにサイバネティクスの諸概念に基づいてい

たかを検討した。磯崎らの構想は，単に高度に発

展したコンピュータ技術をまちづくりに取り入れ

たものではなく，1972年当時のテクノロジーの

発展段階においても，制御や通信，人間と機械の

複合により機能する系（人間―機械系）といった

サイバネティクスの思想に基づき，都市をデザイ

ンしたモデルであった。

　また本研究は，磯崎らの構想にあるサイバネ

ティクス的着想と，今日のスマートシティを構成

するシステムの諸要素との相同を考察した。両者

に共通するのは，ともにコンピュータを援用した

都市であることだけではない。スマートシティの

目指す全体最適化は，都市の諸要素をコンピュー

タによって計算された達成目標に近づける，目的

のある制御によって果たされる。現代のスマート

シティは，ポスト・ユニバーシティ・パックと同

様に，フィードバックによる目的論的な制御のメ

カニズムを有している。またその制御をより精確

に行うため，より多くのデータを絶え間なく

フィードバックする通信を実現することが目指さ

れている。

　さらに，現在のスマートシティの開発は，個別

のサービスを社会実装するだけでなく，社会実装

の方法や都市としてのエコシステムの形成を課題

とする段階にある。データ駆動型社会では，経済

発展や社会的課題の解決を図るため，コンピュー

タによってすべての人とモノをつなげるシステム

が構想されている。そのようにして様々な知識や

情報を共有し，新たな価値を生み出す都市の基盤

システムとして，スマートシティには都市OSを

導入することが目指されている。スマートシティ

とポスト・ユニバーシティ・パックは，ともに人・

社会と機械を融合させる，すなわち人間と機械と

の複合によって構成される制御の系である。ポス

ト・ユニバーシティ・パックの生み出そうとした

都市頭脳という新たな機械のメカニズムは，現代

のスマートシティにおいて，都市OSとして実現

されようとしている。

　磯崎はポスト・ユニバーシティ・パックを発表

する以前，1967年の論考において，未来の都市は

コンピュータに連結されたシステム・モデルとし

て再編成されると主張している。都市を構成する

システムの解析はコンピュータによってなされ，

都市空間の論理はサイバネティクスによって支え

られる（磯 崎［1967］2017，pp.417－420）。 磯

崎の考えた未来の都市，すなわちポスト・ユニバー

シティ・パックと，現代のスマートシティに通底

する思想と技術は，サイバネティクスとコン

63

社会情報学　第14巻２号　2025



ピュータである。今後のスマートシティ構想を考

察する上では，コンピュータだけでなくサイバネ

ティクスにも目を向けなければならない。スマー

トシティを構成する中心的な機構は，それらがも

たらす機械と人・社会とが混成するシステムへの

制御なのである。

　最後に，本研究に残された課題について述べる。

今後のスマートシティを展望する上で，その倫理

的設計の議論は避けがたい。磯崎らの構想は，都

市に住む人間の基本的な行動が学習になると見定

め，大学の持つ機能を都市に再編成する，あるい

は大学が都市と合体するものであった。また，都

市頭脳がもたらす環境の制御によって，人間のア

クティビティが生み出されるという，磯崎らの明

確な主張が反映されていた。

　他方，研究目的の節でも述べたように，現代の

スマートシティのテクノロジーは，人間のアク

ティビティも監視を行い，制御する対象として相

対化する。人や社会を含む系に展開される種々の

サービスを都市としてまとめ上げることは，サイ

バネティクスの観点からすれば，様々な制御の（サ

ブ）システムを連結し，計算可能すなわち制御可

能な領域を，人や社会をも含みこみ，都市の中に

広げていくことにほかならない。人や社会が制御

の対象として念頭に置かれている以上，公平性や

包摂性，透明性やプライバシーの確保といった都

市の倫理に関する議論を深めなければならない。

　機械と人・社会によって混成されるサイバネ

ティックなシステムにおいて，そこに働く制御の

倫理的な設計は重要な論点である。河島茂生

（2020）は人間と機械とに等しく働く制御の理

論であるサイバネティクスから派生しつつも，人

間と機械との同質性のみならずそれらの異質性に

も着目するセカンド・オーダー・サイバネティク

スの理論が，その議論の根幹になりうることを提

唱している。スマートシティの倫理に関する議論

においてもまた，都市の実践に（ファースト・オー

ダーの）サイバネティクスが存することを踏まえ

つつ，セカンド・オーダーの理論を参照した検討

を行うべきである。

注
（１）「スマートシティ」の概念には統一的な定

義がないこと，またそのことが学術的な観

点からの批判を難しくしていることは

Rönkkö et al.（2018） やKrivý（2018）

などにおいて指摘されている。鶴指他

（2023）は国際機関や世界の各国政府の

スマートシティの定義を整理し，スマート

シティの定義は各々の国や主体によっても

また一様ではないものの，実現する「目的」

とそのための「手段」を要素とする構造が

共通していることを明らかにしている。本

研究はこれらの議論を参照しつつ，情報技

術を援用した都市であり，またその実施主

体によって「スマートシティ」と名指され

ている構想をスマートシティとして論じる。

（２）佐幸（2023）の原文は「コンピュータ・

エディテッド・シティ」となっているが，

これはおそらく誤記である。また「今から

30年ほど前」のアイディアとされている

が，磯崎らの構想は発表ののちに改題され

た経緯があり，当初の〈ポスト・ユニバー

シティ・パック〉の初出は1972年である。 

（３）サイバネティクス研究のこうした主張の誤

解によって，人間や社会をあまりにも機械

論的に捉えすぎているという批判がある。

たとえば同じ研究の流れから生まれたシャ

ノン＝ウィーバーのコミュニケーションモ

デルは，社会学的な視座と実効性を持つも

のとして誤読され，不毛な人間機械論のイ

メージを伝播してしまったとされる（チェ

ン 2012）。こうした初期サイバネティク

スの難点を乗り越えるために生まれたの

が，二次観察という特権的な能力に着目す

るセカンド・オーダー・サイバネティクス
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である。

（４）ドゥルーズの“les sociétés de contrôle”

（the societies of control）は日本語では

「管理社会」が定訳である。一方，工学に

おける“control”の語の一般的な訳語は「制

御」であり，サイバネティクスの領域でも

これは同様である。訳語を「管理」として

しまうとトップダウン型の一元管理的な権

力図式を想起させるため，またcontrolが

産業技術の発達に連なる概念であることを

強調するため，本研究では北野（2014）

の主張に倣い，「制御社会」の表現を用いる。 

（５）丹下も「日本列島の将来像―東海道メガ

ロポリスの形成」において，「フィード―バッ

ク」 の 語 を 用 い て い る（丹 下［1970］

2011，p.79）。これは都市の有機体構成が

必然的に高度化することを念頭におきなが

ら，その長期的な見通しにしたがって「短

期・長期の行ったり来たりをくり返し」な

がら将来像を描くことを指したものであ

る。丹下はこの論考において制御機構の重

視を主張しており，「成長と変化の過程で

均衡を維持するシステムとメカニズムを研

究し開発してゆくことも，一つの大きな目

標となる」とも述べている。したがって丹

下の言及もまた，目的論的機構が備える

フィードバックの概念を想定している可能

性がある。ただし，この論考の力点が磯崎

ならびに本研究が議論の対象とする，都市

におけるフィードバックのモデルではなく，

あくまでそのコミュニケーションを支える

インフラストラクチャーの構造の変革にあ

ることは，論考全体を通して確認できる。

（６）たとえば情報理論におけるエントロピーの

概念を「カントロピー」と「シントロピー」

という量に置き換えたり，「行動，目的，

目的論」においてローゼンブリュートと

ウィーナー，ジュリアン・ビゲロウが示し

た図式の一部の項目を書き換えたりといっ

た変更がなされている。しかし，これらの

独自の解釈はサイバネティクスの諸概念を

現実の都市に応用するためのものであり，

本来のサイバネティクスの論じ方と根本的

に相反するものではない。 

（７）本研究には「メディア」と「メディウム」

の表記が混在しているが，参照している文

献の記述に合わせたものとしている。磯崎

らの構想において，これらは本質的に等し

い概念である。
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要　約

　本研究ではコロナ禍における大学生のSNS利用と精神的健康の関係を究明するため，コロナ禍初期の

横断調査（研究１），中盤期と終盤期の縦断調査（研究２）で検討した。研究１では2020年６月に679

名の大学生を対象とした調査により，精神的健康（幸福感），情緒不安傾向，感染対策行動，SNS利用

状況を測定した。重回帰分析の結果，男女ともにInstagram使用時間から幸福感への正の効果が有意で

あった。そして，SNS利用とそこで得られたソーシャルサポートがいかに精神的健康と結びつくのかに

ついて，研究２ではソーシャルサポートネットワーク（SSNs）の媒介効果を含めて検討した。2022年

５月と2023年５月に実施した大学生530名のパネルデータを，SNS利用状況やSSNs，幸福感に関する
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掲載決定：2025年７月31日
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交差遅れ効果モデルで男女別に分析した結果，以下のことが示された。男性ではLINE投稿頻度が直接

幸福感を高めると共に，付き合いのある相手一人あたりの親密度を高めていた。女性ではInstagram使

用時間がSSNsの人数は減らすものの，相手との親密度や会う頻度を高めていた。一方で，もともと相

手と会う頻度や親密度が高い女性では，InstagramとLINEの使用時間が減少していた。コロナ禍におい

て特に2022年のようなまだ制限の多い時期には，男性はLINE，女性はInstagramを利用することで，

規制が緩和された後での対面による親密な対人関係を維持し，精神的健康を維持していたことが示唆さ

れた。

Abstract

　In order to investigate the relationships between social media use and mental health among 

university students in Japan during the COVID-19 pandemic, we conducted a cross-sectional 

survey （Study 1） in the early stage of the pandemic and a longitudinal survey （Study 2） in the 

middle and late stage. Study 1 measured mental health （subjective well-being [SWB]）, emotional 

anxiety tendency, prevention behavior toward COVID-19, and social media use through a survey 

conducted in June 2020 with 679 university students. Multiple regression analysis revealed a 

significant positive effect of time spent on Instagram on SWB for both male and female students. 

Study 2 examined whether social media use and social support from it will be related to SWB, 

including the mediating effects of social support networks （SSNs）. We analyzed data from 530 

university students through panel surveys conducted in May 2022 and May 2023 by using cross-

lagged effect model and found the following results based on the multi-population analysis on 

genders. In terms of male students, their posting frequency on LINE not only directly improved 

their SWB, but also increased their intimacy toward per friend that they connected with. In terms 

of female students, their time spent on Instagram decreased the number of SSNs, but increased 

their intimacy and frequency of meeting with their friends. On the other hand, female students 

with higher frequency of meeting and intimacy with friends decreased their time spent on 

Instagram and LINE. These results suggested that in the period with restrictions in 2022, LINE use 

would be helpful for male students, while Instagram use would be helpful for female students in 

maintaining mental health by increasing intimate interpersonal relationships through face-to-face 

communication.
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はじめに

　大学生のインターネット・リテラシーは対面で

の社会的スキルとも相互に関連し合っており，大

学生の対面，オンラインでの対人関係は連動して

いると指摘されている（叶ほか，2016）。一方で，

SNSを用いた対人関係は対面での交流の代わりに

はならず，不適切な利用や社会的比較による精神

的健康への負の影響も懸念されている（Verduyn 

et al., 2017; 叶，2019）。

　新型コロナウィルス感染症が流行した期間（以

降「コロナ禍」），人々は一時的に対面での交流が

制限され，それをオンラインで代替する動きが各

所で見られた。2020年春から2022年春までで，

特に大学１年生で「オンライン授業が中心である」

と回答した割合は，いずれの年でも85％を超え

ている（福沢・叶，2024）。2020年７月の調査

では，60.2％の大学生が「SNSを見たり投稿する」

行動がコロナ禍になって増えたと回答しており

（ニッセイ基礎研究所，2020），大学生が，制限

された対面での交流を補うようにSNS利用を増や

したことが伺える。しかしSNS利用は対面での交

流の完全な代替手段にはなり得ず，2020年の調

査では，大学生活にある程度満足していると答え

た割合が，特に１年生において前年の同学年と比

べ３割以上下降していた（全国大学生活協同連合

会，2021）。対面での交流ができないことへの不

満感が主な原因と考えられる。

　コロナ禍における対面での交流制限が，SNSの

使用状況に少なからず変化を与えたこと，また

SNSの種類や使用状況，調査時の情勢によって，

SNS使用と精神的健康との関連が異なることが，

複数の先行研究で示されている。Ye and Ho 

（2023）では，2019年の調査では大学生はXか

ら情緒的サポートを得ることはなかったが，

2020年の調査では，大学生のXによるソーシャル

サポートが2019年調査より増えており，大学生

が一部の情緒的サポートをXから得られるように

なったことが示されている。しかし同2020年の

調査において，大学生がXから得たソーシャルサ

ポートと幸福感の関係が弱いことや，Xでのネッ

トワークへの満足度と幸福感の負の関連が示され

ている。

　また，2021年の調査では，LINEとXを使用し

ている人の幸福感が，LINE，X，Instagramを使

用している人や，LINEとInstagramを使用してい

る人よりも低いことが示されている（Ye et al., 

2023; Ye & Ho, 2024）。こうした知見の違いは

SNSの種類によるものと考えられる。すなわち，

Instagramでは既知の相手と親密な交流ができる

のに対して，Xは視覚的匿名性が高く情緒的サ

ポートが得られにくいため，LINEとXのみを使

用するパターンでは精神的健康が損なわれる可能

性があると指摘されている（Ye et al., 2023; Ye 

& Ho, 2024）。また，2021年５月と2022年５月

に行われた縦断調査でも（Ye & Ho, 2025），女

性でのみInstagram使用時間が幸福感を高める傾

向が見られた。なお，Xのみの利用は幸福感の低

下と結びつく可能性が横断的研究で指摘され

（e.g., Ye et al., 2023），縦断調査では，X使用

が幸福感を低下させるのではなく，低い幸福感が

Xでの頻繁な投稿につながるという因果関係が示

された（Ye & Ho, 2025）。

　これらの研究では，SNS利用と精神的健康の関

係が利用するSNSのパターンや性別によって異な

ることが示唆されている。上記の先行研究は

2020年から2022年まで，コロナ禍初期から中盤

期と言える時期の知見であり，それ以降も含めて

縦断的に検討された知見はまだ少ない。SNSの種

類によって精神的健康との関連が異なることが示

唆されているため，コロナ禍の異なる時期におけ

る詳細な検討が必要と考えられる。更に，先行研

究ではSNS利用と精神的健康の２変数間の関連は

縦断的に検討されているが（Ye & Ho, 2025），

両者の関係を媒介する要因などについてはまだ明

らかになっていない。コロナ禍のような特殊な時
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勢でのSNS利用と精神的健康との関連をより全面

的に理解するためには，SNSの種類ごとに，その

利用状況や利用がもたらす対人関係や精神的健康

への影響について，時勢の影響を加味した長期的

な検討が必要である。そこで本研究では，コロナ

禍初期と言える2020年の横断調査（研究１），コ

ロナ禍中盤期と言える2022年とコロナ禍終盤期

と言える2023年の縦断調査（研究２）の結果を

分析し，それぞれの時期における大学生のSNS利

用とそこから得られるソーシャルサポート，およ

び精神的健康の関連について検討する。

　本研究の新たな点は第一に，コロナ禍初期にお

いて大学生がいかに精神的健康を保っていたの

か，また精神的健康が保てる者と保てない者との

差について，感染対策の厳密さや，対策の一環と

してのSNS利用という点から検討することであ

る。そのため，研究１の横断調査は，第１回の緊

急事態宣言が解除された直後の2020年６月中上

旬に行われた。全国の大学でオンライン授業が開

始され，対面の交流をオンライン授業やSNSで代

用することが，感染対策の一環となり始めていた

時期である。山内ほか（2024）の縦断調査では，

大学生の不安感や抑うつが2020年４月よりも同

年９月に高まり，2021年４月に元の水準まで低

下したことが示された。制限のある生活が長期化

する中で不安感や抑うつが高まり，その後の順応

によって元の水準に戻ったと考察されている。ま

た，2020年４～５月の日本における調査でも，

適切な感染対策を取らない者ほど抑うつや不安感

が高いことも指摘されている（Stickley et al., 

2020）。不安が高まりやすい2020年前半におい

て，SNSでの代用を含めた適切な感染対策を行っ

ていた者は，精神的健康を維持できていた，とも

言い換えられる。そのため研究１では，感染対策

を行っている度合いの高低で分析対象者をクラス

ターに分類し，精神的健康状態とSNSの使用状況

に関する特徴を比較する。

　第二に，コロナ禍におけるSNS利用と精神的健

康がいかに相互に影響し合うのかについて，ソー

シャルサポートネットワーク（以下，SSNs）を

媒介要因とし，社会的情勢も加味して縦断的に検

討する点である。SSNsとは，道具的，情緒的サポー

トを与えてくれる社会的関係と定義され（e.g., 

星・桜井，2012），量や規模といった構造的側面

と，サポートの種類といった機能的側面を含む概

念である。研究２では，コロナ禍中盤期，終盤期

におけるSNS利用，SSNs，精神的健康の相互影

響について縦断調査で検討する。

　SNSの種類として，20代で特に利用率が高い

LINE，X，Instagram（総務省情報通信政策研究

所，2024）に着目する。SNSの種類による最も

大きな違いは，繋がっている相手や得られるサ

ポートだと考えられる。Xの利用目的として情報

収集の次に多いのが，「ネット上の友人・知人と

のコミュニケーション」「リアルな友人・知人と

のコミュニケーション」（マイボイスコム株式会

社，2020）であったが，Instagramでは，有名人

等や友人・知人の投稿の閲覧，情報収集の次に，

友人・知人とのコミュニケーションが多いことが

示 さ れ て い る（マ イ ボ イ ス コ ム 株 式 会 社，

2019）。InstagramではXほど，ネット上での友

人知人とやり取りをすることはないと言える。

LINE，X，Instagramでは，それぞれ繋がってい

る人が異なると考えられるため，そこで得られる

ソーシャルサポートや，それらによる精神的健康

との関係を比較検討する。

１　研究１

　研究１では2020年６月の横断調査の結果をもと

に，コロナ禍初期の大学生の行動と精神的健康の

関連を検討する。この時期は，特に不安感が高ま

りやすいと指摘されている（山内ほか，2024）。

また，感染対策の厳密さには個人差があり，適切

な感染対策を取らない者ほど精神的健康状態が悪

いことも指摘されている（Stickley et al., 2020）。
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本研究では，この時期の感染対策行動を取る頻度

をもとに，大学生をクラスターに分類する。クラ

スターごとにSNS利用状況や精神的健康を比較す

ることで，コロナ禍初期にはどのような行動が精

神的健康に結びついていたのかを検討する。

1.1　方法

1.1.1　調査協力者

　調査はSurvey Monkeyを用いて2020年６月上

旬～下旬に行われた。大学内のメーリングリスト

や他大学の教員の協力を得て調査対象者を広範囲

で募集した。調査実施の際，調査協力者には書面

にて，調査の目的，調査方法，データの保管方法

の他，調査への回答は任意であり，調査のどの段

階でも調査への協力を撤回できることを説明し，

個人情報の保護や研究成果の公表に関する書面説

明を行った。同意できる場合のみ，同意書への記

入の上で回答を行ってもらうよう促した。回答に

不備のあった者を除いた679名（男性339名・女

性335名・その他５名，平均年齢20.23歳・SD＝

1.45）を分析対象者とした。

1.1.2　調査項目

　以下の調査項目を用いて測定した。リッカート

法の尺度は，全て１．全く当てはまらない～５．

非常に当てはまる，で測定した。

　Part A　性別，年齢 ・学年等のほか，健康危

機意識，情緒不安傾向を測定した。健康危機意識

は，山内ほか（2009）の尺度（項目例「自分の

健康について心配している」）を用いた。情緒不

安傾向は，清水・今榮（1981）の尺度（項目例「自

分の感情が何なのか混乱してしまうことがある」）

で測定した。

　Part B　i）感染対策行動：「あなたが新型コロ

ナウイルスに対する不安を解消するために行って

いること，新型コロナウイルスに関する感染予防

の対策について，最も当てはまるものを選んでく

ださい」と尋ね17項目で測定した。ii）幸福感：
伊藤ほか（2003）の主観的幸福感尺度で測定した。

　Part C　i）SNS使用状況：LINE，X，Instagram

等の使用状況（１日当たりの使用時間，投稿頻度）

について測定した。それぞれのSNSに対し，使用時

間は，０．使用しない～７．12時間以上，で測定し，

投稿頻度は，０．使用しない～５．ほぼ毎日，で測

定した。分析の際は，使用時間，投稿頻度は月換

算の値を使用した。ii）SNSの使用目的：「あなたは

どの目的で以下のSNSを使用していますか？」と尋

ね，それぞれのSNSに関して「自分の楽しみのため」

「心的支えのため」「対人関係を維持するため」「気

軽に発言できるため」「ストレス発散のため」「親密

な関係を築くため」の７項目を複数回答（回答あり

＝１，回答なし＝０）で測定した。iii）SNS投稿内容：
「あなたはどのような内容を以下のSNSに投稿して

いますか？」と尋ね，それぞれのSNSについて「共

通趣味」「友人や自分の充実した生活」「写真や動画」

「友人同士のリプライ」「日常の友人関係」「レポー

トや成績」「新型コロナに関する情報」「新型コロナ

に関する不安感情」から複数回答（回答あり＝１，

回答なし＝０）を求めた。

1.2　結果と考察

　分析には，SPSS（ver 29）を使用した。健康

危機意識（α＝.85），情緒不安傾向（α＝.89），

幸福感（α＝.88）は，いずれも信頼性係数が十

分に高かったため，加算して得点を算出した。感

染対策行動17項目に関して最尤法プロマックス

回転で因子分析を行ったところ，５因子が抽出さ

れた。第１因子は，「人がたくさん集まっている

場所には行かないようにしている」といった項目

の負荷が高かったため，感染対策と命名した。第

２因子は，「身体を動かす」「良い睡眠をとる」と

いった項目の負荷が高かったため，健康維持と命

名した。第３因子は，「常に接触する相手を意識し，

メモしている」といった項目の負荷が高かったた

め，接触意識と命名した。第４因子は，「Xや

Instagram，Facebook，LINEで関連情報を閲覧

する」「より多くの正しい情報収集を行うように
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している」といった項目であったため，情報収集

と命名した。第５因子は「家でドラマや映画を見

る」「新型コロナウイルスに関する情報を見ずに，

他のことに没頭する」といった項目であったため，

気晴らしと命名した。更に，SNSの使用目的に関

するカテゴリカル因子分析の結果，いずれのSNS

に関しても６項目は１因子構造であった。そのた

め６項目を合計し，情緒的サポート得点とした。

　表－１に，幸福感を従属変数とした重回帰分析

の結果をまとめた。分析の際，Instagram，Xと

もに「使用しない」と回答した者は対象に入れな

いこととしたため，分析対象者は437名（男性

186名・女性251名）であった。男女ともに，情

緒不安傾向による負の効果，Instagram使用時間

と健康維持による正の効果が有意（男性の健康維

持は有意傾向）であった。また女性では，健康危

機意識による負の効果，健康維持による正の効果

が有意であった。当時の大学生において，一部の

感染対策行動や一部のSNS利用は精神的健康を促

進するものであったことが示唆される。

　しかし，どのような感染対策やSNS利用の組み

合わせがコロナ禍初期での適応に結びついていた

のか，重回帰分析の結果のみでは十分に推測し得

ないと考えられる。そこで，感染対策，健康維持，

接触意識，情報収集，気晴らしの得点の高低に関

してクラスター分析（k-mean法）を行った（2）。

２～４クラスター解を探索的に分析した結果，３

クラスター解が最も解釈可能であり，各クラス

ターが特徴的な行動傾向を示していたため３クラ

スター解を採用した。一要因参加者間要因の分散

分析を用いて，各変数の得点をクラスターごとに

比較した結果を表－２にまとめた。

表－２．クラスターごとの各変数の平均値と分散分析の結果
クラスター1 クラスター2 クラスター3 F 大小関係

(N=179) (N=207) (N=288)
年齢 20.34 19.86 20.43 10.06 ** 1=3>2
健康危機意識 53.66 45.93 47.61 32.89 ** 1>2=3
幸福感 50.31 43.05 50.04 35.87 ** 1=3>2
情緒不安傾向 31.92 32.20 28.93 8.69 ** 1=2>3
感染対策 4.48 3.98 4.18 27.92 ** 1>3>2
健康維持 3.69 2.12 3.52 235.76 ** 1=3>2
接触意識 3.15 1.48 1.40 549.90 ** 1>2=3
情報収集 3.99 3.01 3.84 76.02 ** 1=3>2
気晴らし 3.41 2.17 3.26 141.43 ** 1=3>2
X使用時間 77.77 81.45 70.31 1.36
X投稿頻度 13.32 15.85 12.80 3.40 * 2>3
X情緒的サポート 2.06 2.02 1.80 1.61
LINE使用時間 49.44 46.96 42.29 1.59
LINE投稿頻度 24.89 23.35 25.70 3.87 * 3>2
LINE情緒的サポート 0.15 0.03 0.03 7.59 ** 1>2=3
Instagram使用時間 40.22 23.77 32.29 7.49 ** 1>2
Instagram投稿頻度 5.97 3.32 4.98 4.45 * 1>2
Instagram情緒的サポート 1.27 0.85 1.06 5.68 ** 1>2
Note :†p <.10; * p <.05; **p <.01.

表－1．幸福感を従属変数とした重回帰分析

性別 .03
年齢 -.02 -.03 -.01
健康危機意識 -.06 .00 -.14 *
情緒不安傾向 -.43 ** -.53 ** -.34 **
感染対策 -.04 -.08 .02
健康維持 .18 ** .14 † .21 **
接触意識 .11 * .12 † .09
情報収集 .14 ** .10 .20 **
気晴らし .03 .02 .06
X使用時間 -.11 * -.11 -.12 †
X投稿頻度 .01 .03 -.04
X情緒的サポート .03 .04 .03
LINE使用時間 .00 -.09 .02
LINE投稿頻度 .06 .12 † .00
LINE情緒的サポート -.05 -.11 .04
Ins使用時間 .17 ** .27 ** .14 *
Ins投稿頻度 .10 * .13 † .08
Ins情緒的サポート .00 -.01 -.01
R .61 .65 .60
R² .37 ** .42 ** .36 **
Adjusted R² .34 .36 .32

全体
(N=679)

男性
(N=339)

女性
(N=335)

Note : †p <.10; * p <.05; **p <.01.
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　また，SNSへの投稿内容に関して，クラスター

間で回答率に有意差が出た項目についてのみ報告

する。Xでのレポートや成績に関する投稿（χ2
（2）

＝9.69，p＜.01），自虐的ツイート（χ2
（2）＝7.63，

p＜.05），LINEでの自虐的投稿（χ2
（2）＝7.84，p

＜.05）が，クラスター２で回答ありの者がそれぞ

れ27.1％，29％，9.2％で，クラスター１（16.2％；

18.4％；3.9％），クラスター３（17.0％；20.1％；

3.8％）よりも多かった。逆に，Instagramでの共

通趣味（χ2
（2）＝11.20，p＜.01），友人や自分の充

実した生活（χ2
（2）＝14.59，p＜.01），写真や動画

（χ2
（2）＝11.90，p＜.01），友人同士のリプライ（χ2

（2）

＝11.52，p＜.01）が，クラスター２（18.4％；

21.7％；30.9％；7.2％）で，クラスター１（31.8％；

36.9％；41.9％；18.4％），３（29.9％；36.5％；

46.2％；15.6％）より低かった。LINEでの，友人

や自分の充実した生活（χ2
（2）＝12.35，p＜.01），

コロナに関する投稿（χ2
（2）＝6.08，p＜.05），コロ

ナに関する不安の投稿（χ2
（2）＝7.25，p＜.05）は，

クラスター１で回答ありの者がそれぞれ40.2％，

12.3％，8.9％であり，クラスター２（23.7％；7.7％；

5.8％），クラスター３（33.3％；5.9％；3.1％）よ

りも多かった。

1.2.1　クラスターごとの特徴

　前述の分散分析，χ2検定の結果をふまえ，各

クラスターの特徴を以下にまとめる。クラスター

１では全ての側面の感染対策行動の頻度，健康危

機意識，Instagramの使用時間と投稿頻度，LINE

とInstagramから情緒的サポートを得たいと考え

る傾向が全て高かった。投稿内容に関しては，

LINEやInstagramで自分や友人との充実した生活

について投稿し，Instagramで写真や動画の投稿

や友人へのリプライをする人の率がクラスター２

と比較して高かった。このクラスター１はポジ

ティブな投稿も多いが，コロナに関する話題やコ

ロナへの不安をLINEで投稿する人の割合も，他

のクラスターより高かった。そして，幸福感はク

ラスター３と同程度に高いが，情緒不安傾向もク

ラスター２と同等に高かった。

　感染対策行動のうち「接触意識」は，「接触し

た相手のことをメモしておく」などであり，クラ

スター１のみ中央値よりも高かった。まとめると

クラスター１は，健康危機意識が高く，接触した

相手のことをメモするなど，やや神経質な行動も

含めて感染対策を厳密に行う傾向があり，コロナ

に関する不安の投稿も多かった。こうした神経質

さがあり情緒不安傾向も高いが，一方でこのクラ

スターの人々は，InstagramやLINEといった親し

い人とのつながりを保ちやすいツール（Ye & 

Ho, 2024）を多用しているため，そのことが高

い幸福感に結びついていた可能性が考えられる。

　クラスター２は，全ての感染対策行動を他のク

ラスターよりも行わず，健康危機意識が低く，

Instagramの使用時間と投稿頻度，LINE投稿頻度

が低いため，クラスター１と逆の特徴を持つと言

える。また，Xの投稿頻度が高く，使用時間も有

意差はないが最も高い値であった。投稿内容に関

しても，LINEやInstagramで自分や友人の充実し

た生活について投稿する人やInstagramで友人と

のリプライを行う割合が他のクラスターよりも低

いことが示された。福沢・叶（2024）でも指摘

されているように，友人とのコミュニケーション

目的以外でXを多用する大学生の精神的健康状態

は適応的ではないと言える。

　クラスター３は，幸福感がクラスター１と同等

に高く情緒不安傾向が最も低いため，最も適応的

な精神的健康状態である。このクラスターは，健

康危機意識がクラスター２並に低く，また健康維

持，情報収集，気晴らしはクラスター１と同等に

行うが，感染対策や接触意識はクラスター１ほど

行わない様子が見受けられた。クラスター１ほど

神経質な感染対策を行わず，健康維持や情報収集，

気晴らしなど，肯定的な精神状態につながりそう

な行動を選んで行っていたためと考えられる。

Instagramの投稿頻度，使用時間はクラスター１

と２の中間の値であり，LINE投稿頻度が最も高
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い。投稿内容に関しても，クラスター１と同様，

Instagramでの友人とのリプライや，充実した生

活に関する投稿，写真や動画の投稿を行っている。

このクラスターの者は対面での交流を補足するた

めにLINEやInstagramを頻繁に利用しながら，適

度な感染対策をすることにより精神的健康を維持

できていた可能性が示された。

　これらのことから，コロナ禍初期には，神経質

になりすぎない適度な感染対策をするとともに，

InstagramやLINEを用いて親しい人とのつながり

を保つことが，良い精神的健康につながっていた

ことが示唆された。厳しい制限があり対面による

コミュニケーションが難しい状況では，親しい人

とのつながりを保つためにSNSを使用し，ある程

度のソーシャルサポートを得ることが，精神的健

康の維持につながると考えられる。一方，Xの投

稿頻度が最も高く，LINEやInstagramから情緒的

サポートを求めないクラスター２の精神的健康状

態が最も悪かったことから，匿名性の高いXから

は特に情緒的なソーシャルサポートを得ることが

難しいため，良い精神的健康状態とは結びつかな

いことが示唆された。

　しかし，Instagramを多用していたクラスター

１は，幸福感は高いものの情緒不安傾向も高く，

また全体の重回帰分析でも，LINEやInstagramか

ら情緒的サポートを得たいと考えている度合いと

幸福感には有意な関連は見られなかった（表－１）。

研究１で尋ねたのは情緒的サポートを「求める度

合い」であり，実際に情緒的サポートを得られて

いるかは定かではないためであると考えられる。

InstagramやLINEなどが，実際に情緒的サポート

を得るためのツールになっているのかについて

は，長期的に検討する必要がある。そこで研究２

では，各SNSの使用が，実際にSSNsの構築や幸

福感に結びつくのかについて縦断的に検討する。

２　研究２

　研究２では研究１の結果をふまえ，SNS利用が

実際にSSNsの構築につながり，それが幸福感の

向上に結びつくのかについて縦断的に検討する。

2020年以降，関東地域では2021年までに４度の

緊急事態宣言が出され，２度のまん延防止重点措

置が実施された。しかし，最後のまん延防止重点

措置が終了した2022年３月以降はこうした制限

は実施されておらず，同５月には「３年ぶりの行

動制限のないゴールデンウィーク」といった言葉

が報道され，外国人観光客の受け入れが段階的に

再開されるなど，緩和の方向に進んでいた。

2023年５月に新型コロナウィルス感染症の分類

が５類に変更となってからは，より一層，コロナ

禍前の社会生活に戻す取り組みが各所で見られ

た。コロナ禍前に戻そうとする期間には，SNSに

使う時間は減り，対面による交流が多くなると考

えられる。このような時期に対面でのSSNsを増

やしつつSNS利用を減らすことが，規制緩和後の

幸福感の向上につながる可能性がある。規制が緩

和しつつある期間における変化を検討するため，

本研究では，2022年５月と2023年５月に行われ

た調査のパネルデータを分析し，大学生のSNS使

用状況とSSNs，および幸福感との関連について

縦断的に検討する。

　先行研究では，SSNsの数の少なさが，必ずし

も精神的健康状態の悪化を招くわけではないこと

が指摘されている。人間関係の拡大を希求するか

否かには個人差があり，今ある狭くて親しい人間

関係を維持したい「維持型」の人々では，居心地

の良いグループの割合が幸福感に結びついていた

（内田ほか，2012）。LINEなどのクローズドな

SNSの利用は，SSNsの人数を増やすことはなく

ても，利用者たちの幸福感は下がらない可能性が

ある。従って研究２では，SSNsの種類として，

人数といった量に関する側面だけではなく，「相

手との親密度」「相手と会う頻度」といった側面
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も扱う。更に，SNSの使用状況には男女差がある

ことが指摘されているため，本研究では男女別の

分析を行う。

2.1　方法

2.1.1　調査協力者

　本研究は第二著者が代表者とするプロジェクト

の一環として行われた。プロジェクトでは2021年

５月～2023年５月の間，毎年主に関東地域の大学

に所属する学生を対象に調査を行った。２年目以

降は，前年の継続調査の他，新規の調査依頼も実

施している。そのうち，毎年継続して調査に回答

した人のデータをパネルデータとして使用してい

る。なお，本研究で取り上げたSSNsは2021年に

は測定せず，2022年と2023年で測定された。こ

こでは便宜上全体のプロジェクトに合わせて，

2022年 をT2，2023年 をT3と す る（3）。 調 査 は

Survey Monkeyを用いて行われ，大学内のメーリ

ングリストや他大学の教員の協力を得て調査対象

者を広範囲で募集した。調査の際，調査協力者に

は書面にて，調査の目的，調査方法，データの保

管方法の他，調査への回答は任意であり，調査の

どの段階でも調査への協力を撤回できることを説

明し，個人情報の保護や研究成果の公表に関する

書面説明を行った。同意できる場合のみ，同意書

への記入の上で回答を行ってもらうよう促した。

2.1.2　調査項目

　Part A　性別，年齢 ・学年等を測定した。

　Part B　研究１と同じ尺度を用いて，各SNSの

使用時間と投稿頻度を測定した。

　Part C　１）SSNs：「直近３か月間で，あなた

がよく会ったり，頻繁に連絡を取ったりしている

人を最大10人まで思いつくだけ挙げてくださ

い。」と尋ね，それぞれの人と直接会う頻度（１．

オンラインのみ～６．ほぼ毎日），相手との親密

さ（１．全く親しくない～５．非常に親しい）な

どを尋ねた。２）幸福感：研究１と同様伊藤ら

（2003）の主観的幸福感尺度で測定した。

2.1.3　因果関係の分析方法概要

　概念モデル　本研究では，図－１に示す概念モ

デルを検討した。すなわち，大学生のSNS使用状

況（LINE，X，Instagramの使用時間・投稿頻度）

がSSNs（構成人数，相手との親密度，相手と直

接会う頻度等）に影響を及ぼすのか（パスa），そ

してSNS使用状況はSSNsを介して間接的に幸福

感に影響をもたらすのか（パスb），また，SNSの

使用は幸福感に直接的に効果を持つのか（パスc）

を検討した。同時にこれらのパスの逆方向の因果

関係（パスRa，パスRb，パスRc）も検討した。

　分析　この概念モデルの検討のため，３変数の

交差遅れ効果モデル（cross-lagged effect model）

を用いた共分散構造分析を行った。分析には

AMOS（ver 29）を使用した。理論上，独立変数

であるSNS使用状況から媒介変数であるSSNsへの

効果（パスa）は，独立変数から従属変数である幸

福感への効果（パスc）よりも時間的に先行してい

るため，パスaは幸福感からの影響を受けないはず

である。しかし３変数間の因果関係を同時に推定す

るモデルを使用した場合，従属変数からのパスaへ

の影響が加味されてしまう。そのため本来は３波の

パネルデータでの検討が望まれるが，２波データで

あっても，パスaとパスRaを推定するモデルとパス

b，パスRb，パスc，パスRcを推定するモデルを分

離して分析することで，データの制約による問題を

緩和することができるとされている（安藤他，

2004）。本研究では，２変数モデルでパスaとパス

Raを，３変数モデルでパスb，パスRb，パスc，パ

スRcを推定する。

図－１．本研究の概念モデル

SNS使用状況（LINE・
Twitter・Instagram使用時

間・投稿頻度)

SSNs
（SSNs人数・SSNs親密
度s・SSN会う頻度)

幸福感

a
Ra

b
Rb

c
Rc
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2.2　結果と考察

2.2.1　変数の作成

　本研究ではSSNsとして，「直近３か月間で，あ

なたがよく会ったり，頻繁に連絡を取ったりして

いる人」の人数（以降「SSNs人数」），それぞれ

の相手との親密度（以降「SSNs親密度」），それ

ぞれの相手と会う頻度（以降「SSNs会う頻度」）

を扱う。SSNs親密度は，相手に関して測定され

た親密度得点の合計をSSNs人数で除したもの，

すなわち相手との１人あたりの親密度を扱った。

SSNs会う頻度に関しては，会わない（オンライ

ンのみ）は０，月に１回以下は0.5，少なくとも

月に１回は１。少なくても週に１回は４，少なく

とも週に数回は20，ほぼ毎日は30，と月換算し

たものの合計をSSNs人数で除したもの，すなわ

ち１人あたりの会う頻度の月平均を，SSNs会う

頻度として扱うこととした。

2.2.2　分析対象者の情報

　T2，T3いずれの回答にも不備がない530名（男

性237名・女性293名）を分析対象とした。表－３

に，分析対象者の記述統計量と，T2からT3への

得点の変化に関するt検定の結果を男女別にまと

めた。XやInstagramに関する分析の際には，X，

Instagramそれぞれを，どちらの時点でも「使わ

ない」と答えた人は分析から除外した。そのため

Xに関する分析は男性174名，女性188名のデー

タを，Instagramに関する分析は男性145名，女

性207名のデータを対象としている。t検定の結

果，男女とも，SSNs会う頻度と幸福感が有意に

高まっていた。男性では，X投稿頻度の減少，

SSNs親密度の増加が有意傾向であった。女性で

は，SSNs人数の減少が有意傾向であった。また，

男女間でのt検定で得点の比較をしたところ，T2

のX使 用 時 間 が 男 性 の 方 が 長 く，T2とT3の

Instagram使用時間と投稿頻度が，女性が男性よ

りも有意に高かった。他の変数には有意な男女差

は見られなかった。

　T2の調査実施時は，コロナ禍の規制が段階的

に緩和されつつあった時期であり， 2022年度に

は９割以上の大学が「半分以上を対面授業とする

予定」と回答していた（文部科学省，2022）。し

かし2022年の夏に大学生を対象にした別調査で

も半数以上が「オンライン授業が中心である」と

回答しており（福沢・叶，2024），本調査の対象

者でも，T2でのSSNs会う頻度はT3よりも少な

かった。つまり，本研究の分析対象者にとって

T2時点では，まだ対面でのやり取りが完全には

復活していなかったと考えられる。

2.2.3　因果関係に関する結果と考察

　表－４にSSNsをSSNs人数としたモデル，表－５

にSSNsをSSNs親密度としたモデル，表－６に

SSNsをSSNs会う頻度としたモデルの，有意なパ

表－３．記述統計量とt検定の結果

N M SD N M SD N M SD N M SD
年齢 237 20.06 1.45 237 21.05 1.45 293 19.86 1.39 293 20.86 1.39
LINE使用時間 237 1.10 0.35 237 1.09 0.44 0.16 293 1.14 0.44 293 1.11 0.38 1.01
LINE投稿頻度 237 3.42 1.91 237 3.56 1.85 -1.21 293 3.16 2.09 293 3.33 2.04 -1.20
X使用時間 174 1.44 0.88 174 1.41 0.74 0.60 188 1.35 0.69 188 1.38 0.80 -0.61
X投稿頻度 174 3.21 1.70 174 3.04 1.71 1.92 † 188 3.09 1.69 188 3.05 1.70 0.29
Instagram使用時間 145 1.03 0.30 145 1.08 0.38 -1.30 207 1.21 0.53 207 1.24 0.65 -0.69
Instagram投稿頻度 145 2.48 1.46 145 2.61 1.45 -1.12 207 2.60 1.28 207 2.62 1.28 -0.20
SSNs人数 237 4.99 2.90 237 4.98 3.00 0.04 293 5.19 2.88 293 4.90 2.83 1.72 †
SSNs親密度 237 4.41 0.72 237 4.52 0.60 -1.91 † 293 4.39 0.78 293 4.43 0.76 -0.60
SSNs会う頻度 237 8.80 8.04 237 13.47 8.67 -7.45 ** 293 8.23 7.45 293 12.37 8.38 -7.66 **
幸福感 237 49.29 11.85 237 51.66 11.05 -3.66 ** 293 49.88 11.20 293 51.27 11.26 -2.71 **
Note : †p <.10; * p <.05; **p <.01.

t t

男性 女性

T2 T3 T2 T3
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スの標準化係数を男女別にまとめた。有意ではな

いパスを削除した最終的なモデルの適合度はいず

れも高く，GFI＝0.976～0.996，AGFI＝0.951～ 

0.998，RMSEA＝0.000～0.032であった。

　Instagramに 関 す る 結 果　女 性 に お い て

Instagram使用時間に関してパスaが有意となり，

T2のInstagram使用時間がT3のSSNs人数を減ら

した。更に，SSNs親密度，会う頻度に関するモ

デルにおいてInstagramの使用時間からのパスa

が有意となり，T2のInstagram使用時間が，T3

のSSNs親密度，SSNs会う頻度を増やしていた。

これらの結果は，少なくとも2022年には，女性

がInstagramを閉じたコミュニケーションのツー

ルとして使用していたことに起因すると考えられ

る。本研究ではＸやInstagramの使用頻度の個人

差を検討することを目的としていたため，非利用

者は含まずに分析を行っていた。しかし，非利用

者も含めた再分析の結果，Instagramの使用時間

に関しては男性でも，T3の人数を減らし（β＝ 

－.07，p＜.05），会う頻度（β＝.07，p＝.065）

と親密度（β＝.20，p＜.01）を増やす効果が確

認された（4）。InstagramのようなツールをT2で頻

繁に使うことで，少数のより親密な，対面での関

係に繋げる傾向は，ある程度性別によらず共通し

ていると考えられる。T2は，規制が弱まっては

きているとは言え対面でのコミュニケーションが

取りにくかった時期であり，実際男女ともT3よ

りも会う頻度が低かった。T2のように人と会う

頻度が少ない状況では，大学生はInstagramを多

く使用することで，翌年規制が弱まった後での親

密度を高め，対面で会う機会に繋げていった可能

性がある。

表－４．SSNsをSSNs人数とした時の各パスの標準化係数

LINE使用時間 0.09 *
LINE投稿頻度 -0.10 † 0.11 *
X使用時間 -0.14 * -0.12 *
X投稿頻度 0.17 **
Instagram使用時間 -0.16 *
Instagram投稿頻度

Note: 有意水準が10%未満のパスのみ標準化係数を表記  †p <.10; *p <.05; **p <.01.

path a path Ra path b path Rb path c path Rc
女性男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

表－５．SSNsをSSNs親密度とした時の各パスの標準化係数

LINE使用時間 -0.15 ** 0.17 ** 0.09 *
LINE投稿頻度 0.11 † 0.10 † 0.17 ** 0.11 *
X使用時間 0.22 ** -0.14 * -0.12 *
X投稿頻度 0.22 **
Instagram使用時間 0.18 ** 0.23 **
Instagram投稿頻度 0.23 **
Note : 有意水準が10%未満のパスのみ標準化係数を表記   †p <.10; *p <.05; **p <.01.

path a path Ra path b path Rb path c path Rc
女性男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

表－６．SSNsをSSNs会う頻度とした時の各パスの標準化係数

LINE使用時間 0.08 *
LINE投稿頻度 0.09 † 0.13 *
X使用時間 0.13 † -0.14 * -0.12 *
X投稿頻度 -0.14 *
Instagram使用時間 0.11 † -0.12 † 0.12 †
Instagram投稿頻度 0.12 †
Note : 有意水準が10%未満のパスのみ標準化係数を表記   †p <.10; *p <.05; **p <.01.

path a path Ra path b path Rb path c path Rc
女性男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
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　一方で，Instagramの投稿頻度にはこうした効

果は見られなかった。写真等の投稿頻度だけでは

なく，友人・知人の投稿を閲覧したり「いいね」

をつけるという使い方をする若者の方が多かった

ことと関連するのかもしれない。こうした閲覧や

「いいね」をつけ合うコミュニケーションも，翌

年の親密度や会う頻度を高める要因の一つであっ

た可能性がある。

　更に，女性のInstagram使用時間に関してはパ

スRaも有意傾向であり，T2のSSNs会う頻度はT3

のInstagram使用時間を減らしていた。上記のよ

うな社会情勢でありながらT2ですでに多くの人

と会っていた人は，T3ではInstagramを必要とし

なくなった可能性がある。この結果は，Xと

Instagramの非利用者を入れた再分析では有意に

ならなかったため，対象者によって変化し得る知

見である。しかし，Instagramはコロナ禍におけ

る対面での対人関係の補完として使われ，対面で

会う頻度が充分に高ければ使われなくなる可能性

が示唆されたため，この点については今後より長

期的な検討が必要である。

　Ye & Ho （2025）で は 女 性 の み2021年 の

Instagram使用時間が2022年の幸福感を高める有

意傾向を示したが，本研究では同様の結果が見ら

れなかった。これは，2023年の規制緩和時の幸

福感は，Instagram使用によって直接高められる

のではなく，Instagramが規制緩和後の対面での

対人関係を豊かにした結果と考えられる。

　Xに関する結果　男性でも女性でも，T2の幸福

感からT3のX使用時間への負の効果が見られ，こ

れはYe & Ho（2025）のX投稿頻度に関する結果

と共通していた。低い幸福感がXの過剰使用につ

ながることは，時期を問わずある程度一貫して示

された。

　また，女性においてT2のX投稿頻度がT3の

SSNs人数を増やしていた。Xはより開けたSNSで

あるため，LINEやInstagramのようなクローズド

なツールと異なり，見知らぬ他者などと新しい

ネットワークを形成することができるため（叶ほ

か，2016），ネットワークを縮小することがなかっ

たためと考えられる。しかし女性において，T2

のX投稿頻度はT3のSSNs会う頻度を減らしてい

た。これらのことから，Xの投稿によってネット

ワークを増やすことは可能であるが，投稿に没頭

しすぎることは対面でのコミュニケーションを阻

害する恐れがあり，逆に幸福感が高く，対面で十

分なコミュニケーションを取ることができている

人はXからは距離を置いたと考えられる。

　更に，女性のSSNs親密度に関する全てのモデ

ルでパスRbが有意であり，T2の幸福感がT3での

親密度を高めていた。SSNs会う頻度に関する女

性のモデルの一部でのパスRbも有意傾向であり，

T2の幸福感がT3の会う頻度を増やしていた。男

女とも幸福でない人はT3でXを多用する傾向があ

り，また特に女性では，幸福感が低い人はT3で

他者との親密度や会う頻度を低めてしまう，とま

とめられる。幸福感の低さが，特に対面での対人

関係が活発になった時期での対面コミュニケー

ションを阻害し，Xの過剰使用を招く可能性が示

された。将来的なSNS依存を防ぐためには，幸福

感を向上させることが必要であると考えられる。

　LINEに関する結果　男性のLINE投稿頻度のモ

デルでパスcが有意であり，T2のLINE投稿頻度

がT3の幸福感を高めた。SSNs親密度のモデルに

おいて，LINEの投稿頻度に関する男性のパスaも

有 意 傾 向 と な り，T2のLINE投 稿 頻 度 がT3の

SSNs親密度を高めた。また，男性のSSNs会う頻

度に関するモデルにおいて，T2の会う頻度はT3

の幸福感を高めていた。男性がLINEを頻繁に投

稿することで翌年の親密度を高め，会う頻度を通

して幸福感を高めることが示唆された。

　パスcは，女性のLINE使用時間においても有意

となり，女性においてはT2のLINE使用時間はT3

の幸福感を高めた。また女性において，LINE投

稿頻度に関してパスaが有意であり，T2のLINE

投稿頻度はT3のSSNs人数を減らした。この結果
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は前述した，女性のInstagram使用時間とSSNs人

数に関する考察と同様に，LINEがクローズドな

コミュニケーションツールであるためであると考

えられる。すなわち女性において，LINEに頻繁

に投稿することはネットワークを広げることには

つながらないが，より閉じたネットワークを維持

することにより，ひいては幸福感の向上につなが

ると考えられる。

　また女性においては，SSNs親密度に関するモ

デルでLINE使用時間に関するパスRaが負，LINE

投稿頻度に関するパスRaが正の効果であった。

すなわち，T2のSSNs親密度はLINE使用時間を減

ら す が，LINE投 稿 頻 度 を 増 や し て い た。

Instagram使用時間に関する考察と同様に，規制

が十分には弱まっていなかったT2において既に

親密な関係を築けている人ほど，T3ではLINEを

使う必要がなくなったと解釈できる。一方で，

LINEを連絡手段として使う人が多いことから，

T2で親密な関係を持っている人ほどLINEの使用

時間は減るが，あまり気を使わないやり取りなど

投稿頻度自体は高いままであった可能性も考えら

れる。

３　総合考察

　本研究の幸福感尺度と同様の尺度を用いたYe& 

Ho （2025）では，2021年から2022年にかけて

幸福感に有意な変化が見られていない。本研究で

は，規制が緩和された2022年から2023年にかけ

て幸福感が向上していた（表－３）。その媒介変数

として，SNSの補足的利用によって高まった

SSNsが機能していた可能性が，本研究の研究１，

研究２で示された。

　研究１では，大学生の不安が高まりやすかった

とされるコロナ禍初期に，男女共にInstagramの

使用時間が幸福感を高めることが示された。しか

し，幸福感が高く情緒不安傾向も低かったのは，

InstagramやLINEを利用しながらそこから情緒的

サポートはそれほど求めず，健康危機意識が低く，

感染対策も適宜選択して行う者たちであった。研

究２では女性において，Instagram使用時間や

LINE投 稿 頻 度 はT3の 人 数 を 減 ら す 一 方 で，

Instagram使用時間はT3での一人あたりの親密度

と会う頻度を増やしていた。男性でも，Instagram

使用時間がT3での人数を減少し，親密度や会う頻

度を高める効果は，Instagram非利用者を含めた

再分析では見られた。また男性ではLINEの投稿頻

度が相手との親密度を高めていた。そして，LINE

投稿頻度が直接的にもT3の幸福感を高めており，

T2における会う頻度も幸福感を高めていた。

　2020年，2022～2023年における知見を総合す

ると，規制が厳しい頃に，LINEやInstagramを，

対面コミュニケーションを補完し相手との親密度

を高めるツールとして利用することが，精神的健

康を保つには有効であったと考えられる。すなわ

ち，これらのツールの多用そのものが幸福感に結

びつくというよりは，会う頻度の高い相手や親し

い相手からの情緒的サポートを得ることを通し

て，幸福感を高めていたと推測される。そして，

InstagramやLINEの利用は，人数は少ないが閉じ

た親密な関係を築くことに繋がっていたことが示

唆される。

　また研究２では，T2ですでにSSNs会う頻度や

親 密 度 が 高 か っ た 女 性 は，T3のInstagramや

LINEの使用時間を減らしていた。ただし，SSNs

会う頻度からInstagram使用時間へのパスは，

Instagram非利用者を対象に入れた再分析では有

意にならなかったため，これに関しては今後の再

検討が必要である。しかし，T2の会う頻度がT3

のLINE使用時間を減らしていたという女性にお

ける知見と，LINEやInstagramの使用そのものが

幸福感を高めるのではないという考察とを併せる

と，対面で会うことに規制がかかっていた時期に

はこれらのツールを補足的に使用し，対面での交

流ができる状況になればSNS使用を意識的，無意

識的に減らすことができる大学生ほど，良い精神
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的健康状態を保てる可能性が示唆された。

　研究１ではXを多用するクラスターが最も精神

的健康状態が不適応で，研究２では男女共に，幸

福感がXの使用時間に負の影響を与えていた。低

い幸福感がXの多用につながるという知見は

2021年から2022年にも見られていた（Ye & Ho, 

2025）ことから，幸福感の低さがXの多用につな

がることは，時期によらずある程度一般的な現象

であると考えられる。また研究２では女性におい

て，T2で幸福感が低い人が親密度や会う頻度を

減らす傾向も示された。これらのことから，対面

での交流が増えるコロナ禍中盤期から終盤期にお

ける幸福感の低さは，Xの過剰使用や対面での対人

関係の忌避につながるという因果関係が示された。

　本研究の限界としては第一に，女性において

LINE使用時間が翌年の幸福感を直接高めていた

が，LINE使用時間が翌年のSSNsを高めていたと

いう知見は，本研究では得られなかった。T2の

女性の親密度はT3のLINE使用時間を減らしLINE

投稿頻度は増やしたという複雑な知見からも，女

性にとってLINE使用にかける思いは，量的調査

では十分には検討できない可能性がある。女性の

LINE利用については，今後質的アプローチも必

要である。第二に，本研究の知見はあくまでもコ

ロナ禍の終盤期と言える2023年までのデータに

よるので，新型コロナウィルス感染症が５類に移

行してからの動向についても，継続的に調べてい

く必要がある。

　上記のような限界点はあるが，本研究の知見は，

コロナ禍初期，中盤期，終盤期において，大学生

がいかにSNSを使用し，アフターコロナの対人関

係や精神的健康につなげていったのかを示す上で

極めて重要だと考えられる。これまでの研究でも，

SNS利用と幸福感の因果関係については検討され

てきた（e.g., Ye & Ho, 2025）が，社会情勢と

ともにこうしたツールと実際のSSNsの構成や変

化，及び精神的健康との関係を縦断的に検討する

ものは管見の限りでは少なかった。コロナ禍の時

期を問わず，LINEやInstagramそのものからサ

ポートを求めすぎず対面交流の補完手段として使

用すること，制限がなくなったニューノーマルに

おいてはSNSから適切に距離を取ることが，最も

健全なSNS利用方法であることが，本研究から示

唆された。また本研究では，特に対面での交流が

活発になりつつある時期の精神的健康の悪化が

SNSの過剰使用を招き対面での対人関係を阻害す

るという因果関係が指摘された。対面での交流を

補足する目的でSNSを使用するという適切なSNS

利用を大学生に促すためには，こうした因果関係

について明らかにし，現時点での精神的健康を保

つための介入が必要であると考えられる。
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注
（１）本論文は2020年度電子情報通信学会研究

会と2024年度社会情報学会年次大会で発

表されたものを再分析し，加筆・修正した

ものである。

（２）k-means法には初期値依存があるため，初

期値（12345, 67890, 11111）を複数回変

更してクラスター分析を実施した。その結

果，クラスター数・各クラスターの中心・

クラスター割当てには大きな違いは見られ

ず，分析結果は安定していることが確認さ

れた。

（３）研究２はシリーズ研究であるため，T1は

Ye et al. （2023）とYe & Ho （2024），T1
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とT2のパネルデータはYe & Ho （2025）

にまとめている。

（４）X使用時間と投稿頻度，Instagram投稿頻

度に関する男女の結果，及びInstagram使

用時間に関するパスRa以外の女性の結果

については，再分析においても主要な結果

は変わらなかった。本研究全体を通して，

分析対象によって一部の結果が異なること

が確認されたが，主要な効果の方向性や結

論の枠組み自体は大きくは変わらなかっ

た。そのため主な分析としては，当初の仮

定に基づき，XとInstagram利用者のみを

対象とした結果を表には示している。
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要　約

　本稿では，記虎（2021，2024）などにおいて内部統制システムの構築に際して企業が財務報告を重

視していること（すなわち，企業の財務報告志向）が決算発表の適時性の確保に資することが示されて

いることを踏まえ，内部統制システムに係る因果効果として企業の財務報告志向が決算発表の適時性に

及ぼす寄与効果に焦点を当てる。そして，金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の導入がこの寄与

効果に与えた効果修飾（effect modification）に着目することで，準実験（quasi-experiment）の方法

の１つである差の差分析（Difference-in-Differences: DID）を用いて内部統制規制の導入がこの寄与

原稿受付：2024年８月10日
掲載決定：2025年８月28日
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効果を変化させたのかどうかを検証している。検証の結果，内部統制報告制度の導入が上記の寄与効果

に与えた効果修飾が内部統制システムの構築に際して企業が財務報告を「いつから」重視するようになっ

たのかによって異なることを示した。同制度の導入は，財務報告を重視する度合いがもともと強かった

企業の寄与効果をさらに向上させたわけではなかった。その一方で，同制度の導入は，財務報告を重視

する度合いがもともとは相対的に弱かった企業の寄与効果を向上させた。このように，同制度の導入に

よる寄与効果の向上は限定的であり，同制度の導入は，後者の企業の寄与効果の底上げはしたものの，

前者の企業の寄与効果の引き上げまではしなかった。

Abstract

　Firms’ internal controls are expected to ensure the timeliness of their financial reporting. Kitora 

（2021, 2024） and other studies have shown that firms’ emphasis on financial reporting （i.e., 

their financial reporting orientation） during the establishment of their internal control systems 

contributes to ensuring the timeliness of earnings announcements. Building on these findings, this 

study explores how firms’ financial reporting orientation affects the timeliness of earnings 

announcements, highlighting its role as a causal treatment effect related to internal control 

systems. Furthermore, this study uses a difference-in-differences analysis—a quasi-experimental 

method—to examine how the introduction of internal control regulations for financial reporting 

under the Japanese Financial Instruments and Exchange Act modifies this effect. This allows us to 

elucidate the effects of the introduction of internal control regulations as effect modifiers, without 

focusing on the causal effect of the introduction itself, while minimizing confounding biases as 

much as possible. Our findings indicate that the timing “since when” firms began emphasizing 

financial reporting in establishing their internal control systems influences how the introduction of 

these regulations modifies the causal effect. These regulations did not enhance the causal effect 

for firms that already prioritized financial reporting; however, they improved the causal effect for 

firms that initially placed less importance on financial reporting. Thus, while the introduction of 

these regulations was effective in improving the causal effect, this effect was enhanced to a 

limited extent.
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１　はじめに

　内部統制の目的の１つには報告目的があり，信頼性，

適時性，透明性またはその他の観点が含まれるとさ

れている（Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission 2013＝八田・箱田監

訳 2014）（1）。そのため，内部統制には，報告の適時性

の確保に資することが期待されている。すでに，Khlif 

and Samaha（2014）やMunsif et al.（2012）などで

は，内部統制が財務報告の適時性に寄与することが

実証されている。本稿では，記虎（2021，2024）な

どにおいて内部統制システムの構築に際して企業が

財務報告を重視していること（すなわち，企業の財務

報告志向）が財務報告の１つである決算発表の適時

性の確保に資することが示されていることを踏まえ，

決算発表の適時性に対する企業の財務報告志向の寄

与効果に与えた効果修飾（effect modification）とし

て（2），金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の

導入に焦点を当てる。

　米国などでは，内部統制規制の適用を受ける時期

が企業規模等により異なっていたため，すでに規制

対象となっている企業とまだ規制対象となっていな

い企業とが同時に存在していた。そのため，内部統

制規制の導入そのものをcausal treatment（因果処

置）として，規制対象となっているかどうかをeffect 

modifier（効果修飾因子）としてそれぞれ位置付け

て，準実験（quasi-experiment）の方法の１つであ

る差の差分析（Difference-in-Differences: DID）

を行えば，交絡バイアス（confounding bias）（3）を

できるかぎり排除した上で規制導入の効果を因果効

果として解明できる。Iliev（2010）などの先行研究

では，この種のリサーチ・デザインを採用している

と言える。他方で，日本では，上場会社に対して内

部統制報告制度が一律に導入されたため，同様のリ

サーチ・デザインは採用できない（4）。しかし，企業

の財務報告志向をcausal treatmentとして，内部統

制報告制度の導入をeffect modifierとしてそれぞれ

位置づけて，差の差分析を行えば，同様に交絡バイ

アスをできるかぎり排除した上で同制度の導入が上

記の寄与効果を変化させたのかどうか，すなわち因

果効果の異質性（treatment effect heterogeneity）

を解明できる。これにより，内部統制報告制度の導

入の因果効果に直接着目せずとも，同制度導入の効

果を効果修飾として検証できるようになる。

　本稿では，内部統制報告制度の導入が上記の寄

与効果に与えた効果修飾が内部統制システムの構

築に際して企業が財務報告を「いつから」重視す

るようになったのかによって異なり，同制度の導

入による寄与効果の向上は限定的であったことを

示す（5）。以下では，第２節で先行研究のレビュー

を行う。次に，第３節で仮説を示して，第４節と

第５節で検証方法と結果について説明する。最後

に，第６節で本稿の貢献と課題を指摘する。

２　先行研究のレビュー

　内部統制規制の導入の効果は，財務報告の信頼

性に対する因果効果に着目することで，主として

解明されている。この種の研究の中には，差の差

分析などの準実験の方法を用いているものもあり，

強い証拠が提示されている。例えば，Nagy（2010）

は，サーベンス・オクスリー法（Sarbanes-Oxley 

Act：以下，SOX法と呼ぶ。）の適用時期が企業規

模によって異なっていたことに着目して，回帰分

断デザイン（regression discontinuity analysis）

を用いてSOX法の導入により質の高い財務報告に

つながったことを解明している。Iliev（2010）は，

SOX法の適用時期が企業規模だけでなく外国企業

かどうかなどによっても異なっていたことに着目

して，差の差分析のほか回帰分断デザインも用い

てSOX法の導入が財務報告の質の向上をもたらし

たことなどを明らかにしている。また，財務報告

の適時性に対する因果効果に着目することでも，

内部統制規制の導入の効果が解明されている。例

えば，Ettredge et al.（2006）は，財務報告の適

時性を決算日から監査人の監査報告書が提出され
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るまでの日数によって代理して，前後比較デザイ

ンを用いてSOX法の導入によって決算日から監査

人の監査報告書が提出されるまでの期間が延びた

ことを示している。Impink et al.（2012）も，前

後比較デザインを用いて，SOX法の導入は，財務

報告に係る内部統制が有効な企業にとっては年次

報告書（様式10-K）の提出遅延につながらなかっ

た一方で，財務報告に係る内部統制に重要な欠陥

がある企業にとっては年次報告書の提出遅延につ

ながったことを明らかにしている。

　日本企業をサンプルとして内部統制規制の導入

の効果を因果効果として解明している先行研究と

しては，例えばEnomoto and Yamaguchi（2017）

が，前後比較デザインを用いて，内部統制報告制

度の導入によって減益回避を目的とする利益マネ

ジメントが減少したことを示している。Nakashima 

and Ziebart（2015）でも，内部統制報告制度の

導入が利益マネジメントや利益の質に与えた影響

が解明されている。

　他方で，内部統制そのものの効果に焦点を当て

て，財務報告の適時性に内部統制が及ぼす因果効

果を解明することも行われている。この種の多くの

研究では，財務報告の適時性を決算日から監査人

の監査報告書が提出されるまでの日数によって代

理している。例えば，Khlif and Samaha（2014）

では，内部統制システムの質が高いほど監査報告

書が提出されるまでの日数が短いことが示されてい

る。Munsif et al.（2012）では，財務報告に係る

内部統制に重要な欠陥があると，監査報告書が提

出されるまでに日数がかかることなどが示されてい

る。また，記虎（2021，2024）などは，財務報告

の中でも決算発表に着目して，内部統制システムの

構築に際する企業の財務報告志向が決算発表の適

時性に寄与することを示している。しかし，これら

の研究では，因果効果が解明されてはいるものの，

因果効果の異質性には関心が寄せられていない。

こうした中で，因果効果の異質性に着目している数

少ない先行研究には，Gontara et al.（2023）があ

る。この研究では，内部統制システムの質が高いほ

ど監査報告書が提出されるまでの日数が短くなると

の因果効果があるが，この因果効果は同族取締役

（family directors）の割合が高くなるとみられな

くなることが示されている。

　以上のとおり，日本企業に着目した上で内部統

制規制の導入の効果を準実験の方法を用いて解明

することは試みられていない。また，国内外を問

わず，内部統制との関連において財務報告の適時

性に対する因果効果の異質性の解明は進んでいな

い。なお，内部統制監査による効果修飾に着目し

た研究には，Ji et al.（2015）がある。この研究

では，中国企業をサンプルとして，株式リターン

に対する利益の説明力（earnings informativeness）

に自主的な内部統制監査が与えた効果修飾に着目

して，財務報告に係る内部統制に重要な欠陥があ

ると利益の説明力が弱まるものの，内部統制監査

を自主的に受けていれば説明力の減少が緩和され

ることを三重差分法（Difference-in-Difference-in-

Difference）を用いて明らかにしている。しかし，

この研究では，中国版SOX法（C-SOX）が導入さ

れる前のあくまで自主的な内部統制監査に着目し

ているため，内部統制規制の導入に効果修飾があっ

たのかどうかは，解明されていない。

３　仮説の導出

　決算発表は決算の内容が定まったことを前提と

して行われる。そのため，決算の内容が定まる時

期が決算発表のタイミングに影響を及ぼす。内部

統制システムの構築に際して企業が財務報告を重

視しているならば，財務報告に係る内部統制は

いっそう適切に整備・運用されているであろう。

したがって，より有効に機能していると期待でき

る。その結果，決算の内容が定まるのが早いので，

決算発表時期に係る企業の裁量は大きくなる。決

算について監査人の内諾を得てから決算発表を行

う場合にも，財務報告に係る内部統制がより有効
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に機能していることから，内諾の前提となる決算

の内容が定まること自体がそもそも早い上に，効

率的に監査を行うことができるので，決算発表の

タイミングに係る企業の裁量は相対的に大きくな

る。また，内部統制システムの構築に際して企業

が財務報告を重視しているならば，財務報告の重

要性を正しく理解していると期待できるので，決

算発表を適時に行おうとすると考えられる。上述

のように内部統制システムの構築に際して財務報

告を重視している企業の決算発表のタイミングに

係る裁量は大きいため，決算発表を適時に行うこ

とが現実的にも可能である。つまり，企業の財務

報告志向には決算発表の適時性に対する寄与効果

があるとみることができ，既述のとおり実証的証

拠も提示されている（記虎，2021，2024など）。

もし，この寄与効果に対して内部統制報告制度の

導入による効果修飾が存在して因果効果の異質性

が認められれば，同制度導入の効果があったと言

える。

　企業の財務報告志向は，認知的組織科学におけ

る組織的知識構造の知識表象研究のアプローチに

依拠して，日本の制度的環境では，例えば会社法

に基づく内部統制システム構築の基本方針（以下，

基本方針という。）の内容から識別できる（6）。基

本方針は，会社法下の事業報告や証券取引所の適

時開示制度を通じて制度的に開示されるため，そ

の内容が公になることを前提として制定・改定さ

れる。加えて，その内容は，内部統制システムの

構築に係る事項に限られている。したがって，基

本方針は，比較的安定的で限定的なコンテクスト

を有している。その上，基本方針として定めなけ

ればならないと明文で示されている事項（会社法

348条３項４号，362条４項６号，399条の13第

１項１号ロハ，416条１項１号ロホ，会社法施行

規則98条，100条，110条の４，112条）には，

平成17年制定会社法が施行された当時から具体

性がない（7）。基本方針の具体的内容は企業に委ね

られているから，どのような内部統制システムを

構築するのかについては，制度的に企業に幅広い

裁量が認められている。財務報告に係る事項は，

基本方針として定めなければならないと明文で示

されている事項の中には含まれてもいない。

　こうした制度的環境では，基本方針の中で財務

報告に係る事項についてあえて言及しているなら

ば，内部統制システムの構築に際して企業が財務

報告を重視していることが基本方針に表象されて

いるとみることができる。そして，基本方針の中

で財務報告に係る事項について言及している点は

同じでも，「いつから」言及するようになったの

かによって，決算発表の適時性に対する企業の財

務報告志向の寄与効果に内部統制報告制度の導入

が与えた効果修飾が異なるとみることができる。

基本方針の中で財務報告に係る事項について言及

していて，それも平成17年制定会社法を契機と

して最初の基本方針を制定した当初から言及して

いた企業（以下，最初から言及群と呼ぶ。）は，

内部統制報告制度が導入されるよりも前から内部

統制システムの構築に際して財務報告を重視する

度合いがもともと強い。最初から言及群の決算発

表の適時性に対する企業の財務報告志向の寄与効

果は，内部統制報告制度の導入によって影響を受

けず，同制度の導入後も変わらなかったと考えら

れる。

　他方で，基本方針の中で財務報告に係る事項に

ついてあえて言及している点は同じでも，基本方

針を改定したときから基本方針の中で財務報告に

ついて初めて言及するようになった企業（以下，

途中から言及群と呼ぶ。）は，内部統制システム

の構築に際して財務報告を重視する度合いがもと

もとは相対的に弱かったと考えられる。しかし，

最初の基本方針を制定した後に基本方針を改定ま

でして基本方針の中で財務報告について言及する

ようになったわけであるから，途中から言及群は，

基本方針についての他社の開示動向のほか内部統

制報告制度導入に向けた機運への順応性が高く，

同制度の趣旨をよく理解していたとみることがで
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きよう。そのため，途中から言及群の決算発表の

適時性に対する企業の財務報告志向の寄与効果

は，内部統制報告制度の導入によって向上したと

考えられる。なお，基本方針の中で財務報告に係

る事項については言及していない企業（以下，言

及なし群と呼ぶ。）は，そもそも内部統制システ

ムの構築に際して財務報告を重視していない。し

たがって，言及なし群には，内部統制報告制度が

導入される前も導入された後も，決算発表の適時

性に対する企業の財務報告志向の寄与効果が存在

しない。

　以上を踏まえて，次の仮説を導出する。

仮説�　内部統制報告制度の導入による決算発表の

適時性に対する企業の財務報告志向の寄与効

果の向上は，途中から言及群には認められる

一方で最初から言及群には認められない。

４　リサーチ・デザイン

4.1　サンプルの選択

　本稿では，基本方針の内容から企業の財務報告

志向を識別するにあたり，平成17年制定会社法

により策定することが明文で義務付けられた基本

方針について定めている，会社法施行規則（平成

18年２月７日法務省令第12号）の公布日（2006

年２月７日）以降，内部統制報告制度が導入され

た通常最初の決算期に係る決算日（2009年３月

31日）までに開示された基本方針についての適

時開示を利用する（8）。そこで，明文の開示義務は

ないものの上記期間中に公表されていた基本方針

についての適時開示をTDnetデータサービスから

１件以上収集できた1,317社の中から，まず，平

成17年制定会社法施行日である2006年５月１日

から2009年３月31日までの間に上場を継続して

いて適時開示を収集し得る企業（1,122社）を選

択した。次に，最初の基本方針を制定した後に基

本方針を改定していれば，基本方針の内容は基本

方針の改定の取締役会決議のタイミングで変わっ

ていくので，この1,122社のうち基本方針につい

ての適時開示に記載されていた基本方針の制定な

いし改定についての取締役会決議日と決算日を比

較することで，内部統制報告制度の導入前後の時

期の2006年５月１日から2009年３月31日までの

間の各決算期末現在において有効な基本方針を１

回以上マッチングできた1,061社についてのパネ

ルデータ2,797社―年を選択した（9）。

　金融業の勘定科目は一般事業会社とは異なり，

検証にあたって必要となる財務データを利用した

コントロール変数を適切に作成できないことか

ら，日経NEEDS-FInancialQUESTを利用して，

日経中分類の銀行・証券・保険・その他金融のい

ずれかに該当する23社についてのパネルデータ

59社―年は除いた。本稿では，後述のとおり，

他の企業に先んじてより早いタイミングで報告が

行われているかという観点と他の企業の開示行動

を予想して他の企業と同じ報告タイミングとなる

ことを回避してより分散したタイミングで報告が

行われているかどうかという観点のほか，これら

両方からも決算発表の適時性を複合的に捉えてい

る。しかし，決算日を同じくしている他の企業が

少ない日を決算日としている企業については，上

述のより分散したタイミングで報告が行われてい

るかどうかという観点からは決算発表の適時性を

うまく捉えることができない。そこで，多くの上

場会社の決算日となっている３月末日を決算日と

していない360社についてのパネルデータ990社

―年も除いた。以上の結果，678社についてのパ

ネルデータ1,748社―年が残った（10）。

　この678社の中には，当該企業が基本方針につ

いて行った１回目の適時開示であるのに，基本方

針の改定についてである旨が示されていて，基本

方針を最初に制定したときには適時開示を行って

おらずその後に改定したときから適時開示してい

ると推定される企業もあった。また，１回目の適

時開示には基本方針の改定についてである旨が明

示されていなくても，取締役会決議日が2006年
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７月30日以降となっていて，最初の基本方針を

設定したとみるには決議した日が遅すぎる企業も

あった（11）。最初の基本方針を制定したときから

適時開示していると推定される企業についてしか

内部統制システムの構築に際して財務報告を「い

つから」重視していたのかを基本方針についての

適時開示からは識別できないため，上記のいずれ

かの場合に合致する151社についてのパネルデー

タ190社―年を除いた。以上の結果，527社につ

いてのパネルデータ1,558社―年を当初サンプル

として選択している。その上で，日経NEEDS-

FInancialQUESTおよび日経NEEDS-Cgesを利用

して，財務データに基づく変数の比較可能性が損

なわれることから変則決算である５社についての

パネルデータ５社―年，変数の作成に必要なデー

タを入手できなかったために欠損値となっている

変数がある９社についてのパネルデータ12社―

年，異常値と判断した変数がある17社について

のパネルデータ20社―年を当初サンプルから順

に除いた（12）。以上の結果，最終サンプルは，524

社の2007年３月期，2008年３月期，2009年３月

期の非バランスパネルデータ1,521社―年である。

4.2　検証方法

　検証に用いる各変数の定義は，表-１に示して

いる。早期開示度や分散開示度として観測される

潜在変数RELEASE＊を被説明変数として用いる場

合には，ランダム効果トービットモデルにより下

記の（１）式を推定する。

�
（１）

　ただし，早期開示度が取り得る観測値の最大値

は０日であるため，早期開示度として観測される

潜在変数RELEASE＊を被説明変数として用いる場

合には，

　

との制約がある。また，分散開示度が取り得る観

測値の最小値は０％で最大値は100％であるため，
分散開示度として観測される潜在変数RELEASE＊

を被説明変数として用いる場合には，

との制約がある。

　複合開示度として観測される観測変数RELEASE
を被説明変数として用いる場合には，ランダム効

果回帰モデルにより下記の（２）式を推定する。

各検証式の推定にあたっては統計解析用ソフト

ウェアStata®/MP version17.0を用いる（13）。

�
（２）

　上記の３変数はいずれも決算発表の適時性を捉

えている。その観点は，表-１に示した各変数の

定義のとおりそれぞれ異なっている（14）。GROUP
は，記虎（2024，pp.25-26）において計量テキ

スト分析により企業の財務報告志向を識別した結

果を利用して作成したダミー変数で（15），最初か
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ら言及群または途中から言及群であるかどうかを

示す最初から言及群Dと途中から言及群Dの２変

数を用いる。REGULATIONは，内部統制報告制

度の導入後（本稿のサンプルでは2009年３月期）

かどうかを示すダミー変数で，内部統制報告制度

Dを用いる。CONTROLとINDUSTRYは，企業の

財務報告志向が決算発表の適時性に寄与すること

を実証している記虎（2021，2024）などに依拠

して選択したコントロール変数である。なお，決

算期末後45日以内Dは，東京証券取引所からの

決算発表の早期化要請に対する企業の順応性を代

理しているとみて（16），モデルの当てはまりを改

表-１　変数の定義
定義

RELEASE
早期開示度 通期決算発表所要日数（決算日から通期決算短信の公表日までの日数（片端入れ））（日）ただし，値が大きいほど他の企業に

先んじてより早いタイミングで決算発表を行っていると解釈できるように，負値に変換している。
分散開示度 当初サンプル（527社についてのパネルデータ1,558社―年）のうち通期決算発表日(決算短信の公表日）のデータを入手できな

かった2社―年を除いた企業について決算期ごとに当該企業と通期決算発表日が異なっている企業数を集計し，この企業数が当
該企業と同じ決算期の当該企業以外の企業数合計に占める割合（％）

複合開示度 当初サンプル（527社についてのパネルデータ1,558社―年）のうち通期決算発表日(決算短信の公表日）のデータを入手できな
かった2社―年を除いた企業について早期開示度と分散開示度に対して相関行列を用いた主成分分析を行うことによって得られ
た第1主成分得点
第1固有値1.28（寄与率64.03％），第1主成分の固有ベクトル0.71（早期開示度），0.71（分散開示度）

GROUP
最初から言及群D 当決算期末現在において有効な基本方針の中で財務報告に係る事項について言及していて，かつ平成17年制定会社法を契機とし

て最初の基本方針を制定した当初から言及していた企業（最初から言及群）（社―年）であれば1，そうでなければ0
途中から言及群D 当決算期末現在において有効な基本方針の中で財務報告に係る事項について言及していて，かつ基本方針を改定したときから初

めて言及するようになった企業（途中から言及群）（社―年）であれば1，そうでなければ0
企業の財務報告志向の識別の妥当性を確認するために作成した変数：
財務報告志向D 最初から言及群または途中から言及群であれば1，そうでなければ0

REGULATION
内部統制報告制度D 内部統制報告制度が導入された通常最初の決算期である2009年3月31日を決算日とする決算期であれば1，そうでなければ0

CONTROL
決算期末後45日以内D 決算発表時期として適当であるとされる「決算期末後45日以内」（45日目が休日である場合には翌営業日以内）に通期決算短信

を公表していれば1，そうでなければ0
構築姿勢 当初サンプル（527社についてのパネルデータ1,558社―年）について改定経験済み回数と最大改定回数に対して分散共分散行

列を用いた主成分分析を行うことによって得られた第1主成分得点
第1固有値0.72（寄与率83.97％），第1主成分の固有ベクトル0.55（改定経験済み回数），0.84（最大改定回数）

構築姿勢の作成元の変数：
改定経験済み回数 当決算期末までに基本方針を改定した推定回数（回）ただし，最初に制定されたと推定される基本方針がマッチングされている

場合には0の値を取る。
最大改定回数 会社法施行規則（平成18年2月7日法務省令第12号）の公布日である2006年2月7日から2009年3月31日までの間に基本方針を改

定した推定回数（回）ただし，基本方針を１回も改定していないと推定される場合には0の値を取る。
企業規模 資産合計（百万円）の自然対数値
ROA 当期純損益÷資産合計×100（％）ただし，ここでいう日本基準・連結ベースの「当期純損益」は，2015年4月1 日以後を期首日

とする決算期の「親会社株主に帰属する当期純損益」に相当する。
レバレッジ 負債合計÷資産合計×100（％）
たな卸資産・売上債権比率 （たな卸資産+売上債権）÷資産合計×100（％）
△EPS 当決算期1株当たり当期純損益－前決算期1株当たり当期純損益(万円）
総セグメント数 事業別セグメントおよび所在地別セグメントの数の合計（個）ただし，単一セグメントである場合には1の値をとる。
少数特定者持株比率 少数特定者持株数（大株主上位10名および役員などの特別利害関係者の所有する株式数並びに自己株式数の合計）÷期末発行済

株式総数×100（％）
個人株主数 個人・その他の株主数（万人）
社外取締役比率（銀行） 銀行に職務経験のある社外取締役人数÷取締役会人数×100（％）
社外取締役比率（支配会社） 支配会社に職務経験のある社外取締役人数÷取締役会人数×100（％）
社外取締役比率（その他） 銀行，支配会社および関係会社のいずれにも職務経験がなく，かつ相互派遣でなく，さらに他社で社長級の役職を持たない社外

取締役人数÷取締役会人数×100（％）
追記情報D 監査人の監査意見が追記情報ありの無限定適正意見であれば1，追記情報なしの無限定適正意見であれば0
継続企業D 継続企業の前提に関する注記があれば1，なければ0
200７年3月期D 2007年3月31日を決算日とする決算期であれば1，そうでなければ0

INDUSTRY
高成長産業D 機械，空運，通信，電力・ガス(日経中分類）のいずれかの産業であれば1，そうでなければ0
ハイテク産業D 機械，電気機器，精密機器，医薬品，自動車(日経中分類）のいずれかの産業であれば1，そうでなければ0

Variable

GROUPの各変数は，記虎（2024，pp. 25-26）において計量テキスト分析により企業の財務報告志向を識別した結果を利用して作成している。その他の変数は，原則として日経 NEEDS-FinancialQUESTより
入手しているか，入手したデータを加工して作成している（財務データは，連結優先かつ日本基準優先で選択）。ただし，改定経験済み回数は，サンプルとした各企業（社―年）に基本方針をマッチングし
た際の基本方針についての適時開示が当該企業にとっての何回目の基本方針についての適時開示であるのかをカウントして1を差し引くことで作成している。最大改定回数は，当該企業が会社法施行規則
（平成18年2月7日法務省令第12号）の公布日（2006年2月7日）から内部統制報告制度が導入された通常最初の決算期に係る決算日（2009年3月31日）までの間に基本方針について何回適時開示しているのか
をカウントして1を差引くことで作成している。さらに，社外取締役比率（銀行），社外取締役比率（支配会社），社外取締役比率（その他）の3変数は，日経NEEDS-Cgesより入手している。
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善するcompeting variableとして用いている。νi

は，各企業（社）の観察されない異質性である。

εitは，誤差項である。

　決算発表の適時性に対する企業の財務報告志向

の寄与効果という因果効果に対して内部統制報告

制度の導入による効果修飾が存在して因果効果の

異質性が認められるかどうかは，企業の財務報告

志向に基づいて群分けした既述の３群のうち任意

の２群間のすべての組み合わせについて，２群間

の決算発表の適時性の差の内部統制報告制度の導

入前後の差（以下，差の差という。）に注目すれ

ば検証できる（17）（18）（19）。ランダム効果回帰モデル

によって推定している（２）式の被説明変数であ

る複合開示度ついては，（２）式に含まれる２つ

の交差項のうち①最初から言及群D×内部統制報

告制度Dの係数推定値が，言及なし群をベースラ

インとして求めた最初から言及群と言及なし群と

の間の決算発表の適時性の差の差を限界効果

（marginal effect）として示している。②途中か

ら言及群D×内部統制報告制度Dの係数推定値が，

言及なし群をベースラインとして求めた途中から

言及群と言及なし群との間の決算発表の適時性の

差の差を限界効果として示している。そして，③
最初から言及群D×内部統制報告制度Dの係数推

定値から途中から言及群D×内部統制報告制度D

の係数推定値を差し引いて求めた差が，途中から

言及群をベースラインとして求めた最初から言及

群と途中から言及群との間の決算発表の適時性の

差の差を限界効果として示している。他方で，ラ

ンダム効果トービットモデルによって推定してい

る（１）式では，交差項の係数推定値から限界効

果として直接求めることのできる任意の２群間の

決算発表の適時性の差の差は，あくまで（１）式

の被説明変数である潜在変数のRELEASE＊につい

てのものである。そこで，観測変数である早期開

示度ないし分散開示度について，任意の２群間の

決算発表の適時性の差の差は，（１）式の推定結

果 を 利 用し て ベ ー スラインとし た 群 からの

discrete change（離散変化）により求めた最終

サンプルとした各企業（社―年）の限界効果の平

均値をもとに別途算出する（20）。

　決算発表の適時性を捉えている既述の３変数は

いずれも，値が大きいほど決算発表の適時性が高

いと解釈できる。また，上記で説明した任意の２

群間の決算発表の適時性の差の差は，いずれも内

部統制報告制度導入後の２群間の差から導入前の

２群間の差を差し引くことで求められるものであ

る。したがって，仮説が支持されるならば，②言

及なし群をベースラインとして求めた途中から言

及群と言及なし群の決算発表の適時性の差は，内

部統制報告制度の導入前よりも導入後の方が大き

くなるから，これらの２群間の決算発表の適時性

の差の差は有意に正となると予想される（p＜.10）。

そして，③途中から言及群をベースラインとして

求めた最初から言及群と途中から言及群の決算発

表の適時性の差は，内部統制報告制度の導入前よ

りも導入後の方が小さくなるから，これらの２群

間の決算発表の適時性の差の差は有意に負となる

と予想される（p＜.10）。他方で，①言及なし群

をベースラインとして求めた最初から言及群と言

及なし群の決算発表の適時性の差は，内部統制報

告制度の導入前後で異ならないから，これらの２

群間の決算発表の適時性の差の差がゼロであると

する帰無仮説を棄却できないと予想される。

５　検証結果

5.1　記述統計量

　最終サンプルを企業の財務報告志向に基づいて

既述の３群に群分けし，各群の内部統制報告制度

導入前後の内訳を表-２に示している。言及なし

群が最終サンプルの大半（78.44％）を占めてい

る。したがって，基本方針の中で財務報告に係る

事項について言及している企業，つまり，内部統

制システムの構築に際して財務報告を重視してい

る企業は，財務報告を「いつから」重視するよう

91

社会情報学　第14巻２号　2025



になったにかかわらず多くない。

　表-３には，各変数の記述統計量を示してい

る（21）。最終サンプルのうち，決算期末後45日以内

Dの値が１となる企業は，1,173社―年（77.12％）

である。したがって，最終サンプルの大半が東証

からの決算発表の早期化要請に応じている。分散

開示度の平均値は89.18％であるので，平均的に

は決算発表の集中の度合いも高くない。ただし，
分散開示度の最小値，次に小さい値，さらにその

次に小さい値の３値を取る企業（362社―年）だ

けで，最終サンプルの23.80％を占めている。こ

れらの３値は，最終サンプルの2007年３月期，

2008年３月期，2009年３月期の各決算期の決算

発表が最も集中する日（決算発表集中日）に対応

しており，決算発表時期として適当であるとされ

る「決算期末後45日以内」のうち最も遅い45日目

（平日）であった。したがって，他の企業に先ん

じてより早いタイミングで報告が行われているか

という観点からみればギリギリ適時に決算発表を

行えていても他の企業の開示行動を予想して他の

企業と同じ報告タイミングとなることを回避して

より分散したタイミングで報告が行われているか

どうかという観点からみれば適時には決算発表を

行えていない企業が，一定数存在している。他方

で，複合開示度の平均値（0.01）からの乖離の程

度は，最大値（4.65）の方が最小値（－1.72）よ

りも大きいため，平均と比べてこれら両方の観点

から複合的にみて決算発表を適時に行えている企

業も，最終サンプルの中に含まれている。以上か

ら，決算発表時期には，企業によって違いがある。

表-３　各変数の記述統計量

Mean Median Std. dev. Min Max

RELEASE
早期開示度 -42.19 -44 7.65 -69 -1
分散開示度 89.18 92.28 8.79 70.85 100.00
複合開示度 0.01 -0.03 1.13 -1.72 4.65

GROUP

最初から言及群D 0.09 0 0.29 0 1
途中から言及群D 0.12 0 0.33 0 1
財務報告志向D 0.22 0 0.41 0 1

REGULATION

内部統制報告制度D 0.33 0 0.47 0 1
CONTROL

決算期末後45日以内D 0.77 1 0.42 0 1
構築姿勢 0.62 0.00 0.85 0.00 5.54
改定経験済み回数 0.26 0 0.56 0 4
最大改定回数 0.57 0 0.74 0 4
企業規模 10.34 10.23 1.44 6.35 15.47
ROA 0.03 1.69 9.66 -81.52 44.61
レバレッジ 52.32 53.82 20.87 1.69 97.89
たな卸資産・売上債権比率 35.98 35.54 17.60 0.47 92.78
△EPS -0.03 -0.00 0.48 -6.93 6.88
総セグメント数 3.32 3 2.24 1 19
少数特定者持株比率 53.69 53.51 16.24 3.72 99.38
個人株主数 0.81 0.39 1.59 0.01 18.33
社外取締役比率（銀行） 0.47 0.00 2.67 0.00 33.33
社外取締役比率（支配会社） 1.33 0.00 5.52 0.00 66.67
社外取締役比率（その他） 5.41 0.00 9.72 0.00 60.00
追記情報D 0.35 0 0.48 0 1
継続企業D 0.04 0 0.21 0 1
200７年3月期D 0.34 0 0.47 0 1

INDUSTRY

高成長産業D 0.06 0 0.24 0 1
ハイテク産業D 0.15 0 0.36 0 1

Variable

最終サンプル（524社についてのパネルデータ1,521社―年）について各変数の記述統
計量を示している。各変数の定義は，表－１と同じである。

表-２　企業の財務報告志向に基づく各群の内部統制報告制度導入前後の内訳
（単位：社―年）

内部統制報告書導入前 882 (57.99%) 43 ( 2.83%) 93 ( 6.11%) 1,018 ( 66.93%)
内部統制報告書導入後 311 (20.45%) 143 ( 9.40%) 49 ( 3.22%) 503 ( 33.07%)
合計 1,193 (78.44%) 186 (12.23%) 142 ( 9.34%) 1,521 (100.00%)
最終サンプル（524社についてのパネルデータ1,521社―年）を，記虎（2024，pp. 25-26）において計量テキスト分析
により企業の財務報告志向を識別した結果を利用して3群に群分けするとともに，内部統制報告制度の導入前もしくは
導入後のどちらの決算期に係るものかによって2群に分割することで，クロス集計表を作成している。内部統制報告制
度の導入前の決算期は2008年3月期と2007年3月期の2期間であり，導入後の決算期は2009年3月期である。

言及なし群 途中から言及群 最初から言及群 合計
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5.2　差の差分析の結果

　最終サンプルを用いて（１）式と（２）式の各

検証式を推定した結果を，表-４に示している。

そして，各検証式を推定した結果を利用して，企

業の財務報告志向に基づいて群分けした既述の３

群のうち任意の２群間のすべての組み合わせにつ

いて決算発表の適時性に対する企業の財務報告志

向の寄与効果につき差の差分析を行った結果を，

表-５に示している。表-５（A）（B）（C）に示

しているとおり，表-１に示した決算発表の適時

性の３つの観点にかかわらず，②言及なし群を

ベースラインとして求めた途中から言及群と言及

なし群の決算発表の適時性の差の差は正で，有意

であった（p＜.05ないしp＜.01）。③途中から言

及群をベースラインとして求めた最初から言及群

と途中から言及群の決算発表の適時性の差の差は

負で，有意であった（p＜.10ないしp＜.05）。他

方で，①言及なし群をベースラインとして求めた

最初から言及群と言及なし群の決算発表の適時性

の差の差がゼロであるとする帰無仮説は棄却でき

なかった。

　以上の差の差分析の結果は，決算発表の適時性

を表-１に示した３つのどの観点から捉えた場合

にも，決算発表の適時性に対する企業の財務報告

志向の寄与効果という因果効果に対して内部統制

報告制度の導入による効果修飾が存在して因果効

果の異質性が認められることを示している。内部

統制報告制度の導入がこの寄与効果に与えた効果

修飾は，内部統制システムの構築に際して企業が

財務報告を「いつから」重視するようになったの

かによって異なる。内部統制報告制度の導入によ

る寄与効果の向上は途中から言及群には認められ

た一方で，最初から言及群には認められなかった。

したがって，仮説は支持される。

　内部統制報告制度の導入は，内部統制システム

の構築に際して財務報告を重視する度合いがもと

もと強かった企業に対しては，上記の寄与効果を

さらに向上させたわけではなかった。その一方で，

表-４　（１）式と（２）式に基づく各検証式を推定した結果

最初から言及群D 2.22 2.60 0.41
(2.28) ** (2.58) *** (2.67) ***

途中から言及群D -0.34 -1.91 -0.18
(-0.71) (-1.89) * (-1.60)

内部統制報告制度D -0.41 -2.48 -0.23
(-1.94) * (-5.48) *** (-4.76) ***

最初から言及群D×内部統制報告制度D -0.28 -0.33 -0.05
(-0.44) (-0.29) (-0.40)

途中から言及群D×内部統制報告制度D 1.06 3.11 0.34
(2.22) ** (3.13) *** (3.07) ***

Integration points 90 90 ―
Wald χ2(23) 439.55 *** 587.92 *** 205.29 ***

σν 5.37 6.12 0.84
σε 2.71 5.22 0.55
ρ 0.80 0.58 0.70
各変数の定義は，表－１と同じである。最終サンプル（524社についてのパネルデータ1,521社―年）を用いて(1)式と(2)式に基づく各検証式を推定した結果を示してい
る。各変数について，上段には係数推定値を，下段（　）内にはz値を示している。係数推定値の有意性検定（両側）に際しては，(1)式に基づく両検証式ではブートス
トラップ標準誤差（反復回数1万回）を用いており，(2)式に基づく検証式では企業ごとにクラスタリングしたクラスター・ロバスト標準誤差を用いている。
*p  ＜.10，**p  ＜.05，***p  ＜.01
(1)式に基づく両検証式では，Integration pointsを60または120に変えて同様に推定することで，good quadrature approximationを確認している。また，mean and
variance adaptive Gauss-Hermite quadratureとStata's modified Newton-Raphson algorithmを用いている。Davidon-Fletcher-Powell algorithmに替えて推定して
も，得られた推定結果はほとんど同じであった。
なお，紙面の制約のため，GROUPとREGULATION以外については割愛している。

(1)式 (2)式
早期開示度として観
測される潜在変数
RELEASE *を被説明変
数として用いた場合

分散開示度として観
測される潜在変数
RELEASE *を被説明変
数として用いた場合

複合開示度として観
測される観測変数
RELEASEを被説明変
数として用いた場合
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同制度の導入は，財務報告を重視する度合いがも

ともとは相対的に弱かった企業に対しては，上記

の寄与効果を向上させた。このように，同制度の

導入による寄与効果の向上は限定的であった。つ

まり，内部統制報告制度の導入は，後者の企業の

寄与効果の底上げはしたものの，前者の企業の寄

与効果の引き上げまではしなかったと言える。

６　おわりに

　本稿では，内部統制報告制度の導入が決算発表

の適時性に対する企業の財務報告志向の寄与効果

に与えた効果修飾が内部統制システムの構築に際

して企業が財務報告を「いつから」重視するよう

になったのかによって異なることを示した。そし

て，内部統制報告制度の導入による寄与効果の向

上は財務報告を重視する度合いがもともとは相対

的に弱かった企業に限られ，同制度の導入による

寄与効果の向上は限定的であったことを示した。

本稿の検証結果からは，決算発表時期の適時性の

確保のためには，内部統制報告制度の導入よりも，

内部統制システムの構築に際して財務報告をもと

もと重視していたという企業自らの意向の方が有

益であったことが示唆される。したがって，コー

ポレートガバナンス・コードなどの強い拘束力を

持たないソフト・ローを通じて企業の意識改革を

促していくことが必要である。

　本稿の貢献は，次の３つである。第一に，準実

験の方法の１つである差の差分析を用いて，内部

統制報告制度の導入が上記の寄与効果に与えた効

果修飾が内部統制システムの構築に際して企業が

財務報告を「いつから」重視するようになったの

かによって異なるのかどうかを検証するといった

リサーチ・デザインの工夫により，同制度の導入

の効果が限定的であったことを示す強い証拠を提

示したことである。第二に，国内外を問わず，内

部統制との関連において財務報告の適時性に対す

る因果効果の異質性の解明が進んでいない中で，

内部統制報告制度の導入が上記の寄与効果に与え

た効果修飾が，内部統制システムの構築に際して

企業が財務報告を「いつから」重視するようになっ

たのかによって異なることを新たに解明した。第

三に，内部統制規制の導入の効果修飾の解明がほ

とんど試みられていない中で，内部統制報告制度

の導入が上記の寄与効果に効果修飾を与えたこと

を新たに解明した。

　内部統制報告制度の導入が何らかの因果効果に

与える効果修飾は，本稿が着目した決算発表の適

時性に対する企業の財務報告志向の寄与効果に限

られないであろう。内部統制報告制度の実効性に

関する懸念が指摘されている中で（企業会計審議

会，2023），同制度の導入が何らかの因果効果に

表-５　差の差分析の結果

2.22 1.93 -0.28
(2.28) ** (2.18) ** (-0.44)
-0.34 0.72 1.06

(-0.71) (1.72) * (2.22) **

2.56 1.21 -1.35
(2.36) ** (1.28) (-1.78) *

2.09 2.11 0.02
(2.68) ** (1.54) (0.01)
-1.65 1.12 2.77

(-1.84) * (1.41) (3.10) ***

3.75 0.99 -2.76
(3.18) ** (0.67) (-2.18) **

0.41 0.35 -0.05
(2.67) ** (1.90) * (-0.40)
-0.18 0.16 0.34

(-1.60) (1.71) * (3.07) ***

0.59 0.20 -0.39
(3.10) ** (1.00) (-2.42) **

（A）早期開示度

内部統制報告制度 差の差
導入前 導入後 導入後－導入前

最初から言及群vs.言及なし群

途中から言及群vs.言及なし群

最初から言及群vs.途中から言及群

（B）分散開示度

内部統制報告制度 差の差
導入前 導入後 導入後－導入前

最初から言及群vs.言及なし群

途中から言及群vs.言及なし群

最初から言及群vs.途中から言及群

最終サンプル（524社についてのパネルデータ1,521社―年）を用いて各検証式を推定した結果を利用し
て，企業の財務報告志向に基づいて群分けした3群のうち任意の2群間のすべての組み合わせについて決
算発表の適時性に対する企業の財務報告志向の寄与効果につき差の差分析を行った結果を示している。
なお，上記（A）（B）（C）の各パネルの表の上段には2群間の決算発表の適時性の差または差の差
を，下段（　）内にはz値を示している。2群間の決算発表の適時性の差は，上記の表の1列目において
右側に示している群をベースラインとして求めている。また，2群間の決算発表の適時性の差の差は，
内部統制報告制度導入後の2群間の差から導入前の2群間の差を差し引くことで求めたものである。2群
間の決算発表の適時性の差または差の差の有意性検定（両側）に際しては，(1)式に基づく各検証式を推
定した結果を利用している場合にはブートストラップ標準誤差（反復回数1万回）に基づきデルタ法で
計算した標準誤差を用いており，(2)式に基づく検証式を推定した結果を利用している場合には企業ごと
にクラスタリングしたクラスター・ロバスト標準誤差を用いている。
*p  ＜.10，**p  ＜.05，***p  ＜.01

最初から言及群vs.言及なし群

途中から言及群vs.言及なし群

最初から言及群vs.途中から言及群

（C）複合開示度

内部統制報告制度 差の差
導入前 導入後 導入後－導入前
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与えた効果修飾を他にも解明していくことで，同

制度の導入の効果をさらに明らかにしていくこと

が課題である。

謝辞
　本研究は，JSPS科研費 24K05214および同志

社女子大学2024年度研究助成金（個人研究）の

助成を受けたものです。

注
（１）COSOフレームワークは国際的な内部統制

の枠組みである。金融商品取引法に基づく

内部統制報告制度においても，COSOフ

レームワークが基本的に踏襲されている。

（２）別の要因によって因果効果が異なるとき，

効果修飾があるという。因果推論における

効果修飾については，Hernán and Robins 

（2020, pp.41-54）などを参照されたい。

（３）交絡バイアスは，疫学における呼称である。

計量経済学ではセレクショバイアスと呼ば

れる。

（４）ただし，内部統制報告制度は，2008年４

月１日以後に開始する事業年度から導入さ

れたため（金融商品取引法24条の４の４，

証券取引法等の一部を改正する法律（平成

18年法律第65号）附則15条），実際に内部

統制報告制度の規制対象となる時期には決

算日の違いによる僅かなタイムラグは存在

した。そのため，厳密には，決算日ごとに

順次規制が導入された。

（５）情報現象に関する総合的で学際的な研究で

ある社会情報学において，情報は，分析視

点であるとともに分析対象でもあり，二重

の 位 置 を 占 め る（正 村，2003，pp.31-

32）。本稿では，決算発表という証券市場

における情報の伝達過程における情報現象

を分析対象とするとともに，決算発表の適

時性に影響を与える企業特性として，分析

視点として位置付けた基本方針についての

適時開示という情報現象から企業の財務報

告志向を捉えている。その上で，内部統制

報告制度の導入の効果を解明している。し

たがって，本稿は，社会情報学に属する研

究である。

（６）認知的組織科学によれば，企業の言語資料

には企業の目に見えない知識ないし認知が

表象されているので，逆に企業の言語資料

の内容から企業の組織的知識構造を解明し

て企業の知識ないし認知を可視化すること

ができる（喜田，2007）。

（７）なお，平成26年改正会社法により，改正

前（会社法348条３項４号，362条４項６号，

416条１項１号ロホ［平成26年法律第90

号による改正前］，会社法施行規則98条，

100条，112条［平成27年法務省令第６号

による改正前］）よりも列挙されている事

項が拡充されている。

（８）平成17年制定会社法施行日である2006年５

月１日よりも前に基本方針について適時開

示していた企業もサンプルに含めることが

できるように，施行日よりも前に開示され

ていた基本方針の適時開示も利用している。

（９）取締役会決議日が訂正されている場合に

は，訂正後の取締役会決議日を用いている。

また，取締役会決議日が明記されていな

かった場合には，当該適時開示はマッチン

グに利用していない。

（10）	この中には，平成17年制定会社法の施行

前にすでに基本方針の決定が明文により義

務付けられていた委員会等設置会社（商法

特例法21条の７第１項２号［平成17年法

律87号廃止前］）であったと確認できた企

業はなかった。したがって，平成17年制

定会社法の施行を契機に基本方針を決定す

る必要が生じたタイミングは，企業間で同

じである。なお，平成17年制定会社法の
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施行前に委員会等設置会社であったかどう

かは，日経NEEDS-Cgesに含まれている「委

員会等設置フラグ」のデータを利用するな

どして，施行日（2006年５月１日）から

みて直前に開催された定時株主総会の対象

となる事業年度の有価証券報告書記載ベー

スで判断している。

（11）	平成17年制定会社法の施行前に委員会等

設置会社（商法特例法１条の２第３項［平

成17年法律87号廃止前］）ではなかった大

会社である取締役会設置会社は，平成17

年制定会社法の施行に伴い，たとえ施行日

前日の2006年４月30日に取締役会を開催

していたとしても，遅くとも３か月後の

2006年７月29日までには施行後初の取締

役会を開催して基本方針を決定する必要が

あったことを踏まえ（会社法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う経過措置を定める政令14条，会社法363

条２項），この日の翌日の2006年７月30日

をベンチマークとして選定している。

（12）	日本の上場会社が極めて甚大な赤字を計上

することは実務上稀であるため，当初サン

プルから変則決算であったりROAの作成

に必要なデータをデータベースから入手で

きなかったりした企業を除いた525社につ

いてのパネルデータ1,549社―年のうち，
ROAの下位１％以下を異常値と判断して

いる。なお，当初サンプルにはROAの値

が異常に大きい企業はなかったため，上限

の異常値処理はしていない。ただし，上限

の異常値処理をしても，本稿の検証結果に

大差はなかった。さらに，日本の上場会社

が債務超過となることは実務上稀であるこ

とから，下記の値がそれぞれ負となってお

り，債務超過であるとみなした企業（社―

年）を異常値と判断している（連結優先か

つ日本基準優先で選択）。

　　　�連結・日本基準の場合：純資産－新株予約

権－少数株主持分　ただし，ここでいう「少

数株主持分」は，2015年４月１日以後を

期首日とする決算期の「非支配株主持分」

に相当する。連結・米国基準の場合：資本

金＋資本剰余金＋利益剰余金＋その他の包

括利益累計額－自己株式　個別・日本基準

の場合：純資産－新株予約権

（13）	（１）式については尤度比検定の結果，（２）式

についてはBreusch-Pagan Lagrange multiplier

検定の結果，各企業（社）の観察されない異

質性の分散はゼロであるとの帰無仮説をいず

れも１%水準で棄却したため，プールドモデル

よりもランダム効果モデルが支持される。

（14）	報告の適時性は，一般的には他の企業に先

んじてより早いタイミングで報告が行われ

ているかという観点から捉えられ，記虎

（2021）もこれに倣っている。しかし，

記虎（2024）のように，他の企業の開示

行動を予想して他の企業と同じ報告タイミ

ングとなることを回避してより分散したタ

イミングで報告が行われているかどうかと

いう観点からも，決算発表の適時性を捉え

ることができる。さらに，報告のタイミン

グは一意に決定せざるを得ないことから，

これらの両方の観点からも複合的に決算発

表の適時性を捉える必要がある。

（15）	記虎（2024，pp.25-26）では，基本方針

についての適時開示を利用して，基本方針

における「財務報告の信頼性」，「財務報告

に係る内部統制」，「財務報告の適正性」と

いった財務報告に係る事項についての言及

の出現の有無とその時期が，曖昧さを排除

して機械的に識別されている。本稿では，

企業の財務報告志向の識別の妥当性を，次

の方法で確認している。すなわち，最終サ

ンプルを用いて，財務報告志向Dの値が１

となる調整済み確率のロジットを被説明変
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数とし，社外取締役比率（銀行）と社外取

締役比率（その他）の２変数を説明変数と

する定数項ありの検証式を作成してランダ

ム効果ロジットモデルにより推定した。そ

して，検証式の推定結果を利用して，最終

サンプルにつきこれらの説明変数の財務報

告志向Dの値が１となる調整済み確率に対

する限界効果の平均値をそれぞれ求めた。

その結果，どちらの変数についても，限界

効果の平均値は正で，企業ごとにクラスタ

リングしたクラスター・ロバスト標準誤差

に基づきデルタ法で計算した標準誤差を用

いた有意性検定（両側）の結果も有意であっ

た（p＜.10ないしp＜.05）。銀行に職務経

験があるか当該企業と密接な関係性のない

その他の社外取締役の中には，会計や財務

に精通していて財務報告の重要性を正しく

認識している者が少なからずいると思われ

る。そして，こうした社外取締役の割合が

高い企業ほど，組織レベルでも内部統制シ

ステムの構築に際して財務報告を重視して

いると予想される。社外取締役の特性と言

及の出現との間に正の関係があるとの上記

の検証結果は，こうした予想と矛盾しない。

（16）	通期の決算発表は，「決算期末後45日以内」

に行われるのが適当であり，「決算期末後

30日以内（決算期末が月末である場合は

翌月内）」に行われるのがより望ましいと

されている（東京証券取引所，2006）。

（17）	内部統制報告制度の導入の因果効果の異質

性には着目していないので，内部統制報告

制度の導入前後の決算発表の適時性の差の

任意の２群間の差には注目していないこと

に留意されたい。

（18）	差の差分析は，平行トレンド仮定を前提と

している。そこで，最終サンプルのうち，

内部統制報告制度の導入前の2008年３月

期と2007年３月期の２期間に係るサブサ

ンプルＡ（519社についてのパネルデータ

1,018社―年）を用いて，（１）式と（２）

式のREGULATIONを2007年３月期Dに

代えると同時にCONTROLとして用いる一

連のコントロール変数からは2007年３月

期Dを除外して，同様の方法で検証した。

その結果，企業の財務報告志向に基づいて

群分けした既述の３群のうち任意の２群間

のすべての組み合わせについて，２群間の

決算発表の適時性の差の内部統制報告制度

の導入前の2008年３月期と2007年３月期

の２期間の差がゼロであるとする帰無仮説

は，有意水準10％（両側）では棄却され

なかった。

（19）	差の差分析は，共通ショック仮定を前提と

している。しかし，最終サンプルのうち途

中から言及群に該当する観測対象（社―年）

を有する企業の中には，内部統制報告制度

の規制対象となる前に基本方針を改定して

いてすでに財務報告に係る事項についての

言及が出現するようになっていた企業だけ

でなく，内部統制報告制度の規制対象と

なった後に基本方針を改定して言及が出現

するようになった企業も含まれている。し

たがって，後者に該当する企業では，企業

の財務報告志向それ自体が内部統制報告制

度の規制対象となったことが引き金となっ

て引き起こされたとみることもできる。そ

こで，最終サンプルから後者に該当する98

社についてのパネルデータ288社―年をす

べて除いた，サブサンプルＢ（426社につ

いてのパネルデータ1,233社―年）を用い

て同様の方法で検証したが，検証結果に大

差はなかった。なお，サブサンプルＢのう

ち，内部統制報告制度の導入前の2008年

３月期と2007年３月期の２期間に係る421

社についてのパネルデータ823社―年を用

いて，注（18）と同様の方法で平行トレン
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ド仮定と矛盾しないことも合わせて確認し

ている。

（20）	ランダム効果トービットモデルの場合に

は，限界効果は一定でなく，企業（社―年）

ごとに異なり得るためである。なお，限界

効果をdiscrete change（離散変化）によ

り求めているのは，（１）式に含まれる最

初から言及群Dと途中から言及群Dがダ

ミー変数であるためである。

（21）	各変数間の相関係数を示した表は，紙面の

制約のために割愛している。最終サンプル

を用いて各検証式の右辺において同時に用

いる変数についてVIF（Variance Inflation 

Factor）を求めたところ最大でも4.78で

あったので，多重共線性の問題はないと判

断している。
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　横幹連合（特定非営利活動法人 横断型基幹科

学技術研究団体連合）が新しく刊行した「横幹〈知

の挑戦〉シリーズ」の第一弾である。横幹連合の

33の会員学会（本書出版時点，iiiページ参照）の

うち９つが，それぞれの研究分野の視点から「イ

ノベーション」についての論考を寄せており，ま

さに分野横断を実現している。「本書企画の経緯」

（vページ参照）にあるとおり，分野横断型の活

動は容易ではない中，このような良書を企画し完

成させた編著者，著者，および，関係者に心から

敬意を表する。

　本書は３部構成でそれぞれが３つの章からなる。

　第Ⅰ部「イノベーション創出のための仕組み・

考え方」には，研究・イノベーション学会の林聖

子氏（１章），社会情報学会の遠藤薫氏（２章），

日本ロボット学会の上田隆一氏（３章）による論

考が納められている。イノベーションという実社

会の中での現象・活動を研究対象とする場合，そ

の定義が問題になる。林氏は１章で，シュンペー

ター，ドラッカー，宮崎研究・イノベーション学

会元会長などによる定義を引用，参考にしつつ，

「科学的発見や技術的発明，サービス等を発展さ

せ，あるいは組み合わせることで，新たな社会的

価値や経済的価値を生み出すこと」と定義してい

る。このうち新たな社会的価値の創造については，

遠藤氏が２章で，社会の諸問題の解決とともに，

書評

長沢伸也　編著

林　聖子　遠藤　薫　上田隆一　小澤真紀子　入澤裕介 

齊藤智明　繁野麻衣子　橋上英宜　中嶋良介　仲田知弘 

鈴木研悟　著

『横幹〈知の挑戦〉シリーズ

イノベーションの創出　——仕組み，社会実装，技術——』
（晃洋書房，2024年，A５判，198頁，3,600円＋税）

東京科学大学　猪　原　健　弘
Institute of Science Tokyo　Takehiro INOHARA

�

101

社会情報学　第14巻２号　2025



社会情報学会が積極的に社会に発信していると

し，社会情報学，および，新たな方法論的イノベー

ションとしての計算社会科学が果たしうる，ある

いは，果たすべき役割を検討している。また科学

的発見や技術的発明については，上田氏が３章で，

自律移動ロボットや自動運転車の技術の確立に関

する短期的な意味でのイノベーションとして，位

置推定技術と地図生成技術の課題解決に貢献した

確率ロボティクスの発明を挙げている。しかしそ

れだけではなく，技術の確立には，長い年月をか

けて人を増やし裾野を広げる人材育成が必要で，

これに貢献した教科書や翻訳書，および，技術チャ

レンジの存在が長期的な意味でのイノベーション

の原動力であるとしている。

　第Ⅱ部「イノベーションの商品化・社会実装」

は，日本感性工学会の小澤真紀子氏（４章），商

品開発・管理学会の入澤裕介氏と長沢伸也氏（５

章），日本信頼性学会の齊藤智明氏（６章）の論

考からなり，イノベーションによって生み出され

る価値の内容が深く論じられている。小澤氏は４

章で，先行研究をふまえて，競争力を失った機能，

信頼，価格という従来の３つの価値に対して，感

性が第４の価値に位置づけられるとしている。こ

れは客観的に定まる機能的価値に対して，主観的

に生まれる意味的価値が位置づけられることに対

応する。そして，製品の意味が急進的に革新され

新たな市場が創造されることを意味のイノベー

ションと呼んでいる。入澤氏と長沢氏は５章の先

行研究のレビューの中で経験価値を取り上げ，こ

れが感覚的，情緒的，認知的，行動的，関係的の

５つに分類されるとしている。そして，持続的イ

ノベーションを通じて創造される経験価値と，破

壊的イノベーションを通じて創造される経験価値

とが存在することを論じている。齊藤氏は６章で，

信頼と安全，そして安心，さらに社会的受容とい

う価値を扱っている。社会にイノベーションを起

こすには，技術のイノベーションだけでなく，社

会的受容性のベースとなる信頼性・安全性のイノ

ベーションを客観的な安全論証にもとづいて積み

重ね，社会の安心を得て，社会的受容性を高めて

いく必要があるとしている。

　第Ⅲ部「イノベーションを支える要素技術・基

盤技術」は，スケジューリング学会の繁野麻衣子

氏と橋上英宜氏（７章），システム制御情報学会

の中嶋良介氏と仲田知弘氏（８章），日本シミュ

レーション＆ゲーミング学会の鈴木研悟氏（９章）

の論考で構成されている。繁野氏と橋上氏は７章

で，イノベーションの社会実装を支える重要な要

素技術としてスケジューリングを位置づけてい

る。そして，スケジューリングにおいては数理最

適化が用いられ，問題によってヒューリスティッ

ク解法，確率計画，多目的最適化などを用いるこ

とがあるとしている。中嶋氏と仲田氏は８章で，

循環型生産システムの生産性イノベーションのた

め，機械学習，特に，ランダムフォレストとディー

プラーニング，および，スマートデバイスの活用

可能性を論じている。鈴木氏は９章で，持続可能

な社会の実現のためのイノベーションに関する

ゲームの有用性として，ゲームへの参加者が目的

達成を妨げる不確実性や社会的・時間的な対立構

造，当事者が直面する葛藤などを経験でき，それ

を学習や課題解決に活かす可能性を挙げている。

　以上の通り本書は，分野を問わず幅広い読者に

イノベーションへの理解を促す内容となってい

る。実際本書は，2025年度の東京科学大学の大

学院生向け文系教養科目「イノベーションの創出」

の教科書として採用されており，同科目は，多様

な理工系分野を専門とする90人以上の受講生を

集めている。学会や専門分野が自身のパラダイム

に固執することによって分野横断を難しくしてい

る中，若い世代の受講生の分野横断への意識の高

さがうかがえる。本書は，実社会の中でのイノベー

ションの創出に関する仕組みと考え方，商品化と

社会実装，要素技術と基盤技術についての理解を

深める機会を提供しているだけでなく，イノベー

ションが生み出す価値の多様性を示し，各分野で
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の研究テーマの変遷や技術の発展の歴史の概観を

も与えており，受講生の期待に十分こたえている。

　分野横断のカギは，研究者の多分野に対する好

奇心と各分野の専門用語に頼らないコミュニケー

ション能力である。本書で若い世代がイノベー

ションの創出についての興味と共通のコトバを手

に入れ，分野横断を力強く進めてくれることを確

信している。
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社会情報学会 　「社会情報学」投稿要綱

（目的）

第１　�本学会誌は，社会情報学にかかわる諸問題

の研究および応用を促進し，社会情報学の

確立と発展に寄与するため，独創的な成果

を公表することをその主たる目的とする。

（投稿者の資格）

第２　�和文誌の投稿者は，単著の場合は学会員に

限る。共著の場合は，筆頭著者が学会員で

なければならない。

（投稿原稿）

第３　投稿原稿については，以下の通りとする。

（１）�投稿原稿の種類は，原著論文，研究，展望・

ノートとする。

（２）�投稿原稿は，オンラインにより，著者の氏

名，所属，およびそれらを判別可能な情報

を除いた査読用原稿ファイルを提出する。

（３）�投稿原稿は，題材および内容が本学会誌の

目的に合致するものでなければならない。

（４）�投稿原稿作成にあたっては，社会情報学会

「社会情報学」執筆要領に従うこと。原著

論文以外の原稿についても，その記述方式

は，原則として執筆要領に準ずるものとす

る。また，審査の結果により修正原稿を提

出する場合も，執筆要領に従うこととする。

（５）�投稿原稿は，本学会の主催，共催する学会

大会，シンポジウム，講演会，研究会，分

科会等（以下，「学会大会等」）で公表した

ものが望ましい。学会大会等で公表した原

稿を投稿する場合，それらの場で発表済で

あることを明記することが望ましい。

（６）�すでに，他学会の雑誌論文等に投稿したも

の，単行図書・単行図書所収論文・博士論

文またはその一部をそのまま投稿してはな

らない。本学会に投稿した投稿原稿は，不

採択の場合を除き，他学会等へ投稿しては

ならない。

（７）�前項の規定にかかわらず，ディスカッショ

ンペーパー，ワーキングペーパーとして公

開済の論文およびプレ・プリントサーバ上

で公開済の論文（以下，「ディスカッショ

ンペーパー等」）を投稿する場合は，以下

の条件をすべて満たす場合に投稿を受け付

ける。

a．�投稿時の投稿者からの申し出にもとづき，学

会誌編集委員会が公開済の論文をディスカッ

ションペーパー等として認めている。

b．�投稿原稿の文中にディスカッションペーパー

等について明記されている。

c．�本学会における学会誌掲載論文等の著作権の

取り扱い規程（本要綱第11）について，ディ

スカッションペーパー等の発行元が了解して

いる。

d．�本学会誌に投稿原稿が掲載された場合には，

ディスカッションペーパー等の公開を中止す

るか，またはディスカッションペーパー等の

最終版が本学会誌の掲載論文であることを

ディスカッションペーパー等の読者が判別で

きるように明記することを投稿者が確約して

いる。

（８）�投稿原稿中で使用する画像等について著作

権等の各種権利について確認し，本学会に

おける学会誌掲載論文等の著作権の取り扱

い規程（本要綱第11）の内容を含めて，

必要となる著作権者等の許諾を得る。

（９）�審査により不採択となった原稿または投稿

を取り下げた原稿の著者は，審査結果の通

知後または投稿取り下げ後の１ヶ月の期間

は，新たな投稿はできない。
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（投稿手続き）

第４　�投稿希望者は，本学会ホームページ上で指

定された投稿サイトに，必要事項を記入の

上，原稿を投稿する。

（投稿原稿の受付）

第５　�原稿は随時，投稿できる。学会誌編集委員

会に到着した原稿は，受付が行われた後，

査読の手続きがとられる。ただし，投稿原

稿の題材および内容が，本学会誌の目的で

ある社会情報学にかかわる諸問題に関する

学術的新規性を判断できる研究の範囲外で

あると判断された場合，および投稿原稿の

記述方式が執筆要領を逸脱している場合

は，投稿原稿を受け付けない。

（投稿原稿の審査）

第６　�投稿原稿の審査については，以下の通りと

する。

（１）�原著論文と研究は，複数の査読者によって

審査される。審査は投稿原稿受付後，可及

的速やかに行うものとする。審査の結果，

投稿原稿の内容修正を著者に要請すること

がある。その場合，再提出の期限は原則と

して１カ月以内とする。

（２）�展望・ノートは，学会誌編集委員会が閲読

し，必要に応じて著者に修正を求めた上

で，学会誌編集委員会で採否を決定する。

（投稿原稿の掲載）

第７　�投稿原稿の掲載については，以下の通りと

する。

（１）�投稿原稿の掲載は，学会誌編集委員会が決

定する。

（２）�投稿原稿の受付日は，学会誌編集委員会が

当該投稿原稿を受け付けた日とする。ま

た，受理日は，学会誌編集委員会が当該投

稿原稿の採択を決定した日とする。

（受理された投稿原稿の版下の作成）

第８　�投稿者は，受理された投稿原稿について，

所定の書式にて版下を作成し，提出するも

のとする。

（受理された投稿原稿の校正）

第９　�受理された投稿原稿の著者による校正は和

文誌については初校のみとし，英文誌につ

いては２回校正とする。なお，訂正範囲は

原稿と異なる字句の訂正のみに限定される。

（原著論文等の別刷り）

第10　�原著論文等の別刷り（50部単位）は，著

者の希望により作成する。その料金は，

実費とする。なお，別刷り料金の請求は，

学会誌編集委員会の依頼により学会事務

局が行う。

（著作権）

第11　著作権については，以下の通りとする。

（１）�掲載された原著論文等の著作権は，原則と

して本学会に帰属する。特別な事情により

本学会に帰属することが困難な場合には，

申し出により著者と本学会との間で協議の

上，措置する。

（２）�著作権に関し問題が発生した場合は，著者

の責任において処理する。

（３）�著作者人格権は，著者に帰属する。著者が，

自分の原著論文等を複製，転載などの形で

利用することは自由である。転載の場合，

著者は，その旨本学会に書面をもって通知

し，掲載先には出典を明記すること。

（要綱の運用）

第12　�この要綱に定めのない事項については，

学会誌編集委員会の所掌事項に属するこ

とに関しては，学会誌編集委員会が決す

るものとする。
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（要綱の改正）

第13　�この要綱の改正は，学会誌編集委員会の

議を経て，学会誌編集委員長が行う。

付　則

この要綱は，2012年４月１日より実施する。

付　則

この要綱（改正）は，2014年４月１日に遡及し

て施行する。

付　則

この要綱（改正）は，2014年７月１日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2014年９月１日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2015年２月20日に遡及し

て施行する。

付　則

この要綱（改正）は，2016年９月11日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2019年３月21日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2019年９月15日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2020年10月17日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2021年４月１日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2021年７月11日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2022年３月26日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2022年５月16日より施行

する。
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社会情報学会　「社会情報学」執筆要領

１．原稿言語は和文とする。

２．原稿の書式

（１）原稿は横書きとする。

（２）�和文原稿では，新仮名遣いと常用漢字を用

い，平易な口語体で記す。句読点として，。

を用いる。

（３）�和文原稿では，刷り上がりイメージと同様

のフォーマット（A4判，１行22文字×38

行，２段組み，12ポイント）にて作成する。

３．分量

（１）�原著論文，研究については，刷り上がり

14ページ（20,000字程度，ただし図，表，

注，参考文献などを含む）以内とする。

（２）�展望・ノートについては７ページ（10,000

字程度，ただし図，表，注，参考文献など

を含む）以内とする。

（３）�審査の結果により修正原稿を提出する場合

も，原著論文，研究については，刷り上が

り14ページ（20,000字程度，ただし図，表，

注，参考文献などを含む）以内，展望・ノー

トについては７ページ（10,000字程度，

ただし図，表，注，参考文献などを含む）

以内とする。

４．原稿の体裁

　投稿原稿のうち，原著論文，研究は，以下の体

裁によるものとし，展望・ノートについては，以

下に準ずるものとする。

（１）�原稿の１枚目および２枚目には，原稿のタ

イトル，要約ならびにキーワードを記述す

る。要約は原稿全体の内容をレビューした

もので，日本語600字，英語250ワード程

度とする。また，キーワードは原稿全体の

内容の特徴を表す用語のことであって，日

本語，英語とも，その数は５つ程度とする。

なお，原稿の１～２枚目は分量に含めない。

（２）�原稿の本文は３枚目から開始し，それを１

ページ目として，以下通し番号を付す。本

文後の謝辞，注，参考文献，付録，図表（巻

末に掲載する場合）をこの順に続ける。な

お，本文や謝辞等において著者が特定でき

る記述は避ける。

（３）�原稿本文は，序論（はじめに，など），本論，

結論（結び，など）の順に記述する。本論

については，章，節，項の区別を明確にし，

それぞれ「１」，「1.3」，「1.3.2」のように

番号をつける。

（４）�人名は，原則として原語で表記する。ただ

し，広く知られているもの，また印字が困

難なものについては，この限りではない。

５．図・表（写真も含む）

（１）�図・表には，それぞれについて「図−１」，

「表−１」のように通し番号をつけ，また

表題をつける。

（２）�図・表は本文中の該当箇所に埋め込むこと

が望ましい。該当箇所に埋め込むことが難

しい大きな図・表の場合は，巻末に埋め込

む。ただし，掲載決定後の最終稿の提出時

には，図・表の元ファイルを本文とあわせ

て提出する。

（３）�図・表を本文中に埋め込むのが困難な場合

は，本文中に挿入希望箇所を明記し，図・

表は１ページに１個ずつ，挿入指定のある

ページ番号を付けて描き，原稿の最後にま

とめる。大きさの指定がある場合にはそれ

を明記する。

（４）�図・表の作成に使用した資料・文献は必ず

明記する。

（５）�図・表は実際に印刷される大きさに配慮し

た内容・記述にする。

６．注
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　注を使用する場合は，一連番号を参考箇所右肩

に小さく（１）（２）と書き，本文末尾に注釈文

をまとめる。

７．参考文献

（１）�参考文献を適切に引用し，本研究の位置づ

けを明確にする。参考文献の引用は以下の

例に従って，著者の姓，発表年を書く。

　例：鈴木（1986）は……，

　　　伊藤（1986a）によれば……，

　　　�……が証明されている（鈴木・伊藤，

1985）。

　　　Tanaka et al. （1983）は，……。

（２）�本文中で参照した文献は，以下の例に従っ

て，本文末尾に参考文献表としてまとめる。

参考文献表は，著者のアルファベット順，

年代順に記す。同一著者の同一年代の文献

は，引用順にa，b，c……を付して並べる。

　例：�鈴木一郎（1986a）「社会と情報」，『社会

情報』１，pp.14-23.

　　　�鈴木一郎（1986b）『情報論』社会書房，

240p.

　　　�Winston，P. （1981） Social Planning and 

Information，Social Information Science 
６，pp.116-125.

　　　�Yamada，S. et al. （1986） Intelligent 
Building，Academic Press，New York，

445p.

　　　�山本太郎（1985）「社会情報に関する研究」，

『社会情報』２，pp.32-40.

　　　�山本太郎・鈴木一郎（1985）『社会情報学』

社会書房，270p.

（３）�インターネット上に置かれた文献は，前各

号に準拠すると共に，参考文献の記述は，

著者名，発行年，タイトル，URL，訪問日

付の順に記述する。なおＵＲＬにはハイフ

ネーションを用いない。また，その文献の

ハードコピーは著者の責任に置いて保管す

るものとする。

　例：鈴木一郎（1996）「社会と情報」，

　　　<http://www.abc.ac.jp/Social/abc.html>

　　　Accessed 1997, April 29

　　　Winston，P. （1981） Social Planning,

　　　<http://www.abc.edu/Social/abc.html>

　　　Accessed 1997, April 29

８．�その他疑義のある場合は，通常広く認められ

ている書式を使用する。

９．著作権等の権利の確認

　原稿中で使用する画像等については，著作権等

の各種権利について確認し，本学会における学会

誌掲載論文等の著作権の取り扱い規程（「投稿要

綱」第11）の内容を含めて，必要となる著作権

者等の許諾を得る。

10．査読用原稿ファイル

　投稿の際に提出する査読用原稿ファイルは，投

稿原稿の原本ファイルより，著者の氏名，所属，

およびそれらを判別可能な情報を除いたものとする。

　著者の氏名，所属などが判別可能な情報の例：

　「拙著『〇〇』で論じたように…」

　「本論文は科研費（研究代表者：△△）による

共同研究の一部である」

　「本調査は，著者が所属する◇◇大学の学生を

対象にした」

11．要領の改正

　この要領の改正は，学会誌編集委員会の議を経

て，学会誌編集委員長が行う。

付　則

この要領は，2012年４月１日より実施する。

付　則

この要領（改正）は，2014年９月21日より施行

する。

付　則

この要領（改正）は，2015年２月20日に遡及し

て施行する。
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付　則

この要領（改正）は，2019年９月15日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2020年10月17日より施行

する。

付　則

この要綱（改正）は，2021年10月30日に遡及し

て施行する。

付　則

この要綱（改正）は，2022年５月16日より施行

する。
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